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第15 様式集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



（日本産業規格Ａ列４）

様式第１号（第１面）
※  許　可　番　号

許　　　　　　可

許可有効期間更新

申　請　者

第５条第１項
第10条第２項

（ふりがな）

１ 氏名又は名称

３ 大企業、中小企業の別

名称

６ 役員の氏名、役名及び住所（法人の場合）

労働者派遣事業

の規定により、下記のとおり

　年　　 月 　　日

　　　 　年　　　月　　　日

申請書許 可
許 可 有 効 期 間 更 新

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

※ 年月日

厚　生　労　働　大　臣　　殿

を申請します。
許　　　　　　可

 許可有効期間更新

〒（　　　　　　　）

役　名

代
表
者

４ 全労働者数

　申請者（法人にあっては役員を含む。）（申請者が未成年の場合、その法定代理人をいう。）については、労働者派
遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第６条各号（第３号を除く。個人にあっては第３号及
び第11号を除く。）のいずれにも該当しないこと並びに申請者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適
切に行うことができないおそれがある者である場合には該当する全ての者の精神の機能の障害に関する医師の診断書が
添付されていることを誓約します。
　また、同法第36条の規定により選任する派遣元責任者については、同法第６条第１号、第２号及び第４号から第９号
までのいずれにも該当しないこと、未成年者に該当しないこと、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の
保護等に関する法律施行規則第29条の２第１号に規定する基準に適合すること並びに派遣元責任者が精神の機能の障害
により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合には該当する全ての者の精神の
機能の障害に関する医師の診断書が添付されていることを誓約します。

産業分類（細分類）

住　所

５

２ 住　所
（　　　　　）　　　　－　　　　　　

１　大企業　　　　２　中小企業

記

氏　名
（ふりがな）

分類番号

収 入 印 紙

（消印しては

ならない。）
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様式第１号(第２面) （日本産業規格Ａ列４）

７

② 事業所の所在地

①

③　特定製造業務への労働者派遣の実施の有無

④

⑤ ⑥ ⑦備考

※

② 事業所の所在地

①

③ 特定製造業務への労働者派遣の実施の有無

④

⑤ ⑥ ⑦備考

※

８　許可年月日 ９　許可番号

10 事業開始予定年月日

11 その他

⑧ 事業所枝番号（更新の申請時のみ記載）

年　　　　月　　　　日

年　　　　月　　　　日

氏　名 氏　名

キャリアコンサルティングの担当者の氏名及び職名（④
の者と同じ者の場合は記載を要しない）

派遣元責任者の職務代行者の氏名及び職名

（ふりがな）
職　名

（ふりがな）
職　名

氏　名

⑧ 事業所枝番号（更新の申請時のみ記載）

（ふりがな）

事業所の名称 〒(　　　　　　　　　　)

　　　　　　　　　　　　　(　　　　　)　　　　　－

有 　　　　　　　　　無

派遣元責任者の氏名、職名、住所等

（ふりがな）

職　名 住　所
製造業務専
門派遣元責
任者

キ ャ リ ア
コ ン サ ル
テ ィ ン グ
の担当者

氏　名 氏　名

キャリアコンサルティングの担当者の氏名及び職名（④
の者と同じ者の場合は記載を要しない）

派遣元責任者の職務代行者の氏名及び職名

（ふりがな）
職　名

（ふりがな）
職　名

労働者派遣事業を行う事業所に関する事項

（ふりがな）

事業所の名称 〒(　　　　　　　　　　)

　　　　　　　　　　　　　(　　　　　)　　　　　－

有 　　　　　　　　　無

派遣元責任者の氏名、職名、住所等

（ふりがな）

職　名 住　所
製造業務専
門派遣元責
任者

キ ャ リ ア
コ ン サ ル
テ ィ ン グ
の担当者

氏　名
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（日本産業規格Ａ列４）

様式第１号（第３面）

記載要領

１ 　※印欄には記載しないこと。

２ 許可を申請するときは、表題中及び第１面上方の「許可有効期間更新」の文字並びに第１面上方の「第10条第２項」
の文字を抹消すること。この場合には、８欄及び９欄には記載しないこと。

３ 許可の有効期間の更新を申請するときは、表題中及び第１面上方の「許可」の文字並びに第１面上方の「第５条第１
項」の文字を抹消すること。事業所枝番号がある場合には、７欄の⑧に該当する事業所の事業所枝番号を記載するこ
と。なお、10欄には記載しないこと。

４ 　第１面上方の申請者欄には、氏名（法人にあってはその名称及び代表者の氏名）を記載すること。

５ ３欄は、中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中小企業者又は同条第５項に規定する小規
模企業者である場合には「２ 中小企業」の数字、その他の企業者である場合には「１ 大企業」の数字をそれぞれ○
で囲むこと。

６ 　４欄には、申請する日の属する月の前月の末日に雇用している全労働者数を記載すること。

７ 　５欄は、申請日時点における最新の日本標準産業分類に基づく産業分類（細分類）を記載すること。

８ 　許可の有効期間の更新を申請するときは、６欄の記載は要しないこと。

９ ７欄は、申請者が労働者派遣事業を行おうとする事業所を全て記載すること。所定の欄に記載し得ないときは、別紙
に記載して添付すること。

10 　７欄の③は、該当する文字を○で囲むこと。
なお、「有」の場合には、７欄の④に該当する派遣元責任者の「製造業務専門派遣元責任者」欄に○印を記載するこ

と。

11 派遣労働者の職業生活の設計に関する相談について、派遣労働者が利用する相談窓口において派遣元責任者が対応す
る場合は、７欄の④の「キャリアコンサルティングの担当者」欄に○印を記載すること。

12 派遣労働者の職業生活の設計に関する相談について、派遣労働者が利用する相談窓口において７欄の④の派遣元責任
者以外の者が対応する場合は、７欄の⑤に当該者の氏名及び職名を記載すること。

13 　11欄には、許可の申請又は許可の有効期間の更新の申請に係る担当者の氏名、職名及び連絡先を記載すること。

14 　収入印紙は、申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。

15 　所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載して添付すること。
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様式第３号（第１面） （日本産業規格Ａ列４）

Ⅰ 計画事業所の概要

１

２

３ 資産等の状況

４ 株主の状況

１

２

３

４

５

(　　　　　　名）

(　　　　　　名）

５ 労働保険等の加入状況

雇用保険

健康保険

厚生年金保険

②

③

ア 当該事業所の派遣労働者数（人）

イ うち雇用保険の未加入派遣労働者数（人）

④ 事業所整理記号

⑤ 事業所番号

ア 当該事業所の派遣労働者数（人）

イ うち健康保険の未加入派遣労働者数（人）

ウ うち厚生年金保険の未加入派遣労働者数（人）

８

９ 備考

その他の株主

合計

６

未加入の場合の誓約
（自署によること）

１　有　　　　２　無

労働者派遣事業計画書

（ふりがな）

割合（％）

価　額（円） 摘　要

事業所の名称

区　分

現金・預金

土地・建物

氏名又は名称 所有株式数

計画対象期間

その他

資産額（計）

負債額（計）

～

労働保険番号

雇用保険適用事業所番号

１　有　　　　２　無

① 労働保険等の加入状況
１　有　　　　２　無

事業所の面積(㎡）

許可番号・届出番号

７ 請負事業との兼業の有無

１　有　２　同時申請・申請中　３　無　
民営職業紹介事業との兼業の
有無

１　有　　　　２　無
うち構内請負の
実施 １　有　　　　２　無

様式-4



様式第３号（第２面） （日本産業規格Ａ列４）

Ⅱ 労働者派遣計画

２ 派遣労働者として雇用すること等が予定される１日当たり平均人数

①派遣労働者総数計（人）

３ 労働者派遣の役務の提供を受ける者の確保の対象地域

４ 指揮命令の系統

５ 労働者派遣に関する事業所の平均的な料金及び派遣業務別の料金の額

６ 労働安全衛生法第59条の規定に基づく安全衛生教育

①

②

③

④

⑤

７ その他の教育訓練（６及び様式第３号－２に係るものを除く）

①

②

③

８ ６及び７の教育訓練に用いる施設、設備等の概要、教育の実施責任者の役職・氏名

１人当たりの
平均実施時間

⑤社会保険料(事業主負
担分）

③その他

――

①平均的な１人１日
(８時間）当たりの派
遣料金

②平均的な１人１日
(８時間）当たりの賃
金

１ 登録制度の実施

②無期雇用派遣労働者（人）

③有期雇用派遣労働者（人）

－

計 うち１年未満の雇用予定の者

－

登録者

－

１　有　　　　２　無

うち１年以上の雇用予定の者

④日雇派遣労働者（人）

全派遣業務平均

職業分
類番号

９ 海外派遣の予定の有無

教育の内容及び当該内容に係る労働安
全衛生法又は労働安全衛生規則の該当
番号

教育の内容

④労働保険料(事業主負
担分）

１　有　　　　２　無

派遣業務内容 ― ― ―

訓練の内容

訓練費負担の
別

１ 無償（実費
負担なし）・
２ 無償（実費
負担あり）・

３ 有償

賃金支給の別
１ 有給（無給
部分なし）・
２ 有給（無給
部分あり）・

３ 無給

１人当たりの
平均実施時間

教育の方法の
別

１ 座学
・

２ 実技

教育の実施主
体の別

１ 事業主・２
派遣先・３ 教
育機関・４ そ

の他

訓練の実施主
体の別

１ 事業主・２
派遣先・３ 訓
練機関・４ そ

の他

訓練の方法の
別

１ OJT
・

２ OFF-JT
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（日本産業規格Ａ列４）

記載要領

Ⅰ

１

２

３

４

５

６

７

８

９

Ⅱ

１

２

３

労働者派遣計画

１欄は、派遣労働者の登録制度の有無について該当する数字を○で囲むこと。この場合において、「登録制
度」とは、労働者派遣をするに際し、登録されている者の中から労働者を期間を定めて雇用し労働者派遣をする
制度をいうこと。

２欄について、「無期雇用派遣労働者」とは、労働者派遣法第30条の２第１項に規定する期間を定めないで雇
用される派遣労働者をいうこと。また、「有期雇用派遣労働者」とは、労働者派遣法第30条第１項に規定する期
間を定めて雇用される派遣労働者をいうこと。

２欄について、「日雇派遣労働者」とは、労働者派遣法第35条の４第１項に規定する日々又は30日以内の期間
を定めて雇用される派遣労働者をいうこと。なお、30日以内の期間を定めた契約を更新して通算30日を超えるよ
うな場合も含まれるので留意すること。

　５欄の①は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の加入の有無について該当する数字を○で囲むこと。
また、加入対象となる派遣労働者の不存在（有効期間の更新時においては加入要件を満たさない者の存在を含

む。）による未加入の場合には、加入対象となる派遣労働者の雇用等により加入義務が生じた際に必ず加入する
旨、所定欄に誓約すること。その際には自署にて記載すること。

５欄の③のアには、申請日の属する月の前月末日に雇用している全労働者のうち派遣労働者、イには、アのう
ち法定の適用除外事由に該当する者も含めた雇用保険未加入の派遣労働者の実人数を記載すること。

５欄の⑤のアには、申請日の属する月の前月末日に雇用している全労働者のうち派遣労働者の実人数を記載す
ること。イには、アのうち法定の適用除外事由に該当する者も含めた健康保険未加入の派遣労働者の実人数を、
ウには、アのうち法定の適用除外事由に該当する者も含めた厚生年金保険未加入の派遣労働者の実人数を記載す
ること。

６欄は、民営職業紹介事業との兼業の状況について該当する数字を○で囲むこと。民営職業紹介事業の許可申
請書を同時に提出する場合又は許可の申請をしているが許可又は不許可の処分がされていない場合は、２を○で
囲むこと。既に民営職業紹介事業の許可を受けている場合又は届出を行っている場合は、当該許可番号・届出番
号を記載すること。

７欄は、請負事業の実施の有無について該当する数字を○で囲むこと。労働者派遣事業と請負の区別について
は、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区別に関する基準（昭和61年労働省告示第37号）を参照する
こと。

その際、製造業に分類される事業者であつて、構内請負（発注者の事業所構内において、自社の雇用する労働
者を使用し、生産活動を請け負うことをいう。）を実施している場合は、「うち構内請負の実施」の１を○で囲
むこと。

様式第３号（第３面）

計画事業所の概要

２欄には、事業所で事業開始を予定する日又は許可の有効期間の更新を予定する日及び許可の有効期間の末日
を含む事業年度の終了の日を記載すること。

　３欄及び４欄には、企業全体の状況を記載すること。

３欄には、法人の場合には直近の決算時における資産等の状況について、個人の場合には納税期末日における
事業に係る資産等の状況について記載すること。

　４欄には、株式会社のみ、持株数の多い順序に従い５名記載すること。
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（日本産業規格Ａ列４）

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

６欄及び７欄の「１人当たりの平均実施時間」については、対象労働者に対して実施予定の平均的な教育訓練
時間を記載すること。

　８欄の「教育の実施責任者」は、安全衛生教育の実施に関し責任を有する者の地位及び氏名を記載すること。

　９欄は、海外派遣の予定の有無について、該当する数字を○で囲むこと。

　所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載して添付すること。

６欄について、実施内容が労働安全衛生法第59条第１項の規定に該当する場合は、その内容に合致する労働安
全衛生規則第35条第１項各号のうち該当号数に応じた１～８までの数字を、労働安全衛生法第59条第２項の規定
に該当する場合は９を、同条第３項に該当する場合は10を、その教育の主な内容に応じて最大２つまで記載する
こと。

６欄の「教育の内容」及び７欄の「訓練の内容」については、「４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）運動」、
「ＫＹ（危険予知）活動」、「ヒヤリハット事例の報告」等具体的に記載すること。

７欄の訓練の方法のうち、「OJT」とは業務の遂行の過程内において行う教育訓練を、｢OFF-JT」とはそれ以外
の教育訓練をいうこと。

労働安全衛生法第59条に基づく安全衛生教育については、事業主の義務として業務時間中に行うものであるこ
とから、「無償」かつ「有給」で行うべきものであることに留意すること。

７欄の「訓練費負担の別」について、「１ 無償（実費負担なし）」はテキスト代等を含め訓練の全てを無償
で実施すること、「２ 無償（実費負担あり）」はテキスト代等の実費負担があるものの原則として無償で実施
すること、「３ 有償」はこれら以外をいうこと。

７欄の「賃金支給の別」について、「１ 有給（無給部分なし）」は全ての訓練を受けることに対して給与を
支払うこと、「２ 有給（無給部分あり）」は自主的に実施する訓練については無給とする場合があるものの原
則として訓練を受けることに対して給与を支払うこと、「３ 無給」は訓練を受けることに対して給与を支払わ
ないことをいうこと。

２欄の①、③及び④の「登録者」については、計画対象期間において労働者派遣法第５条第１項の許可を受け
て行っている、又は行おうとする労働者派遣事業に係る登録者（雇用されている者を含み、過去１年を超える期
間にわたり雇用されたことのない者を除く。）であることが予定される者の１日当たりの平均数を合計欄に記載
すること。

４欄は、労働者派遣事業関係業務に従事する者の指揮命令の系統及び派遣元責任者（派遣元責任者の職務代行
者を含む。）の地位を記載すること。

５欄には、計画対象期間において派遣労働者を従事させようとする業務の平均及び主な業務別の派遣料金、賃
金額及びその他事業者の負担する金額を記載すること。業務別の状況については、派遣労働者が従事する業務に
該当する日本標準職業分類の分類番号（中分類とすること。）及び具体的な業務内容を記載すること。

５欄の①から⑤までには、計画対象期間における労働者派遣に関する平均的な１人１日（８時間として算定す
ること。以下この８において同じ。）当たりの労働者派遣に関する料金の額、平均的な１人１日当たりの派遣労
働者の賃金の額及び当該労働者派遣に関して事業主が負担するその他の総額（１人１日当たりの額として算定し
た額）、このうち労働保険料及び社会保険料の事業主負担分の額（１人１日当たりの保険料の額として算定した
額）をそれぞれ記載すること。

６欄には「労働安全衛生法第59条の規定に基づく安全衛生教育」について、７欄には一般教養的な訓練等の
「その他の教育訓練」（６欄及びキャリアアップ措置に係るものを除く）について、それぞれ主な教育訓練計画
を記載すること。

６欄及び７欄については教育訓練コース単位で記載すること。６欄については５コースを、７欄については３
コースを本欄に記載すること。

様式第３号（第４面）

２欄の①から④までについては、計画対象期間において労働者派遣法第５条第１項の許可を受けて行ってい
る、又は行おうとする労働者派遣事業に係る派遣労働者として雇用していることが予定される1日当たり平均数
を記載すること。

この場合において、「１日当たりの平均数」とは１日当たりの派遣労働者の労働時間数の合計を当該事業所に
おける通常の労働者（例えば、派遣労働者の雇用管理や派遣先との連絡調整等の業務を行う者がこれに該当す
る。）の１人１日当たりの労働時間数で除した数をいうこと。
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（日本産業規格Ａ列４）

様式第３号－２（第１面）

１ キャリアコンサルティングの担当者の人数

計

キャリアコンサルタント ―

上記以外の担当者 ―

営業職 ―

その他 ―

２ キャリアコンサルティング窓口
３

４ キャリアアップに資する教育訓練

人数 １年目 ２年目 ３年目
４年目以

降

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

※　 １人当たりの平均実施予定時間が、年間概ね８時間に満たない場合、備考欄にその具体的理由を記載すること

５ 上記教育訓練が、キャリアアップに資すると考える理由

７ 上記６の実施にあたってどのようなことを考慮しているのかを具体的に記載すること

８ 派遣労働者のキャリアアップ措置に係る教育訓練に用いる施設、設備等の概要

※　様式第３号の８欄と異なる場合のみ記載すること

10 備考

※労働局記載欄

キャリアアップ措置の種別（１
入職時等基礎的訓練、２ 職能
別訓練、３ 職種転換訓練、４
階層別訓練、５ その他の教育
訓練）

具体的な教育訓練

賃金支給の別
１ 有給（無給
部分なし）・
２ 有給（無給
部分あり）・
３ 無給

備考

「キャリアアップに資する教育訓練」実施にあたって支払う賃金額（１人１時間当たり平均）

１人当たり年間平均実施時間

キャリア形成支援制度に関する計画書

６
無期雇用派遣労働者への中長期
的なキャリア形成を考慮に入れ
た教育訓練の実施

対象となる派遣労働者の種別（１ 雇入時・
２ 派遣中・３ 待機中・４ 入社○年目（階
層別訓練の場合のみ選択のこと）・５ その
他）

備考

キャリアコンサルティングを行う場所

１ 社内（本社、支社等を含む）の特定の
場所・２ 社内の不特定の場所･３ 派遣先
の特定の場所・４ 派遣先の不特定の場所･
５ 社外･６ その他

窓口の開設方法

１ 事務所内に設置・２ 電話での相談
窓口の設置･３ e-mailでの専用窓口の
設置･４ 専用WEBサイトの設置･5 その
他

１　有　　　　２　無

１人当たりの平均実施予定時間の合計（「訓練費負担の別」が「１ 無償（実費負
担なし）」であり、「賃金支給の別」が「１ 有給（無給部分なし）」であるもの
のみ合計可。）

計

訓練の方法の
別

１ OJT
・

２ OFF-JT

訓練費負担の
別
１ 無償（実費
負担なし）・
２ 無償（実費
負担あり）・
３ 有償

備考

キャリアコンサルティングに関する具体的
な職務経験又はその有する知見

（具体的に記載すること）

うち派遣
元責任者
との兼任
状況

具体的な対象労働者

教育訓練等の情報を管理した資料の保存期間が労働契約終
了後３年間以上あること

９ １　有　　　　２　無

キャリアコンサルティングに関するマ
ニュアル等の有無

１　有　　　　２　無

うち社内の者 うち社外の者
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（日本産業規格Ａ列４）

記載要領

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

様式第３号－２（第２面）

　４欄の「人数」には、キャリアアップに資する教育訓練を実施する予定の全ての派遣労働者数を記載すること。

４欄の「「キャリアアップに資する教育訓練」実施に当たって支払う賃金額（１人１時間当たり平均）」欄につい
ては、キャリアアップに資する教育訓練時における賃金の平均額を記載すること。

４欄の「具体的な教育訓練」については、「係長・課長就任研修」、「○○語研修」等実施を計画している訓練が
特定できるよう具体的に記載すること。

４欄の「対象となる派遣労働者の種別」には、該当する番号を記載するとともに、「具体的な対象労働者」欄に
「初めて派遣する労働者」、「待機中の者」等、具体的に記載すること。なお、「待機中の者」とは、労働契約は締
結している者であって、派遣先が決まっていない又は派遣先は決まっているが派遣先での就業開始日が到来していな
い者をいい、登録中の者（労働契約を締結していない者）は、キャリアアップに資する教育訓練の対象となる派遣労
働者に含まれないことに留意すること。

　所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載して添付すること。

４欄には、計画対象期間において実施する予定の主なキャリアアップに資する教育訓練について、訓練コース単位
で8コースまでを本欄に記載すること。それ以上のコースがある場合は、別紙に記載すること。

４欄の「キャリアアップ措置の種別」については、キャリアアップ措置に関する教育訓練の主たる目的に応じて、
該当する番号を記載すること。

無期雇用派遣労働者を雇用する事業主においては、４欄に記載した教育訓練に、「無期雇用派遣労働者への中長期
的なキャリア形成を考慮に入れた訓練」がある場合、６欄の１を○で囲むこと。

４欄の「OJT」とは業務の遂行の過程内において行う教育訓練を、｢OFF-JT」とはそれ以外の教育訓練をいうこと。
キャリアアップに資する教育訓練としてOJTを実施するに当たっては、派遣先と事前に調整等を行った上で計画的な
OJTを実施しなければならないことに留意すること。

４欄のキャリアアップに資する教育訓練については、「訓練費負担の別」が「１ 無償（実費負担なし）」であっ
て、「賃金支給の別」が「１ 有給（無給部分なし）」であることが派遣元事業主の許可要件であることに留意する
こと。そのうち、フルタイム勤務の者であって１年以上の雇用見込みのあるものを対象とした訓練については、４欄
の「１人当たり年間平均実施時間」が、年間概ね８時間以上であることが求められることに留意すること。

７欄には、無期雇用派遣労働者への中長期的なキャリア形成を考慮に入れた訓練について、どのようなことを考慮
しているのか具体的に記載すること。

　労働局記載欄には何も記載しないこと。

４欄の「賃金支給の別」において、「１ 有給（無給部分なし）」とは、用意した全ての教育訓練の実施に当たっ
て給与を支払う場合を、「２ 有給（無給部分あり）」とは、自主的に実施する教育訓練については無給とする場合
があるが原則として教育訓練の実施に当たって給与を支払う場合を、「３ 無給」とは、教育訓練の実施時に給与を
支払わない場合をいうこと。

　５欄には、実施する教育訓練がキャリアアップに資すると考える理由について具体的に記載すること。

　９欄には、教育訓練等の情報を管理した資料を、各派遣労働者の労働契約が終了した後３年以上保存する場合には
１を○で囲むこと。

１欄の「キャリアコンサルタント」については、厚生労働大臣又は厚生労働大臣が指定する者が行う試験の合格者
の実人数を記載すること。それ以外の者であってキャリアコンサルティングに関する知見を有する者（実務に従事し
ていた者や類似した民間資格を有する者等）については、「上記以外の担当者」の「その他」にその実人数を記載す
ること。

　１欄の派遣元責任者との兼任状況は「キャリアコンサルティングの担当者」の計の内数を記載すること。

１欄のキャリアコンサルティングに関する具体的な職務経験又はその有する知見に関しては、当該キャリアコンサ
ルティングを担当する者が、どのような知見や職務経験を有しているのかについて、「職業能力開発推進者３年
目」、「４年間の人事経験あり」等具体的に記載すること。
　なお、キャリアコンサルティングの担当者が複数いる場合については、主な者についてのみ記載すること。

４欄の「訓練費負担の別」において、「１ 無償（実費負担なし）」とは、テキスト代等を含め訓練の全てを無償
で実施することを、「２ 無償（実費負担あり）」とは、テキスト代や材料費等の実費負担があるが原則として無償
で実施することを、「３ 有償」とは、これ以外をいうこと。

２欄について、キャリアコンサルティング窓口の「開設方法」、「キャリアコンサルティングを行う場所」に関し
て該当する番号を全て記載すること。また、「その他」を選択した場合は、その内容を備考欄に記載すること。な
お、窓口未開設の場合は、開設予定の窓口に係る情報を記載すること。

３欄について、１を○で囲んだ場合には、キャリアコンサルティングに係るマニュアル又はマニュアルの概要を参
考資料として添付すること。

４欄の「１人当たり年間平均実施時間」については、対象となる派遣労働者に対して実施する予定の教育訓練の時
間を記載すること。対象となる派遣労働者に対して、ある訓練を１年目、２年目とそれぞれ段階ごとに行う場合は、
１つの同じコースの中で、それぞれの年数の欄に記載すること。また、同一の派遣労働者に行う同一の訓練であって
も、２年目以降は１年目とは異なるコースに位置づける訓練等の場合は、２つ以上の異なるコースとして、それぞれ
の年数に応じた欄に記載すること。

なお、４年目以降に具体的にどのような教育訓練を実施するかについては、事業主の任意であり、キャリア形成支
援制度があることを明示するため、「４年目以降」欄に「有」と記載しても差し支えないこと。
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　年　　月　　日

１

２ 適用事業所番号 ３ 派遣労働者のうち、未加入者数 人

４

未加入の理由は以下
①～④より選択

① １週間の所定労働時間が20時間未満である者

② 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者

③ 昼間学生（労働者派遣法施行令第４条第２項第２号に掲げる者をいう。）

④ その他

健康保険 人

厚生年金 人

７

氏　　名 種類
未加入の理由は以下

①～③より選択

健康保険

厚生年金

健康保険

厚生年金

健康保険

厚生年金

健康保険

厚生年金

健康保険

厚生年金

① 　１週間の所定労働時間又は１月間の所定労働日数が通常の労働者の４分の３未満の短時間労働者であって、
次の（ア）～（エ）のうちいずれかに該当する者
　（ア）　１週間の所定労働時間が20時間未満であること
　（イ）　賃金の月額が8.8万円未満であること
　（ウ）　学生であること
　（エ）　被保険者数が常時50人以下であり、任意特定適用事業所の申出がなされていない事業所に使用されていること

② ２か月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの
③

（日本産業規格Ａ列４）

様式第３号－３（第１面）

雇用保険等の被保険者資格取得の状況報告書

　雇用保険等の被保険者資格取得の状況について、下記のとおり報告します。

（ふりがな）

事業所の名称

【雇用保険】

未加入者の氏名及び未加入の理由

氏　　名 「④　その他」を選択した場合に具体的な理由を記載

【雇用保険の未加入の理由】

【健康保険・厚生年金保険】

５
事業所整理記号

６ 派遣労働者のうち、未加入者数
事業所番号

未加入者の氏名及び未加入の理由

①を選択した場合に（ア）～（エ）の該当する項目を全て記載
「③　その他」を選択した場合に具体的な理由を記載

【健康保険・厚生年金保険の未加入の理由】

その他
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（日本産業規格Ａ列４）

（記載要領）

１　本様式は、派遣労働者のうち、雇用保険等の未加入者がいる場合に提出を要すること。

２　雇用保険等の資格取得状況について、許可又は更新の申請日における状況を本様式に記載すること。

３　１欄は、該当事業所の名称を記載すること。

４　２欄、３欄、５欄及び６欄には、様式第３号第１面５欄において労働保険等の加入状況を記載したものを記載すること。

５　４欄及び７欄には、未加入者ごとに未加入の理由を雇用保険は①から④、健康保険・厚生年金保険は①から③のうちから

それぞれ選択すること。

６　４欄で④その他を選択した場合は、未加入の理由を具体的に記載すること。

７　７欄で①を選択した場合は、（ア）～（エ）のうち、該当する項目を全て記載すること。

８　７欄で③その他を選択した場合は、未加入の理由を具体的に記載すること。

９　７欄について、健康保険・厚生年金保険の種類それぞれの状況を記載すること。

10　【健康保険・厚生年金保険の未加入の理由】の①の「通常の労働者」とは、健康保険法（大正11年法律第70号）第３条第１項

第９号及び厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）第12条第５号に規定する通常の労働者を、「短時間労働者」とはこれらの

規定に規定する短時間労働者をいうこと。

11　所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載して添付すること。

様式第３号－３（第２面）
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様式第４号 （日本産業規格Ａ列４）

許可番号

許可年月日　　　　　　年　　　月　　　日

氏名又は名称

住所

事業所の名称

事業所の所在地

有効期間 　　　　　年　　　　月　　　　日から

　　　　　年　　　　月　　　　日まで

項の許可を受けて労働者派遣事業を行う者であることを証明する。

年　　　　月　　　　日

厚　生　労　働　大　臣

事業所枝番号

労働者派遣事業許可証

　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第５条第１
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（日本産業規格Ａ列４）

再交付

書 換

年　　　月　　　日

     申請者

      届出者

１

２

３

４

5

１ ２ 許可年月日

〒（　　　  　  　　　）

４

（　　　  　　）　  　　　－　　　  　　　

（ふりがな）

代表者の氏名

（法人の場合）

（ふりがな）

事業所の名称

〒（　　　  　  　　　）

（　　　  　　）　  　　　－　　　  　　　

※

７

６

　届出者（法人にあっては役員を含む。）(届出者が未成年の場合、その法定代理人をいう。)については、労働者派遣事
業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第６条各号（第３号を除く。個人にあっては第３号及び第11
号を除く。）のいずれにも該当しないこと並びに届出者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行う
ことができないおそれがある者である場合には該当する全ての者の精神の機能の障害に関する医師の診断書が添付されて
いることを誓約します。

許可番号

住所

事業所の所在地

５

　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第11条第４項の規定により下記のとおり許可
証の書換えを申請します。

（ふりがな）

氏名又は名称 

様式第５号（第１面）

厚　生　労　働　大　臣　　殿

年  　  月　 　 日

３

※

　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第８条第３項の規定により下記のとおり許可
証の再交付を申請します。

　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第11条第１項の規定により下記のとおり届け
出ます。

記

年月日 年　　 月　　 日

　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第36条の規定により選任する派遣元責任者に
ついては、同法第６条第１号、第２号及び第４号から第９号までのいずれにも該当しないこと、未成年者に該当しないこ
と、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第29条の２第１号に規定する基準
に適合すること並びに派遣元責任者が精神の機能の障害により認知、判断又は意思疎通を適切に行うことができないおそ
れがある者である場合には該当する全ての者の精神の機能の障害に関する医師の診断書が添付されていることを誓約しま
す。

許 可 証 再 交 付 申 請 書
労 働 者 派 遣 事 業 変 更 届 出 書
労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書

収 入 印 紙

（消印しては

ならない。）

様式-13



8

変更年月日

③

④

⑦

製造業
務専門

製造業
務専門

キ ャ リ
ア 担 当
者

キ ャ リ
ア 担 当
者

⑨

イ

ニ

様式第５号（第２面）

住 所

備考

（ふりがな）

事業所の名称

ハ 事業所の所在地

特定製造業務への労働者派遣の実施の有無

ロ

年　月　日

住 所 住 所

（日本産業規格Ａ列４）

年　　月　　日　終了年月日

氏名又は名称

(ふりがな)

氏 名

年　月　日

事業開始年月日

派遣元責任者の氏
名、住所等

年　　　月　　　日　　

開始年月日

（   　　    ）      －

(ふりがな)

（   　　    ）      －

変 更 の 内 容

代表者の氏名

(ふりがな)

氏 名

年　月　日

（   　　    ）      －

年　月　日

〒（　　　　　　　） 〒（　　　　　　　）

変更に係る事項 変　更　後 変　更　前

（ふりがな）

（ふりがな）

⑧

⑥ 事業所の所在地

〒（　　　  　  　　　） 〒（　　　  　  　　　）

年　月　日

〒（　　　  　  　　　）

氏 名

氏 名

労働者派遣事業を行う事業所の新設

（   　　    ）      － 

（法人の場合）

役員の氏名及び住
所

住 所

① 年　月　日

⑤
（ふりがな）

事業所の名称

② 住　所

年　月　日

(ふりがな)

特定製造業務への
労働者派遣

（法人の場合）

（   　　    ）      －

１　有 　　　　　　　　２　無

備考

年　　月　　日　

様式-14



ホ

ヘ

※

⑩

ハ

ニ

※

9

※

10

備考
氏　名

職　名

（日本産業規格Ａ列４）

廃止年月日

製 造 業
務専門

キ ャ リ
ア 担 当
者

（   　　    ）      －

                  年　　　月　　　日　　　

ロ

（ふりがな）

備　　　考

〒（　　　  　  　　　）

事業所の廃止理
由

再交付を申請する理由

イ

（ふりがな）
住　所

事業所の名称

事業所の所在地

(ふりがな)

氏 名

  キャリアコンサルティングの担当者の氏名及び職名（ホと同じ者の場合は記載を要しない）

労働者派遣事業を行う事業所の廃止

職名 備考

  派遣元責任者の氏名、職名、住所等

様式第５号（第３面）

様式-15



（日本産業規格Ａ列４）

記載要領

１
(１) 　※印欄には、記載しないこと。

申請者
届出者

(３)
２

(１)

(２)
(３)
(４)

３
(１)

(２)
(３)
(４)
(５)

(６)

(７)
４

(１)

(２)
(３)
(４)
(５)

５
(１)

(２)

(３)

(４)

(５)
(６)
(７)

６
(１)

(２)
(３)
(４)

７

８

９

　８欄には、変更に係る事項のみを記載すること。

　収入印紙を貼る必要はないこと。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年法律第88号。以
下「労働者派遣法」という。）第30条の２第２項に定める派遣労働者の職業生活の設計に関する相談に
ついて、変更後の派遣元責任者を派遣労働者が利用する相談窓口において対応する者として選任する場
合には、８欄の⑧の「キャリア担当者」欄に○印を記載すること。

特定製造業務への労働者派遣を実施し、又は実施を予定している場合において、変更後の派遣元責任
者を同時に製造業務専門派遣元責任者として選任する場合には、８欄の⑧の「製造業務専門」欄に○印
を記載すること。

様式第５号（第４面）

(２) 第１面上方の 欄には、氏名（法人にあつてはその名称及び代表者の氏名）を記載するこ

　収入印紙を申請書の正本にのみ貼り、消印はしないこと。

　３欄から７欄までには８欄の「変更前」の事項と同一の事項を記載すること。
と。

各申請書及び届出書共通事項

許可証の再交付を申請するときの記載方法
表題「労働者派遣事業変更届出書」及び「労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」並びに

第１面上方の２から５までの全文並びに「届出者」の文字を抹消すること。
　８欄には記載しないこと。
　９欄には、再交付の申請に至つた理由を具体的に記載すること。

所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載して添付すること。

労働者派遣事業において、８欄の⑩の事項に係る変更の届出をしようとする場合の記載方法
表題「許可証再交付申請書」及び「労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」並びに第１面

上方１、３、４及び５の全文並びに「申請者」の文字を抹消すること。
　６欄、７欄及び９欄には記載しないこと。
　８欄の⑩ニには、事業所を廃止した理由を具体的に記載すること。
　収入印紙を貼る必要はないこと。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第８条第４項の規定により
添付書類を省略する場合は、10欄にその旨及び変更後の派遣元責任者が当該変更前に派遣元責任者として選任
されていた事業所の名称を記載すること。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則（昭和61年労働省令第20
号）第８条第２項ただし書きの規定により添付書類を省略する場合は、10欄にその旨を記載すること。

　10欄に、労働者派遣事業を行う事業所の新設に係る担当者の氏名、職名及び連絡先を記載すること。

労働者派遣法第30条の２第２項に定める派遣労働者の職業生活の設計に関する相談について、８欄の
⑨ホの派遣元責任者以外の者を派遣労働者が利用する相談窓口において対応する者として選任する場合
には、ヘに必要事項を記載すること。

労働者派遣法第30条の２第２項に定める派遣労働者の職業生活の設計に関する相談について、派遣元
責任者を派遣労働者が利用する相談窓口において対応する者として選任する場合には、８欄の⑨ホの
「キャリア担当者」欄に○印を記載すること。

労働者派遣事業において、８欄の⑨の事項に係る変更の届出をしようとする場合の記載方法

　９欄には記載しないこと。
　収入印紙を申請書の正本にのみ貼り、消印はしないこと。

８欄の⑨ニは、該当する数字を○で囲むこと。なお、「１ 有」の場合には、製造業務専門派遣元責
任者として選任する者について、８欄の⑨ホ「製造業務専門」欄に○印を記載すること。

　６欄、７欄及び９欄には記載しないこと。
　収入印紙を貼る必要はないこと。

表題「許可証再交付申請書」及び「労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」並びに第１面
上方１、３及び４の全文並びに「申請者」の文字を抹消すること。

労働者派遣事業において、８欄の③、④、⑦又は⑧の事項に係る変更の届出をしようとする場合の記載方法

労働者派遣事業において、８欄の①、②、⑤又は⑥の事項に係る変更の届出及び許可証の書換えの申請をしよ
うとする場合の記載方法

表題「許可証再交付申請書」及び「労働者派遣事業変更届出書」並びに第１面上方１、４及び５の全
文並びに「届出者」の文字を抹消すること。
　８欄の①又は②に係る変更の届出をしようとする場合には、６欄及び７欄には記載しないこと。

表題「許可証再交付申請書」及び「労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書」並びに第１面
上方の１及び３の全文並びに「申請者」の文字を抹消すること。また、８欄の③又は④の氏名に係る変
更の届出をしようとする場合を除き、第１面上方の４の全文を、８欄の⑧の氏名に係る変更の届出をし
ようとする場合を除き、第１面上方の５の全文を抹消すること。

　８欄の③又は④に係る変更の届出をしようとする場合には、６欄及び７欄には記載しないこと。
　８欄には、変更に係る事項のみを記載すること。
　９欄には記載しないこと。

様式-16



様式第８号 （日本産業規格Ａ列４）

年　　　月　　　日　　

厚　生　労　働　大　臣　　殿

届出者

１ 許 可 番 号 ２ 許 可 年 月 日 

５ 事 業 所 の 名 称（ふりがな） ６ 事 業 所 の 所 在 地

７ 廃 止 年 月 日

記載要領

 労働者派遣事業廃止届出書

（　　　  　　）　  　　　－　　　  　　　

（　　　  　　）　  　　　－　　　  　　　

年　　　　月　　　　日

（ふりがな）

氏 名 又 は 名 称

（ふりがな）

代表者の氏名（法人の場合）

　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第13条第１項の規定により下記
のとおり届け出ます。

備　考

３

４

（　　　  　　）　  　　　－　　　  　　　

（　　　  　　）　  　　　－　　　  　　　

〒（　　　　　  　） 事業所枝番号

〒（　　　　　  　） 事業所枝番号

年  　 月 　  日

３　備考欄には、事業を廃止した理由を具体的に記載すること。

事業所枝番号

〒（　　　　　  　） 事業所枝番号

〒（　　　　　  　）

１　届出者欄には、氏名（法人にあつてはその名称及び代表者の氏名）を記載すること。
２　５欄及び６欄には、事業を廃止した全ての事業所の名称及び所在地を記載すること。

様式-17



様式第11号（第１面） （日本産業規格Ａ列４）

提出者

（ふりがな）

（ふりがな）

（ふりがな）

７ 産業分類 名称
分類
番号

８ ～

10 親会社の名称 備考

11 請負事業の実施

※労働局記入欄

５ 事業所の住所

３ 代表者の氏名
（法人の場合）

（　　　　　）　　　　－　　　　　　

〒（　　　　　　　）

（　　　　　）　　　　－　　　　　　

６ 大企業、中小企業の別

許可番号

年　　月　　日許可年月日

労働者派遣事業報告書

事業所枝番号

（６月１日現在の状況報告）
（年度報告）

　　　 　年　　　月　　　日

厚　生　労　働　大　臣　　殿

２ 住　所

〒（　　　　　　　）

　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第１項の規定により、下記のとお
り事業報告書を提出します。

１ 氏名又は名称

12 備考

役　名

１　大企業　　　　２　中小企業

４ 事業所の名称

１　有　　　２　無１　有　　　　２　無 うち構内請負の実施

事業年度の開始の日及び当
該事業年度の終了の日

９ 民営職業紹介事業との兼業 許可・届出番号１　有　　　　２　無

②民営職業紹介事業の許可・届出番号①労働者派遣事業の許可番号

(R5.12)様式-18



様式第11号（第２面） （日本産業規格Ａ列４）

Ⅰ　年度報告

（１）派遣労働者数等雇用実績（実人数）（報告対象期間末日現在） （２）労働者派遣事業の売上高

①全労働者 － － － －

②派遣労働者総計 （３）請負事業の売上高

③無期雇用派遣労働者

④有期雇用派遣労働者

（４）海外派遣労働者数（実人数）

⑤日雇派遣労働者

⑥登録者　※ － － － － （５）派遣先に関する事項

※登録制度のある事業主のみ ①派遣先事業所数（実数）

②労働者派遣契約の期間別件数（延べ件数）

総件数 １日以下のもの
１日を超え７日
以下のもの

７日を超え１月
以下のもの

１月を超え２月
以下のもの

２月を超え３月
以下のもの

３月を超え６月
以下のもの

６月を超え１２
月以下のもの

１年を超え３年
以下のもの

３年を超えるも
の

（６）教育訓練（キャリアアップに資するものを除く）の実績

①労働安全衛生法第59条の規定に基づく安全衛生教育 ③主な派遣先事業主（取引額上位５社）

イ

ロ

ハ

ニ

ホ

②その他の教育訓練（①及び（11）に係るものを除く） （７）紹介予定派遣に関する事項

１ OJT
・

２ OFF-JT

１ 事業主・
２ 派遣先・
３ 訓練機
関・
４ その他

１ 無償（実
費負担な
し）・２ 無
償（実費負担
あり）・３
有償

１ 有給（無
給部分な
し）・２ 有
給（無給部分
あり）・３
無給

イ

ロ

ハ

（８）雇用安定措置（法第30条）の実績

うち、派遣先
で雇用された
人数

うち、新たな
派遣先で就業
した人数

教育訓練（雇
用を維持した
ままのものに
限る）

紹介予定派遣
（※２）

左記以外のそ
の他の措置

「１年未満見込み」については、派遣元での通算雇用期間が１年以上の者（登録中の者を含む）に限る。

（７）欄の「イ　紹介予定派遣に係る労働者派遣契約の申込人数（人）」の内数であること。

※当該事業所で請負事業を行っている場合の請負事業
に係る売上高について、決算後の金額を記載

※労働者派遣事業を行う事業所ごとの労働者派遣事業
の売上高について、決算後の金額を記載

１年半から２年未満見込み

１年から１年半未満見込み

１年未満見込み（※１）

期間

※２

２年から２年半未満見込み

計

３年見込み

２年半から３年未満見込み

第１号の措置
（ 派遣先へ
の直接雇用の
依頼）を講じ
た人数

第２号の措置
（新たな派遣
先の提供）を
講じた人数

第３号の措置
（派遣元で派遣
労働者以外の労
働者として無期
雇用）を講じた
人数

第４号の措置（その他の措置）
を講じた人数

訓練の実施主
体の別

※１

対象派遣労働
者数

イ 紹介予定
派遣に係る労
働者派遣契約
の 申 込 人 数
（人）

１人当たりの
平均実施時間

訓練費負担の
別

賃金支給の別

訓練の内容

訓練の方法の
別

教育の内容

教育の内容及び当該内容に係る労
働安全衛生法又は労働安全衛生規

則の該当番号
教育の方法の

別
１ 座学

・
２ 実技

教育の実施主
体の別

１ 事業主・
２ 派遣先・
３ 教育機

関・４ その
他

受講した派遣
労働者数

１人当たりの
平均実施時間

氏名又は名称

第１号から第４
号までのいずれ
の措置も講じな
かった人数

労働者派遣契約がな
かった

計
通算雇用期間
が１年以上の
派遣労働者

通算雇用期間
が１年未満の
派遣労働者

うち同じ職場
に１年以上派
遣見込みの者

うち同じ職場
に１年以上派
遣見込みの者

所在地

備考

ロ 紹介予定
派遣により労
働者派遣をし
た 労 働 者 数
（人）

ハ　紹介予定
派遣において
職業紹介を実
施した労働者
数（人）

ニ 紹介予定派遣
で職業紹介を経て
直接雇用に結びつ
い た 労 働 者 数
（人）
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様式第11号（第３面）

（９）派遣料金及び派遣労働者の賃金（１日（８時間当たり）の額）に関する事項

①　業務別派遣料金及び派遣労働者の賃金（日雇派遣労働者を除く）

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

01 管理的公務員

02 法人・団体役員法人・団体役員

03 法人・団体管理職員法人・団体管理職員

04 その他の管理的職業従事者その他の管理的職業従事者

05 研究者研究者

06 農林水産技術者農林水産技術者

07
08

製造技術者

09 建築・土木・測量技術者

10 情報処理・通信技術者情報処理・通信技術者

11 情報処理・通信技術者その他の技術者

12 医師，歯科医師，獣医師，薬剤師-1
医師

12 -2
薬剤師

12 -3
歯科医師、獣医師

13 -1
看護師

13 -2
准看護師

13 -3
保健師、助産師

14 -1
診療放射線技師

14 -2
臨床検査技師

14 -3
その他の医療技術者

15 その他の保健医療従事者その他の保健医療従事者

16 社会福祉専門職業従事者社会福祉専門職業従事者

17 法務従事者法務従事者

18 経営・金融・保険専門職業従事者
経営・金融・保険専門職業従
事者

19 教員教員

20 宗教家宗教家

21 著述家，記者，編集者著述家，記者，編集者

22 美術家，デザイナー，写真家，映像撮影者
美術家，デザイナー，写真
家，映像撮影者

23 音楽家，舞台芸術家音楽家，舞台芸術家

24 その他の専門的職業従事者その他の専門的職業従事者

25 一般事務従事者一般事務従事者

26 会計事務従事者会計事務従事者

27 生産関連事務従事者生産関連事務従事者

28 営業・販売事務従事者営業・販売事務従事者

29 外勤事務従事者外勤事務従事者

30 運輸・郵便事務従事者運輸・郵便事務従事者

31 事務用機器操作員事務用機器操作員

派遣料金（１日（８時間当たり）の額） 派遣労働者の賃金（１日（８時間当たり）の額）

全業務平均
01～99の合計額／記載業務の合計数

派遣労働者平均派遣労働者平均 無期雇用
派遣労働者

有期雇用
派遣労働者

無期雇用
派遣労働者

有期雇用
派遣労働者
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様式第11号（第４面）

①　業務別派遣料金及び派遣労働者の賃金（日雇派遣労働者を除く）（続）

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

32 商品販売従事者商品販売従事者

33 販売類似職業従事者販売類似職業従事者

34 営業職業従事者営業職業従事者

35 家庭生活支援サービス職業従事者家庭生活支援サービス職業従事者

36 介護サービス職業従事者介護サービス職業従事者

37 保健医療サービス職業従事者保健医療サービス職業従事者

38 生活衛生サービス職業従事者生活衛生サービス職業従事者

39 飲食物調理従事者

40 接客・給仕職業従事者

41 居住施設・ビル等管理人

42 その他のサービス職業従事者

43 ～45
自衛官・司法警察職員等 ― ― ― ― ― ― ― ―

46 農業従事者

47 林業従事者

48 漁業従事者

49
50

生産設備制御・監視従事者

51 機械組立設備制御・監視従事者

52
53

製品製造・加工処理従事者

54 機械組立従事者

55 機械整備・修理従事者

56
57

製品検査従事者

58 機械検査従事者

59 生産関連・生産類似作業従事者

60 鉄道運転従事者

61 自動車運転従事者

62 船舶・航空機運転従事者

63 その他の輸送従事者

64 定置・建設機械運転従事者

65 建設躯体工事従事者 ― ― ― ― ― ― ― ―

66
建設従事者（建設躯体工事従事者
を除く）

67 電気工事従事者

68 土木作業従事者 ― ― ― ― ― ― ― ―

69 採掘従事者

70 運搬従事者

71 清掃従事者

72 包装従事者

73
その他の運搬・清掃・包装等従事
者

99 分類不能の職業

派遣料金（１日（８時間当たり）の額） 派遣労働者の賃金（１日（８時間当たり）の額）

派遣労働者平均 派遣労働者平均無期雇用
派遣労働者

有期雇用
派遣労働者

無期雇用
派遣労働者

有期雇用
派遣労働者
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様式第11号（第５面）

②　日雇派遣労働者の業務別派遣料金及び賃金

協定対象派遣労働者

４－１　情報処理システム開発

４－２　機械設計

４－３　事務用機器操作

４－４　通訳、翻訳、速記

４－５　秘書

４－６　ファイリング

４－７　調査

４－８　財務

４－９　貿易

４－10　デモンストレーション

４－11　添乗

４－12　受付・案内

４－13　研究開発

４－14　事業の実施体制の企画、立案

４－15　書籍等の制作・編集

４－16　広告デザイン

４－17　ＯＡインストラクション

４－18　セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

４－19　看護業務

（10）マージン率等の情報提供の状況

提供方法 該当する各欄に「○」を記載

インターネット

書類の備付け

その他（　　　　　　　　　　）

日雇派遣労働者の賃金
（１日（８時間当たり）の額）

日雇派遣労働者の派遣料金
（1日（８時間当たり）の額）

全業務平均

日雇派遣労働者
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様式第11号（第６面）

（11）キャリアアップ措置の実績

① キャリアコンサルティングの窓口担当者の人数

職務経験あり 知見あり

― ―

営業職

その他

② キャリアコンサルティングの実施状況

計
うち無期
派遣労働
者

うち有期
派遣労働
者

計
うち無期
派遣労働
者

うち有期
派遣労働
者

計
うち無期
派遣労働
者

うち有期
派遣労働
者

③ キャリアアップに資する教育訓練（１ フルタイム(１年以上雇用見込み)､２ 短時間勤務(１年以上雇用見込み)､３ １年未満雇用見込み）

１年目 ２年目 ３年目 ４年目以降 １年目 ２年目 ３年目 ４年目以降

イ　入職時等基礎的訓練

備考

備考

ロ　職能別訓練

備考

備考

ハ　職種転換訓練

備考

備考

ニ　階層別訓練

備考

備考

ホ　その他の教育訓練

備考

備考

１～３年目のｂの合計　（ｄ）

１～３年目の厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓
練について１人当たりの平均実施時間（ｃ÷ｄ）

訓練の実施主体の別

１ 事業主
２ 派遣先
３ 訓練機関
４ その他

 
   訓練費負担の別

１ 無償
　（実費負担なし）
２ 無償
　（実費負担あり）
３ 有償

１～３年目のａの合計　（ｃ）

厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について１人当たりの
平均実施時間（ａ÷ｂ）

（ロ）

（イ）

（ロ）

（ロ）

各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の「実施時
間の総計」の合計（ａ）

（イ）

（イ）

（ロ）

対象となる派遣労働者
　
(上段)　種別
（１雇入時・２派遣中・３待機中・４入
社○年目・５長期的なキャリア形成を念
頭に置いた内容の教育訓練の対象となる
無期雇用派遣労働者・６その他） （下段）受講者の実人数

（各年に同一の訓練を複数回受講した者
は、重複計上しないこと）

（上段）実施時間の総計
（受講者数×教育訓練１コマの時間（複
数回実施の場合は､その合計)）

―

―

―

全派遣労働者数

―

うち派遣元責任者
との兼任状況

キャリアコンサルティングに
関する職務経験・知見のある者

訓練の内容等

計 うち社内の者 うち社外の者

計

上記以外の担当者

実施を希望した者の人数 実施した者の人数

キャリアコンサルタント

(下段)　対象となる派遣労働者数

    賃金支給の別

１ 有給
　（無給部分なし）
２ 有給
　（無給部分あり）
３ 無給

　訓練の方法の別

１ 計画的なOJT
２ OFF-JT
３ OJT
（計画的なもの以
外）

「キャリアアップに資する教育訓練」実施に当たって支払った賃金額（１人１時間当たり平均）

（ロ）

（イ）

各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の受講者の
実人数（ｂ）

（イ）
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様式第11号（第７面）

Ⅱ　６月１日現在の状況報告

１　派遣労働者の実人数

①　派遣労働者（日雇派遣労働者を除く）の実人数

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

②　業務別派遣労働者（日雇派遣労働者を除く）の実人数（①の内数）

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

無期雇用派遣労働者

無期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者派遣労働者計

うち、通算雇用期間が１年以上の派遣労働者 うち、通算雇用期間が１年未満の派遣労働者

無期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者

有期雇用派遣労働者
計

12 -2
   薬剤師

10 情報処理・通信技術者

15 その他の保健医療従事者

12 -1
   医師

09 建築・土木・測量技術者

11 その他の技術者

12 -3
   歯科医師、獣医師

13 -1
   看護師

13 -2
   准看護師

13 -3
   保健師、助産師

19 教員

18 経営・金融・保険専門職業従事者

24 その他の専門的職業従事者

20 宗教家

14 -1
   診療放射線技師

14 -2
   臨床検査技師

14 -3
   その他の医療技術者

17 法務従事者

16 社会福祉専門職業従事者

31 事務用機器操作員

21 著述家，記者，編集者

25 一般事務従事者

23 音楽家，舞台芸術家

26 会計事務従事者

29 外勤事務従事者

30 運輸・郵便事務従事者

28 営業・販売事務従事者

27 生産関連事務従事者

22 美術家，デザイナー，写真家，映像撮影者

01 管理的公務員

05 研究者

06 農林水産技術者

07・08 製造技術者

02 法人・団体役員

03 法人・団体管理職員

04 その他の管理的職業従事者
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様式第11号（第８面）

②　業務別派遣労働者（日雇派遣労働者を除く）の実人数（続）

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

― ― ― ― ―

③　特定製造業務従事者の実人数（①の内数）

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

④　期間制限の対象外となる労働者派遣に係る派遣労働者（日雇派遣労働者を除く）の実人数（①の内数）

計

38 生活衛生サービス職業従事者

66 建設従事者（建設躯体工事従事者を除く）

52・53 製品製造・加工処理従事者

39 飲食物調理従事者

40 接客・給仕職業従事者

41 居住施設・ビル等管理人

42 その他のサービス職業従事者

43～45　自衛官・司法警察職員等

49・50 生産設備制御・監視従事者

51 機械組立設備制御・監視従事者

46 農業従事者

47 林業従事者

48 漁業従事者

54 機械組立従事者

55 機械整備・修理従事者

56・57 製品検査従事者

無期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者

36 介護サービス職業従事者

37 保健医療サービス職業従事者

32 商品販売従事者

33 販売類似職業従事者

計

34 営業職業従事者

35 家庭生活支援サービス職業従事者

58 機械検査従事者

59 生産関連・生産類似作業従事者

60 鉄道運転従事者

61 自動車運転従事者

62 船舶・航空機運転従事者

63 その他の輸送従事者

64 定置・建設機械運転従事者

65 建設躯体工事従事者

法第40条の２第１項第２号(高齢者)

67 電気工事従事者

69 採掘従事者

99 分類不能の職業

特定製造業従事者　計
無期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者

無期雇用派遣労働者 有期雇用派遣労働者

73 その他の運搬・清掃・包装等従事者

72 包装従事者

68 土木作業従事者

71 清掃従事者

70 運搬従事者

法第40条の２第１項第３号イ(有期プロジェクト業務)

法第40条の２第１項第３号ロ(日数限定業務)

法第40条の２第１項第４号(育児休業等取得者の代替)

法第40条の２第１項第５号(介護休業取得者の代替)
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様式第11号（第９面）

⑤　日雇派遣労働者の実人数

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

協定対象
派遣労働者

⑥　特定製造業務従事者である日雇派遣労働者の実人数（⑤ⅰ～ⅳの合計の内数）

協定対象
派遣労働者

⑦　日雇派遣労働者の業務別実人数（⑤の内数）

協定対象
派遣労働者

⑧　日雇派遣労働者のうち期間制限の対象外となる業務における派遣労働者の実人数（⑤の内数）

２　過去１年以内に労働者派遣されたことのある登録者（雇用されている者を含む。）の数

３　雇用保険及び社会保険の派遣労働者への適用状況

無期雇用
派遣労働者

有期雇用
派遣労働者

無期雇用
派遣労働者

有期雇用
派遣労働者

―

―

―

４－９貿易

４－10デモンストレーション

４－11添乗

４－３事務用機器操作

４－４通訳、翻訳、速記

ⅰ～ⅳに該当しない者

４－５秘書

４－６ファイリング

ⅰ　高齢者 ⅱ　昼間学生

４－１情報処理システム開発

４－２機械設計

ⅲ　副業として従事する者 ⅳ　主たる生計者でない者

日雇派遣労働者　計

雇用見込みが１年未満の労働者

日雇派遣労働者

日雇派遣労働者

４－15書籍等の制作・編集

４－16広告デザイン

４－17ＯＡインストラクション

４－19看護業務

４－７調査

４－８財務

４－14事業の実施体制の企画、立案

４－13研究開発

４－12受付・案内

４－18セールスエンジニアの営業、金融商品の営業

雇用保険

厚生年金保険

健康保険

法第40条の２第１項第３号イ(有期プロジェクト業務)

法第40条の２第１項第３号ロ(日数限定業務)

法第40条の２第１項第４号(育児休業等取得者の代替業
務)

法第40条の２第１項第５号(介護休業取得者の代替業務)

雇用見込みが１年以上の労働
者

様式-26



（日本産業規格Ａ列４）

１

２

３

４

５

６

Ⅰ

1

２

3

4

5

6

7

第２面

（１）欄の③の「無期雇用派遣労働者」とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する
法律（昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。）第30条の２第１項に規定する無期雇用派遣労働者を、④
の「有期雇用派遣労働者」とは、労働者派遣法第30条第1項に規定する有期雇用派遣労働者をいうこと（以下同じ。）。

（３）欄の「請負事業の売上高」には、当該事業所で請負事業を行っている場合の請負事業に係る売上高について、
決算後の金額を記載すること。（事業所ごとの額を計上すること。円単位で記載すること（千円、万円単位などや小数
点は使用しないこと。）。）。

（２）欄の「労働者派遣事業の売上高」には、労働者派遣事業を行う事業所ごとの労働者派遣事業の売上高につい
て、決算後の金額を記載すること。（事業所ごとの額を計上すること。円単位で記載すること（千円、万円単位などや
小数点は使用しないこと。）。）。

（１）欄の「通算雇用期間が１年以上の派遣労働者」とは、報告対象期間末日において通算雇用期間（実際に雇用さ
れた期間をいう。以下同じ。）が１年以上である派遣労働者を、「通算雇用期間が１年未満の派遣労働者」とは、報告
対象期間末日において通算雇用期間が１年未満の派遣労働者をいうこと。また、「同じ職場に１年以上派遣見込みの
者」とは、雇用契約期間が通算して１年以上であり、かつ、当該派遣労働者の同じ職場での派遣就業に係る派遣契約が
通算して１年以上である派遣労働者をいうこと。

（１）欄の⑥の「登録者」とは、労働者派遣をするに際し、登録されている者の中から期間を定めて雇用した者を派
遣労働者として労働者派遣の対象とする制度（登録制度）に基づいて、派遣労働者になることを目的として派遣元事業
主に登録した者であって、既に雇用されている者を含み、過去１年を超える期間にわたり雇用されたことのない者を除
くこと。

　（１）欄の「派遣労働者数等雇用実績」には、報告対象期間の末日における派遣労働者等の実人数を記載すること。

（１）欄の⑤の「日雇派遣労働者」とは、労働者派遣法第35条の４第１項に規定する日雇労働者をいうこと。なお、
30日以内の期間を定めた契約を更新して通算30日を超えるような場合も含まれることに留意すること（以下同じ。）。

様式第11号（第10面）

年度報告

第１面

　「許可番号」及び「許可年月日」欄には、許可番号等を記入すること。

　第１面上方の提出者欄には、氏名（法人にあってはその名称及び代表者の氏名）を記載すること。

記載要領

６欄及び７欄については、許可申請時（更新を受けた事業主にあっては直近の更新時）における企業規模及び日本標
準産業分類に基づく産業分類（細分類）を記載すること。ただし、７欄については、日本標準産業分類に変更があった
場合は、最新の分類に基づいて記載すること。６欄の「大企業」は中小企業以外のものを指し、「中小企業」は中小企
業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項に規定する中小企業者又は同条第５項に規定する小規模企業者を指すこ
と。

８欄には、年度報告の報告対象期間である、事業年度の開始の日（事業を事業年度の途中で開始した場合にあって
は、当該事業の開始の日）及び当該事業年度の終了の日（事業を事業年度の途中で終了した場合にあっては、当該事業
の終了の日）を記載すること。

10欄の「親会社」とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則（昭和61
年労働省令第20号。以下「労働者派遣法施行規則」という。）第18条の３第２項各号に規定する者をいうこと。当該親
会社が労働者派遣事業の許可番号又は民営職業紹介事業の許可・届出番号を有している場合には、当該番号を記載する
こと。なお、当該親会社が、旧特定労働者派遣事業に係る事業所である場合には、12欄に親会社の当該旧特定労働者派
遣事業に係る届出受理番号を記載すること。

11欄について、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準（昭和61年労働省告示第37号）によ
り請負事業となる事業を実施している場合には、１を○で囲むこと。その際、製造業に分類される事業者であつて、構
内請負（発注者の事業所構内において、自社の雇用する労働者を使用し、生産活動を請け負うこと）を実施している場
合には、「うち構内請負の実施」欄の１を○で囲むこと。

様式-27
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様式第11号（第11面）

（６）欄の②欄について、「訓練費負担の別」において、「１ 無償（実費負担なし）」とは、テキスト代等を含め訓
練の全てを無償で実施することを、「２ 無償（実費負担あり）」とは、テキスト代や材料費等の実費負担があるが原則
として無償で実施することを、「３ 有償」とは、これ以外をいうこと。

　（４）欄については、報告対象期間内に海外派遣した派遣労働者の実人数を記載すること。

（５）欄の①欄については、報告対象期間内に派遣先の事業所の実数を記載すること。報告対象期間内に労働者を派
遣しなかった場合は「０」を記載すること。

（５）欄の②欄については、報告対象期間内に締結した労働者派遣契約（個別契約）に係る派遣期間について、総件
数（延べ件数）及び内訳としての期間別の件数を記載すること。なお、１つの労働者派遣契約において複数の派遣期間
がある場合は、それぞれの期間別に計上した件数を記載すること。（５）欄の①欄が「０」であった場合は、「労働者
派遣契約がなかった」欄に○印をすること。

（５）欄の③欄については、報告対象期間（第１面の８欄）内における主な派遣先の事業主のうち取引額上位５位ま
での事業主名を記載すること。（５）欄の①欄が「０」の場合及び②欄に「労働者派遣契約がなかった」欄に○印をし
た場合には、（５）欄の③欄には記載の必要がないこと。

　（６）欄中、選択肢として番号を提示している部分については、該当する番号を記載すること。

（６）欄については、①欄には「労働安全衛生法第59条の規定に基づく安全衛生教育」の報告対象期間内における実
績を、②欄には一般教養としての訓練等の「その他の教育訓練」（安全衛生教育及び派遣労働者のキャリアアップ措置
に関するもの以外の訓練）の報告対象期間内における実績を、それぞれ記載すること。

（６）欄の①欄及び②欄については、教育訓練コース単位で記載し、①欄には５コースまでを、②欄には３コースま
でを記載すること。それ以上のコースがある場合は、別紙に記載すること。

（６）欄の①欄について、実施内容が労働安全衛生法第59条第１項の規定に該当する場合は、その内容に合致する労
働安全衛生規則第35条第１項各号のうち該当号数に応じた１～８までの数字を、労働安全衛生法第59条第２項の規定に
該当する場合は９を、同条第３項の規定に該当する場合は10を、その訓練の主な内容に応じて最大２つまで記載するこ
と。

（６）欄の①欄について、「教育の内容」については、「４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）運動」、「ＫＹ（危険予
知）活動」、「ヒヤリハット事例の報告」等具体的に記載すること。

　（６）欄の①欄及び②欄について、「１人当たりの平均実施時間」には、報告対象期間内に、各コースごとに派遣労
働者が受講した１人当たりの平均実施時間数を記載すること。

（６）欄の②欄について、「OJT」とは業務の遂行の過程内において行う教育訓練を、｢OFF-JT」とはそれ以外の教育
訓練をいうこと。

（８）欄の「第１号の措置（派遣先への直接雇用の依頼）を講じた人数」について、前年度に派遣先への直接雇用の
依頼を行ったが前年度中には直接雇用に結びつかず、年度を超えて当年度で直接雇用に結びついた場合は、当年度でも
引き続き依頼を行ったものとして、「第１号の措置（派遣先への直接雇用の依頼）を講じた人数」及び「うち、派遣先
で雇用された人数」のそれぞれに当該人数を記載すること。

（８）欄の「第４号の措置（その他の措置）を講じた人数」の「左記以外のその他の措置」については、民営職業紹
介事業の許可・届出を行っている派遣元事業主が実施する職業紹介等の措置をいうこと。

（６）欄の②欄について、「賃金支給の別」において、「１ 有給（無給部分なし）」とは、用意した全ての教育訓練
の実施に当たって給与を支払う場合を、「２ 有給（無給部分あり）」とは、自主的に実施する教育訓練については無給
とする場合があるが原則として教育訓練の実施に当たって給与を支払う場合を、「３ 無給」とは、教育訓練の実施時に
給与を支払わない場合をいうこと。

（７）欄について、イには、報告対象期間内に、新たに、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から紹介予定
派遣に係る労働者派遣契約の申込みのあった派遣労働者の実人数を記載し、そのうち報告対象期間内において紹介予定
派遣により労働者派遣された派遣労働者数の実人数をロに記載すること。ハには、報告対象期間内において紹介予定派
遣により派遣先に職業紹介された派遣労働者の実人数を記載し、そのうち報告対象期間内において派遣先で雇用された
派遣労働者の実人数をニに記載すること。

（８）欄については、報告対象期間内における雇用安定措置の対象派遣労働者（雇用安定措置を講じなかった者を含
む。）及び各雇用安定措置の区分ごとの派遣労働者の延べ人数を記載すること。「３年見込み」、「２年半から３年未
満見込み」、「２年から２年半未満見込み」、「１年半から２年未満見込み」及び「１年から１年半未満見込み」の対
象派遣労働者については、各期間に該当し、かつ当該労働者派遣の終了後も継続して就業することを希望している者と
すること。同一の派遣労働者が複数の期間の区分に該当する場合は、該当する区分のそれぞれの欄に計上すること。

（８）欄の期間の区分は、派遣先の同じ職場への派遣期間の見込みの期間とすること。「同じ職場への派遣期間の見
込み」とは、派遣労働者の派遣就業に係る派遣契約期間を通算したものをいうこと。ただし、派遣契約期間の途中で派
遣労働者の雇用契約が満了したり、当該派遣労働者の派遣先が変わったりした場合については、当該派遣労働者が同じ
職場へ派遣されていた通算期間とすること。

（８）欄の「第１号の措置（派遣先への直接雇用の依頼）を講じた人数」、「第２号の措置（新たな派遣先の提供）
を講じた人数」、「第３号の措置（派遣元で派遣労働者以外の労働者として無期雇用）を講じた人数」及び「第４号の
措置（その他の措置）を講じた人数」については、同一の派遣労働者に複数の措置を講じた場合においては講じた措置
のそれぞれの欄に計上すること。

（８）欄の「第４号の措置（その他の措置）を講じた人数」について、「教育訓練（雇用を維持したままのものに限
る）」、「紹介予定派遣」及び「左記以外のその他の措置」については、同一の派遣労働者に複数の措置を講じた場合
においては講じた措置のそれぞれの欄に計上すること。

様式-28
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（９）欄の①欄及び①の（続）欄並びに②欄の「派遣料金」については、１人１日当たりの派遣料金（消費税を含
む。）を記載し、報告対象期間内において派遣先から得た派遣料金の総額を派遣労働者が従事した総労働時間数で除し
た１時間当たりの金額をもとに、８時間（１日）業務に従事したものとして算定すること（小数点以下は四捨五入）。
①欄及び①の（続）欄の「全業務平均」には、各業務の単純平均額を記載すること（小数点以下は四捨五入）。なお、
②欄の日雇派遣労働者についての「全業務平均」は、労働者派遣法施行令第４条第１号から第19号までに掲げる業務だ
けでなく、日雇派遣労働者が従事した全ての業務の単純平均額を記載すること（小数点以下は四捨五入）。

（９）欄の①欄及び①の（続）欄並びに②欄の「賃金」（労働基準法第11条で定める給料、手当、賞与その他名称の
如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのものをいう。）については、１人１日当たりの賃金を
記載し、報告対象期間（第１面の８欄）内において派遣労働者に支払った賃金の総額を派遣労働者が従事した総労働時
間数で除した１時間当たりの金額をもとに８時間（１日）業務に従事したものとして算定すること（小数点以下は四捨
五入）。なお、①欄及び①の（続）欄の「全業務平均」には、各業務の単純平均額を記載すること（小数点以下は四捨
五入）。また、②欄の日雇派遣労働者についての「全業務平均」は、労働者派遣法施行令第４条第１号から第19号まで
に掲げる業務だけでなく、日雇派遣労働者が従事した全ての業務の単純平均額を記載すること（小数点以下は四捨五
入）。

　（10）欄の「マージン率等の情報提供の状況」については、該当する各欄に○印をすること（複数選択可）。

様式第11号（第12面）

第３面から第５面まで

（９）欄の①欄及び①の（続）欄には、報告対象期間内における、最新の日本標準職業分類（中分類）に基づく職種
に基づき、該当する派遣労働者（日雇派遣労働者を除く。）の区分及び従事した業務の種類別に応じた実績を所定の欄
に記載すること。「14-3 その他の医療技術者」には「14-1 診療放射線技師」及び「14-2 臨床検査技師」の業務の実績
は含めないこと。なお、「66 建設従事者（建設躯体工事従事者を除く）」、「67 電気工事従事者」等については、
一部派遣禁止業務も含まれていることに留意すること。また、「12-1 医師」等の医療従事者については、紹介予定派遣
や産前産後休業の代替等の場合にのみ派遣することが認められていることに留意すること。

（９）欄の②欄には、報告対象期間（第１面の８欄）内において、日雇派遣労働者を労働者派遣事業の適正な運営の
確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令（昭和61年政令第95号。以下「労働者派遣法施行令」という。）第４
条第１項第１号から第19号までに掲げる業務に従事させている場合、従事した業務の種類別に応じた実績を所定の欄に
記載すること。なお、「4-19 看護業務」については、労働者派遣法施行令第４条第２項の規定に基づき准看護師等の看
護師以外の者が行う業務を含まないこと。

　（９）欄の①欄及び①の（続）欄並びに②欄の「協定対象派遣労働者」には、厚生労働省職業安定局長の定めるとこ
ろにより、労働者派遣法第30条の５に規定する協定対象派遣労働者の１人１日当たりの賃金を記載すること。

様式-29
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（11）欄の③欄の「訓練の内容等」欄には、「係長・課長就任研修」、「○○語研修」等訓練が特定できるよう具体
的に記載すること。

様式第11号（第13面）

第６面

（11）キャリアアップ措置の実績については、報告対象期間内において労働者派遣法で求められるキャリアアップ措
置の要件を満たしているものを記載すること。その上で、事業主が独自に実施したキャリアアップ措置についても追加
的に記載してもよいこと。

（11）欄の①欄の「キャリアコンサルタント」とは、厚生労働大臣又は厚生労働大臣が指定する者が行う試験の合格
者をいうこと。

（11）欄の①欄の「うち派遣元責任者との兼任状況」欄は、キャリアコンサルティングの窓口担当者の計の内数を記
載すること。

（11）欄の①欄の「キャリアコンサルティングに関する職務経験･知見のある者」欄について、「職務経験あり」と
は、過去において職務としてキャリアコンサルティングの経験がある者、職業能力開発推進者に就任したことがある
者、人事部門で３年以上の経験を積んでいる者等をいうこと。また、「知見あり」とは、過去においてキャリアコンサ
ルティング等についての職務経験はないがその知識を有する者をいう。

（11）欄の②欄の「実施した者の人数」については、①欄の担当者が行うキャリアコンサルティングを受けた実人数
を記載すること。

（11）欄の③欄については、１年以上の雇用見込みのあるフルタイム勤務の者、１年以上の雇用見込みのある短時間
勤務の者又は１年未満の雇用見込みである者ごとに別葉にして記載すること。なお、「１ フルタイム（１年以上雇用見
込み）」、「２ 短時間勤務（１年以上雇用見込み）」、「３ １年未満雇用見込み」のいずれかに該当する番号に○印
を付けること。

（11）欄の③欄イ～ホについては、訓練の種類別に訓練コース単位で記載すること。記載欄以上のコースがある場
合、別紙に記載すること。

　（11）欄の③欄の「１～３年目のａの合計（ｃ）」及び「１～３年目のｂの合計（ｄ）」については、それぞれ１年
目から３年目までの値を合計した数字を記載すること。
　また、「１～３年目の厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について１人当たりの平均実施時間（ｃ÷ｄ）」
には、上述の（ｃ）を（ｄ）で除して算出された数字を記載すること。

（11）欄の③欄については、上記47を満たさないものであっても派遣労働者のキャリアアップに資すると事業主が実
施した全ての訓練について記載すること。ただし、上記47を満たしていない場合、都道府県労働局による指導の対象と
なる可能性があることに留意すること。

（11）欄の③欄の「「キャリアアップに資する教育訓練」実施に当たって支払った賃金額（１人１時間当たり平
均）」については、キャリアアップに資する教育訓練時に支払った賃金の平均額を記載すること。

（11）欄の③欄の「対象となる派遣労働者」欄の上段については、該当する「種別」の番号を最大２つまで記載する
こと。この際、登録中の者は、キャリアアップに資する教育訓練の対象となる派遣労働者に含まれないことに留意する
こと。

「対象となる派遣労働者」欄の下段については、各年ごとの対象となる派遣労働者の実人数をそれぞれ記載するこ
と。「対象となる派遣労働者」について、「訓練内容に係る能力を十分に有していることが明確な者」は、受講済みと
して扱い、「対象となる派遣労働者数」に算入しなくてもよいこと。

（11）欄の③欄の「（上段）実施時間の総計」については、各受講者に対する教育訓練実施時間の各年の１年間の合
計（受講者数×教育訓練１コマの時間（複数回実施の場合は、その合計））を記載すること。対象となる派遣労働者に
対して、ある訓練を１年目、２年目とそれぞれ段階ごとに行う場合は、１つの同じコースの中で、それぞれの年数の欄
に記載すること。また、同一の派遣労働者に行う訓練であっても、２年目以降は１年目とは異なるコースに位置づける
訓練等の場合は、２つ以上の異なるコースとして、それぞれの年数に応じた欄に記載すること。

おって、42の「訓練内容に係る能力を十分に有していることが明確な者」を受講済みとした訓練については、当該者
は実際には訓練を受講していないので、「（上段）実施時間の総計」に算入することはできないものであること。

「（下段）受講者の実人数」欄には、各年ごとの受講者の実人数を記載すること。各年に同一の訓練を複数回受講し
た者は、同年内に重複計上しないこと（例えば、１年目と２年目に同一の訓練を複数回受講した者は、それぞれの年数
の欄に１人ずつ計上すること）。

（11）欄の③欄の「OJT」とは業務の遂行の過程内において行う教育訓練を、｢OFF-JT」とはそれ以外の教育訓練のこ
とをいうこと。キャリアアップに資する教育訓練としてOJTを実施するに当たっては、派遣先と事前に調整等を行った上
で計画的なOJTを実施しなければならないことに留意すること。

（11）欄の③欄の「訓練費負担の別」において、「１無償（実費負担なし）」とは、テキスト代等を含め教育訓練の
全てを無償で実施することを、「２ 無償（実費負担あり）」とは、テキスト代や材料費等の実費負担があるが原則とし
て無償で実施することを、「３ 有償」とは、これ以外をいうこと。

（11）欄の③欄の「賃金支給の別」において、「１ 有給（無給部分なし）」とは、用意した全ての教育訓練の実施に
当たって給与を支払う場合を、「２ 有給（無給部分あり）」とは、自主的に実施する教育訓練については無給とする場
合があるが原則として教育訓練の実施に当たって給与を支払う場合を、「３ 無給」とは、教育訓練の実施時に給与を支
払わない場合をいうこと。

（11）欄の③欄の「厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練について１人当たりの平均実施時間」については、
「各年ごとの厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練の「実施時間の総計」の合計」を「各年ごとの厚生労働大臣
が定める基準を満たす教育訓練の受講者の実人数」で除して算出された数字を記載すること。また、合計する各年ごと
の訓練実施時間は、「訓練の方法の別」が「１ 計画的なOJT」又は「２ OFF-JT」、「訓練費負担の別」が「１ 無償
（実費負担なし）」、「賃金支給の別」が「１ 有給（無給部分なし）」である等、法で定めるキャリアアップに関する
要件を満たすもの（厚生労働大臣が定める基準を満たす教育訓練）のみを合計したものであること。なお、フルタイム
勤務の者であって１年以上の雇用見込みのあるものについては、１年で概ね８時間以上とすることとされていること。
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Ⅱ
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様式第11号（第14面）

記載要領

１欄の⑧欄の「日雇派遣労働者のうち期間制限の対象外となる派遣労働者の実人数」には、６月１日現在に
おける労働者派遣法第40条の２第１項第３号から第５号までに該当する労働者派遣に係る日雇派遣労働者の実
人数（１欄の⑤欄に記載した日雇派遣労働者計の内数）を記載すること。なお、複数の事項に該当する派遣労
働者については、報告の対象となる６月１日現在においてもつとも該当する事項に記載すること。

２欄には、６月１日現在において労働者派遣事業に係る登録者であつた者の実数（同日に派遣されている労
働者を含み、過去１年以内において派遣されたことがない派遣労働者を除く。）を記載すること。

３欄には、報告の対象となる６月１日現在において派遣していた派遣労働者について、それぞれの保険の種
類ごとに、適用されている者の実数を記載すること。なお、６月１日現在において派遣していない者は除かれ
ることに留意すること。

　所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載して添付すること。

６月１日現在の状況報告

１欄の②欄及び②の（続）欄の「業務別派遣労働者の実人数」には、報告の対象となる６月１日現在、最新
の日本標準職業分類（中分類）に基づく職種に基づき、該当する派遣労働者の区分及び従事した業務の種類別
に応じた実績を所定の欄に記載すること。複数種類の業務に従事した派遣労働者については、報告の対象とな
る６月１日現在においてもつとも多く従事した業務に従事したものとすること。「14-3 その他の医療技術者」
には「14-1 診療放射線技師」及び「14-2 臨床検査技師」の業務の実績は含めないこと。なお、「66 建設従
事者（建設躯体工事従事者を除く）」、「67 電気工事従事者」等については、一部派遣禁止業務も含まれて
いることに留意すること。また、「12-1 医師」等の医療従事者については、紹介予定派遣や産前産後休業の代
替等の場合にのみ限定して派遣が認められていることに留意すること。

１欄の④欄の「期間制限の対象外となる労働者派遣に係る派遣労働者の実人数」には、６月１日現在におけ
る労働者派遣法第40条の２第１項第２号から第５号までに該当する労働者派遣に係る派遣労働者（日雇派遣労
働者を除く。）の実人数（１欄の①欄に記載した派遣労働者計の内数）を記載すること。なお、複数の事項に
該当する派遣労働者については、報告の対象となる６月１日現在においてもつとも該当する事項に記載するこ
と。

１欄の⑤欄の「日雇派遣労働者の実人数」のうち、「高齢者」とは労働者派遣法施行令第４条第２項第１号
に掲げる者のことをいい、「昼間学生」とは同項第２号に掲げる者のことをいい、「副業として従事する者」
とは同項第３号に該当する者であつて労働者派遣法施行規則第28条の３第１項第１号に該当するもののことを
いい、「主たる生計者でない者」とは労働者派遣法施行令第４条第２項第３号に該当する者であつて労働者派
遣法施行規則第28条の３第１項第２号に該当するものをいうこと。当該日雇派遣労働者が、複数の種類に該当
する場合、もつとも主たる理由と考えられるものに算定すること。

１欄の⑦欄の「日雇派遣労働者の業務別実人数」には、６月１日現在における労働者派遣法施行令第４条第
１項第１号から第19号までに掲げる業務に従事している日雇派遣労働者の実人数（１欄の⑤欄に記載した日雇
派遣労働者計の内数）を記載すること。なお、複数種類の業務に従事した日雇派遣労働者については、報告の
対象となる６月１日現在においてもつとも多く従事した業務に従事したものすること。なお、「4-19 看護業
務」については、労働者派遣法施行令第４条第２項の規定に基づき准看護師等の看護師以外の者が行う業務を
含まないこと。

第７面から第９面まで

１欄の①欄の「派遣労働者の実人数」には、報告の対象となる６月１日現在（６月１日が日曜日に当たる場
合は６月２日現在とし、土曜日に当たる場合は６月３日現在とする。以下同じ。）において派遣していた派遣
労働者の実人数を記載すること。

１欄の①欄、②欄、②の（続）欄、③欄及び⑤欄の「協定対象派遣労働者」には、厚生労働省職業安定局長
の定めるところにより、労働者派遣法第30条の５に規定する協定対象派遣労働者の実人数を記載すること。

　１欄の③欄の「特定製造業務従事者の実人数」には、報告の対象となる６月１日現在において労働者派遣法
附則第４項の「特定製造業務」に従事した派遣労働者の実人数を記載すること。

　１欄の⑥欄の「特定製造業務従事者である日雇派遣労働者の実人数」には、６月１日現在における労働者派
遣法附則第４項の「特定製造業務」に従事していた日雇派遣労働者の実人数（１欄の⑤欄に記載した日雇派遣
労働者計の内数）を記載すること。
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様式第12号（表面） （日本産業規格Ａ列４）

年　　　月　　　日

厚　生　労　働　大　臣　　殿

提出者

年　　月　　日 から
年　　月　　日 まで

１ 許 可 番 号 　－ ２ 許 可 年 月 日

（ふりがな）

３ 氏 名 又 は 名 称

（ふりがな）

４ 事 業 所 の 名 称

〒（                ）

（　　　  　　）　  　　　－　　　  　　　

６

７ 収 支 の 状 況

経常利益（円） 当期純利益（円）

－ －

－ －

備考

労働者派遣事業収支決算書

　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第１項の規定により下記のとお
り収支決算書を提出します。

５ 事 業 所 の 所 在 地

科　目

現金・預金

土地・建物

その他

備考

資産等の状況

年　　月　　日　

科　目

資産額（計）

負債額（計）

備考

労働者派遣事業

請負事業

総事業

その他の人材関連事業 －

－その他の事業

決算対象期間　　　

売上高（円） 営業利益（円）

金　額（円）
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                            　　　　　　　　　　　　　　　　 （日本産業規格Ａ列４）

様式第12号（裏面）

記載要領

１ 　表面上方の提出者欄には、氏名（法人にあつてはその名称及び代表者の氏名）を記載す
ること。

２ 　決算対象期間は、事業年度の開始の日及び当該事業年度の終了の日を記載すること。

３ 　６欄及び７欄を記載する代わりに、貸借対照表及び損益計算書を添付することとしても
よいこと。ただし、セグメントごとの状況がわかるものが望ましいこと。

４ 　６欄を記載する場合において、個人の場合には納税期末日における事業に関する資産等
の状況について記載すること。

５ 　７欄を記載する場合、セグメントごとの売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益を
記入すること。ただし、その他の人材関連事業及びその他の事業については、売上高のみ
の記載でよいこと。

６ 　７欄を記載する場合において、労働者派遣事業又は請負事業を含む人材関連事業等につ
いて各事業に係る収支の状況を決算上分離できないときは、分離して記載する必要はな
く、「その他の人材関連事業」に記載すること。その場合、備考欄にその旨記載するこ
と。

７ 　６欄及び７欄の記載又は貸借対照表及び損益計算書については、当該事業年度の決算手
続を経ているものであること。

８ 　所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載して添付すること。
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様式第12号－２（表面） （日本産業規格Ａ列４）

関係派遣先派遣割合報告書
年　　　月　　　日　　　

厚　生　労　働　大　臣　　殿

提　出　者

① - ②

③

④

⑤

（　　　　）　　　－

１

①

②

③

④

２

３ 備考

１　有　　　２　無

　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第３項の規定により関係
派遣先への派遣割合に係る報告を提出します。

報告対象期間

年 　    月    　日許可番号

住所

(法人にあっては主たる事務
所の所在地)

労働者派遣実績報告

連結決算導入の有無

年　　月　　日から

年　　月　　日まで

（ふりがな）

（ふりがな）

〒（                ）

氏名又は名称

代表者の氏名
（法人の場合）

労働者派遣の実績（総労働時間）

関係派遣先への派遣割合（％）（※１、※２）

※１　(②－③)÷①×100で算出した値を記入
※２ 小数点以下第１位未満切り捨て

許可年月日

①のうち、関係派遣先への労働者派遣の実績（総労働時
間）

②のうち、定年退職者の労働者派遣の実績（総労働時
間）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （日本産業規格Ａ列４）

様式第12号－2（裏面）

記載要領

１ 報告対象期間は、事業年度の開始の日（事業を事業年度の途中で開始した場合にあつては当該事
業の開始の日）及び当該事業年度の終了の日を記載すること。

２ 　表面上方の提出者欄には、氏名（法人にあつてはその名称及び代表者の氏名）を記載すること。

３ １の①欄には、報告対象期間において、派遣労働者が労働者派遣により業務に従事した労働時間
数の総合計を記載すること。

４ １の②欄及び④欄における「関係派遣先」とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
働者の保護等に関する法律施行規則（昭和61年労働省令第20号。以下「労働者派遣法施行規則」と
いう。）第18条の３第１項各号に掲げる者をいうこと。

５ １の③欄における「定年退職者」とは、60歳以上の定年に達したことにより退職した者であつて
当該派遣元事業主に雇用されている者のことをいうこと。

６ １の④欄については、②欄の数から③欄の数を減じた数を①欄の数で除して得た値（小数点以下
１位未満は切り捨て）を記載すること。

７ ２欄は、該当する数字を○で囲むこと。なお、「２ 無」である場合には、派遣元事業主の親会
社等の名称及び派遣元事業主の親会社等の子会社等の名称を記載した書類を添付すること。この場
合において、「派遣元事業主の親会社等」とは、労働者派遣法施行規則第18条の３第２項に規定す
る者のことを、「派遣元事業主の親会社等の子会社等」とは、同条第３項に規定する者のことをい
うこと。
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様式第13号 （日本産業規格Ａ列４）

年　　　月　　　日　　

厚　生　労　働　大　臣　　殿

届出者

１ ２

３

（ふりがな）

４ 氏 名 又 は 名 称

（ふりがな）

５

（ふりがな）

６ 事 業 所 の 名 称

〒（                ）

（　　　  　　）　  　　　－　　　  　　　

８ 海外派遣予定者数計 人　

記載要領

１
２

３ 　所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載して添付すること。

　届出者欄には、氏名（法人にあってはその名称及び代表者の氏名）を記載すること。

海 外 派 遣 届 出 書

　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第４項の規定によ
り下記のとおり届け出ます。

代表者の氏名
（法人の場合）

７ 事 業 所 の 所 在 地

許 可 番 号

事業所枝番号

許 可 年 月 日

派遣労働者が従事す
る業務の内容

　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則（昭和61年労働省令
第20号）第23条の規定により定めた事項の書面の写しを添えること。

海外派遣予定者数

年　 月 　日から
人　

年　 月 　日まで

年　 月 　日から
人　

年　 月 　日まで

海外派遣の期間 派遣先事業所の名称
派遣先事業所の所在
地

備考
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（日本産業規格Ｂ列８）
様式第14号（第48条関係）（表面）

　第　　　　　　号

官　　　職

氏　　　名

　　年　　月　　日生

写

　上記の者は、労働者派遣事業の適正な運営の

確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第51

条第１項の規定により立入検査をする職員であ

ることを証明する。

真 　　　　年　　　月　　　日

厚生労働大臣又は都道府県労働局長　　

（日本産業規格Ｂ列８）
様式第14号（裏面）

ができる。

なければならない。

ない。

その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
第61条　次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

　に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

の権限を行うことを妨げない。
七　法第51条の規定による立入検査

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(抄)
第55条 次に掲げる厚生労働大臣の権限は、労働者派遣事業を行う者の主たる事務所及び当該事
業を行う事業所の所在地並びに労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所その他派遣就業
の場所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らそ

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示し

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら

第56条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、

六 第51条第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問

第62条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人
の業務に関して、第58条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その

の他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件を検査させること

労働者派遣事業立入検査証

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(抄)
第51条 厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、所属の職員に、労働
者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者の事業所そ

印
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様式第 15号 

労働者派遣事業の許可申請にあたっての自己チェックの結果について 

 

 

厚生労働大臣 殿 

 （○○労働局長  経由） 

 

労働者派遣事業の許可申請を行うにあたり、当社の状況について以下のとおり自己チェックをいたしました。 

  

○○年○○月○○日 

 

住所 

代表者役職 

              代表者名                    

 

（自己チェック実施者） 

役職 

            氏名                      

 

１ 原則の事項 

質問 回答 

労働者派遣法、労働基準法その他の法律を遵守する ☐はい ☐いいえ 

欠格事由に該当する事項はない ☐はい ☐いいえ 

専ら派遣として行う事業ではない ☐はい ☐いいえ 

過去３年以内に派遣元責任者講習を受講した派遣元責任者を

規定の人数配置している 
☐はい ☐いいえ 

個人情報の管理について規定の措置を実施している ☐はい ☐いいえ 

以下のいずれかの財産的基礎を満たしている 

☐はい 

（満たしている項目に

もチェック） 

☐いいえ 

 

 

☐大企業、中小企業 

（右の場合を除く） 

 

基準資産額 2,000 万円以

上、基準資産額が負債の

総額の７分の１以上、現

預金1,500万円以上 

☐ 

（旧特定派遣事業者で）暫定的な

配慮措置に該当する事業者が更新

を行う場合 

常時雇用している派遣労働者が

10人以下、基準資産額1,000万円

以上、基準資産額が負債の総額の

７分の１以上、現預金800 万円以

上 

☐労働者供給事業を行う労働組合等か

ら供給される労働者のみを対象として

労働者派遣事業を行う場合 

 

基準資産額1000万円以上、基準資産

額が負債の総額の７分の１以上、現預

金750万円以上 

事業所はおおむね20㎡以上ある ☐はい ☐いいえ 

雇用している派遣労働者について 

 

☐雇用期間が無期の派遣労働者のみを雇用することを予定している 

☐雇用期間が有期の派遣労働者のみを雇用することを予定している 

☐雇用期間が無期の派遣労働者と有期の派遣労働者をどちらも雇用することを予定している 
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様式第 15号 

派遣労働者を労働保険、社会保険に加入させている ☐はい ☐いいえ 

２ 許可要件に関する特記事項 

質問 回答 

派遣労働者のキャリア形成支援制度の事項 

 

実施する教育訓練は、その雇用する全ての派遣労働者を対

象としている 
☐はい ☐いいえ 

実施する教育訓練は、有給かつ無償で行われるものである ☐はい ☐いいえ 

実施する教育訓練は、派遣労働者のキャリアアップに資す

る内容のものとなっている 
☐はい ☐いいえ 

派遣労働者として雇用するに当たり実施する教育訓練が含

まれている 
☐はい ☐いいえ 

（無期雇用派遣労働者を雇用する事業主のみ） 

無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的

なキャリア形成を念頭に置いた内容のものである 

☐はい ☐いいえ 

担当者を配置したキャリアコンサルティングの相談窓口を

設置しており、希望をすれば、雇用するすべての派遣労働

者が利用できる 

☐はい ☐いいえ 

キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う手続が規

定されている 
☐はい ☐いいえ 

派遣労働者全員に対して入職時の教育訓練が行われ、教育

訓練は、少なくとも最初の３年間は毎年１回以上の機会の

提供がある 

☐はい ☐いいえ 

実施時間数については、フルタイムで１年以上の雇用見込

みの派遣労働者一人当たり、少なくとも最初の３年間は、

毎年概ね８時間以上の教育訓練の機会の提供がある 

☐はい ☐いいえ 

教育訓練に関する事項等に関する情報として、段階的かつ

体系的な教育訓練計画の内容についての情報をインターネ

ットの利用その他適切な方法により提供している 

☐はい ☐いいえ 

派遣元事業主は、派遣労働者のキャリアアップ措置に関す

る実施状況等、教育訓練等の情報を管理した資料を労働契

約終了後３年間は保存している 

☐はい ☐いいえ 
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様式第 15号 

質問 回答 

派遣労働者に関する就業規則・労働契約の記載事項 

 
教育訓練の受講時間を労働時間として扱い、相当する賃金

を支払うことを原則とする規定がある 
☐はい ☐いいえ 

 

無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由と

して解雇をすることができる規程や、有期雇用派遣労働者

についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続して

いる派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを

理由として解雇をすることができる旨の規定がない 

☐はい ☐いいえ 

無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働

契約期間内に労働者派遣契約が終了した派遣労働者につい

て、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責に帰すべ

き事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基

づく手当を支払う規定がある 

☐はい ☐いいえ 

 

３ その他の事項 

質問 回答 

その他 

 
既に事業を行っている者であって、雇用安定措置の義務を

免れることを目的とした行為を行っており、労働局から指

導され、それを是正していない者ではない 

☐はい ☐いいえ 

派遣労働者に対して、労働安全衛生法第59条に基づき実施

が義務付けられている安全衛生教育の実施体制を整備して

いる 

☐はい ☐いいえ 

 

（記入にあたっての注意） 

本票は、あくまでも許可申請内容に対する自己チェックを目的としています。 

このため、すべての事項が「はい」であったとしても、審査の結果如何では自己チェックの結果とは異なるこ

とがあります。  
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様式第 16 号 

年  月  日 

 

厚生労働大臣 殿 

 

 

                    住所 

代表者 

 

 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する 

法律第７条第１項第４号の財産的基礎に関する要件についての誓約書 

 

 

 この度の労働者派遣事業の許可有効期間更新の申請にあたって、当社は１つの事業所

のみからなる中小企業であり、また、常時雇用する派遣労働者は10人以下の予定です。 

  

このため、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

第７条第１項第４号の要件である財産的基礎に関する要件について、資産の総額から負

債の総額を控除した額を 2,000 万円から 1,000 万円に緩和すること等とする、「当分の

間の措置」に基づいて申請いたします。 

 

当社は、許可有効期間中において、本要件を満たすことを誓約いたします。 
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様式第17号

年　　　月　　　日

　　　労働者派遣事業許可有効期間更新申請の当分の間の措置

　　　に関する常時雇用する派遣労働者数の報告について

厚　生　労　働　大　臣　　殿

提出者

許可有効期間更新の申請における資産要件で当分の間の措置としていただきたいことから、下記のとお

１  許可番号

（ふりがな）

３ 氏名又は名称

（ふりがな）

４ 事業所の名称

〒（                ）

（　　　  　　）　  　　　－　　　  　　　

１ ２ ３ ４ ５ ６

　年　月 　年　月 　年　月 　年　月 　年　月 　年　月

７ ８ ９ 10 11 12

　年　月 　年　月 　年　月 　年　月 　年　月 　年　月

（記入要領）

１

２

３

　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第10条第２項の規定による

り常時雇用する派遣労働者数について報告します。

２ 許可年月日 年  　 月 　  日

５ 事業所の所在地

６
常時雇用する派
遣労働者数

常時雇用す
る派遣労働
者数

７ 備考

「常時雇用する派遣労働者数」については、過去１年間の派遣労働者数を平均して常時雇用する派遣労働者数
を算出すること。

過去１年間の派遣労働者数を平均して常時雇用する派遣労働者数を算出するにあたって、小数点第１位を切り
捨てること。

常時雇用する派遣労働者数は、事業計画書のⅡ労働者派遣計画の派遣労働者総計（人）と一致すること。計画
書の派遣労働者数と異なる場合は、備考欄にその理由を具体的に記載すること。
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（日本産業規格Ａ列４）

様式第18号

年　　　月　　　日

　厚生労働大臣　殿

申出者名（講習機関名）

代表者名

住　　所

電話番号

標記について、派遣元責任者講習を実施いたしたく申し出ますので、よろ
しくお取り計らい下さい。
申出者（役員を含む。）は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣

労働者の保護等に関する法律第６条各号のいずれにも該当しないことを誓約
します。

派遣元責任者講習実施申出書

印
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（日本産業規格Ａ列４）

様式第19号

厚生労働大臣　殿
年　　　月　　　日

申出者名（講習機関名）
：

：

通し
番号

※
講習会
場番号

開催場所 受講定員
講師（予
定者）

募集開始
日

募集締切
日

受講料

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

（記載要領）

１

２

３

派遣元責任者講習実施日程書

※開催者番号

応 募 窓 口

問 合 わ せ 先

　以下の実施日程により派遣元責任者講習を実施いたしたく申し出ますので、貴省
ホームページへの掲載について、よろしくお取り計らい下さい。

実施申出書は、厚生労働省職業安定局需給調整事業課から電子媒体で配付する様式に記入
し、書面及び電子媒体により提出すること。

※欄は厚生労働省において番号を付与するものであるので、講習機関においては記入しな
いこと。

開催日時

通し番号順に記入すること。所定の欄に記載し得ないときは、欄を追加し11番以降の通し
番号を付けること。
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（日本産業規格Ａ列４）
様式第20号

　厚生労働大臣　殿

開催者番号

申出者名（講習機関名）

代表者名

住　　所

電話番号

講習会場番号

受講年月日

受講者番号 受講者氏名 備考

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

（記載要領）

１

２

３

４

５ 　所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載して添付すること。

派遣元責任者講習受講者名簿

受講者名簿は、厚生労働省職業安定局需給調整事業課から電子媒体で配付する様式に記入
し、書面及び電子媒体（印は省略するものとする）により提出すること。

開催者番号及び講習会場番号は、講習実施申出の際に厚生労働省から付与したものを記入
すること。

　受講者番号は、各講習ごとに付与すること。

　１講習会ごとに作成すること。

印
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様式第21号 （日本産業規格Ａ列４）

殿

　

　　年　　月　　日

講習機関の代表者

（記載要領）

番号の欄には、左から順に開催者番号、講習会場番号、受講者番号を記載
し、各番号の間に－を記載すること。

派遣元責任者講習受講証明書

年 月 日、○○県において、派遣元責任者講習を
受講したことを証明する。

番号（　　　－　　　－　　　）

生年月日

印

様式-46



（日本産業規格Ａ列４）

様式第22号

年　　　月　　　日

　厚生労働省職業安定局需給調整事業課　御中

申出者名（講習機関名）

代表者名

住　　所

電話番号

　標記について、次の①から③までに掲げる事項に同意して、派遣先責任者講習
を実施いたしたく申し出ますので、よろしくお取り計らい下さい。
　なお、申出者（役員を含む。）は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の保護等に関する法律第６条各号のいずれにも該当しないことを申し添
えます。

①申出者が実施する講習は、すべて平成30年３月30日厚生労働省制定「派遣先責
任者講習の実施に関するガイドライン」の定めに従ったものとすること。

②講習の実施状況その他講習に関する情報提供について厚生労働省職業安定局需
給調整事業課（以下「担当課」という。）から協力依頼があった場合には、これ
に応ずること。

③講習の実施が適正に行われていないと担当課が認める場合（以下「不適正な場
合」という。）であって担当課から改善要請があったときは、これに応ずるこ
と。当該要請にもかかわらずなお不適正な場合には、受講希望者保護の観点から
担当課において当該事実、講習機関名、所在地等の公表を行うことがあること。

派遣先責任者講習実施申出書

印
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（日本産業規格Ａ列４）

様式第23号

厚生労働省職業安定局需給調整事業課　御中

年　　　月　　　日

申出者名（講習機関名）

：

：

通し
番号

講習内容 受講定員
講師

（予定者）
募集開始日 募集締切日 受講料

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

（記載要領）

１

２

３

実施申出書は、厚生労働省職業安定局需給調整事業課から電子媒体で配付する様式に記入し、書面及び電子媒体により
提出すること。

講習内容には、平成30年３月30日厚生労働省制定「派遣先責任者講習の実施に関するガイドライン」の別表１「派遣先
責任者講習の内容」で定める講義課目ごとに講義時間（単位：分）を記載すること（例：労働者派遣法（90））。また、
別表１の講義課目以外に独自の取組みを行う場合は、当該取組みの名称及び講義時間を記載すること（例：グループワー
ク(60)）。

開催日時

　通し番号順に記入すること。所定の欄に記載し得ないときは、欄を追加し11番以降の通し番号を付けること。

派遣先責任者講習実施日程書

応 募 窓 口

問 合 わ せ 先

　以下の実施日程により派遣先責任者講習を実施いたしたく申し出ますので、貴省ホームページへの掲載に
ついて、よろしくお取り計らい下さい。

開催場所
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（日本産業規格Ａ列４）

様式第24号

年　　　月　　　日

　厚生労働大臣　殿

開催者番号

申出者名（講習機関名）

代表者名

住　　所

電話番号

派遣元責任者講習廃止申出書

標記について、派遣元責任者講習を廃止いたしたく申し出ますので、よろし
くお取り計らい下さい。

印
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様式第 25 号 
 

調 停 申 請 書 

 

  

関 

  

係 

  

当 

  

事 

  

者 

派

遣

労

働

者 

氏名
ふりがな

 
 
 

住所 
〒 

電話   （   ）   

事 
業 

主 

氏名
ふ

又
り

は
が

名称
な

 
 
 

住所 〒 
電話   （   ）    

※上記派遣

労働者に係

る事業所の

名称及び所

在地 

 
 
〒 

電話   （   ）    

調停を求める 
事項及びその理由 

 

紛争の経過 

 

その他参考 
となる事項 

 

       年  月  日 
                

申請人   氏名又は名称 
 
         労働局長   殿 
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調停の申請について 
 

１ 調停の申請は、調停申請書に必要事項を記入の上、当該調停の関係当事者となる派遣元事業主の事業所又は派

遣先の事業所等の所在地を管轄する都道府県労働局長（需給調整事業部（課室）経由）あて提出してください。 
   申請書の提出は原則として申請人本人が来局して行うことが望ましいものですが、郵送等による提出でも受

け付けます。 
   なお、申請書の提出が来局して行われなかった場合は、申請人本人に来局を求め、事実確認を行うことがあ

ります。 
 
２ 申請書に記載すべき内容及び注意事項は、次のとおりです。 
 (1) 派遣労働者の氏名、住所等 

当該調停の申請に係る派遣労働者の氏名、住所等を記載すること。 
なお、複数の派遣労働者が事業主の同一の措置について申請を行う場合、又は事業主が複数の派遣労働者に

関する同一の措置について申請を行う場合は、１葉の申請書の本欄に連名で記載すれば足りるものであるこ

と。 
 (2) 事業主の氏名、住所等 

当該調停の申請に係る事業主の氏名（法人にあってはその名称）、住所、代表者の職・氏名等を記載する

こと。また、当該調停の関係当事者が派遣元事業主の場合は、当該調停の申請に係る派遣労働者が在籍する

事業所、当該調停の関係当事者が派遣先の場合は、当該調停の申請に係る派遣先の事業所等の名称及び所在

地が事業主の名称及び住所と異なる場合には、※欄内に当該事業所の名称及び所在地についても記載するこ

と。   
 (3) 調停を求める事項及びその理由 

調停を求める事項については、紛争の解決のため希望する措置を、その理由については、紛争の原因とな

った事業主の措置（不作為を含む）の法違反であると争われている点を正確に記載すること（様式で足りな

い場合は別紙を添付することも可）。 
なお、１人の派遣労働者が事業主の複数の措置について申請を行う場合、又は事業主が１人の派遣労働者

に対し複数の措置について申請を行う場合は、１葉の申請書の本欄に併記すれば足りるものであること。 
 (4) 紛争の経過 

紛争に関する措置の内容によって、紛争にかかる経緯（時系列）、被申請人に対して苦情を述べた時期、

他の関係当事者の見解及び企業内苦情処理機関等での取扱い状況等を詳しく記載すること（様式で足りない

場合は別紙を添付することも可）。 
 (5) その他参考となる事項 

当該紛争について確定判決が出されているか否か、起訴手続き又は調停以外の裁判外紛争処理手続きが進

行しているか否か、当該事業主の措置又はそれ以外の事由で集団的労使紛争が起こっているか否か、又、企

業の雇用管理がこれまでどのように行われてきたか等の情報を記載すること。 
 (6) 申請人 

双方申請の場合は双方の、一方申請の場合は一方の関係当事者の氏名（法人にあってはその名称）を記載

すること。 
 

３   事業主は、派遣労働者が調停申請したことを理由として、当該派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱

いをしてはならないとされています。 

 

      ※ 調停を求める事項が労働者派遣法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法 

            及びパートタイム・有期雇用労働法の複数の法律に関係する場合であっても、１葉の申請書を提出す 

            れば足ります。 
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（日本産業規格Ａ列４）

不 許 可

許可有効期間不更新

殿

しない。

（理由）

労働者派遣事業

厚生労働省発職号

　　　年　　月　　日

許 可
許 可 有 効 期 間 更 新

記

なお、この処分に不服のあるときは、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の規
定により、処分のあったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内（ただし、処分の
あった日の翌日から起算して１年以内）に厚生労働大臣に対し、審査請求をすることがで
きる。

厚生労働大臣

　　　年　　月　　日付けの労働者派遣事業に係る申請については、下記の理由により、

また、処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）の規定に
より、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内（ただし、処分の
あった日の翌日から起算して１年以内）に、国を被告（代表者は法務大臣）として提起す
ることができる。ただし、審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請
求に対する裁決があったことを知った日の翌日から６箇月以内（ただし、裁決のあった日
の翌日から起算して１年以内）に提起することができる。

通知書

印
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殿

（許可条件）

①

②

③

④

⑤

⑥

（①、②、③及び④の理由）

（⑤及び⑥の理由）

　労働者の職業生活の全期間にわたるその能力の有効な発揮及びその雇用の安定に資
すると認められる雇用慣行を考慮する必要があるため。

　許可後に届出により新設される労働者派遣事業を行う事業所においても、適正な事
業運営を確保する必要があるため。

労働者派遣事業を行う事業所を新設する場合においても、「許可基準」の所定の要
件を満たすこと。

　　　年　　月　　日

記

なお、この処分に不服のあるときは、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の規
定により、処分のあったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内（ただし、処分の
あった日の翌日から起算して１年以内）に厚生労働大臣に対し、審査請求をすることがで
きる。

厚生労働大臣

　　年　　月　　日付け許可番号　　　　の許可は下記の理由により次の許可条件を付し
て行う。

また、処分の取消しの訴えは、行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）の規定に
より、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内（ただし、処分の
あった日の翌日から起算して１年以内）に、国を被告（代表者は法務大臣）として提起す
ることができる。ただし、審査請求をした場合には、処分の取消しの訴えは、その審査請
求に対する裁決があったことを知った日の翌日から６箇月以内（ただし、裁決のあった日
の翌日から起算して１年以内）に提起することができる。

労 働 者 派 遣 事 業 許 可 条 件 通 知 書

専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行うものではないこ
と。

派遣先における団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議
の際に使用者側の直接当事者として行う業務について労働者派遣を行うものではない
こと。

労働保険・社会保険の適用基準を満たす派遣労働者の適正な加入を行うものである
こと。

また、労働者派遣事業を行う事業所を新設する場合にあっては、届出を行うに先
立って、事業主管轄労働局又は事業所管轄労働局に事業計画の概要及び派遣元責任者
となる予定の者等について説明を行うこと。

無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないこと。ま
た、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続してい
る派遣労働者については、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇しないこと。

印
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（派遣労働者用；常用、有期雇用型） 

労働条件通知書 

                                                                年  月  日 
          殿 

事業場名称・所在地 
使 用 者 職 氏 名 

契約期間 期間の定めなし、期間の定めあり（  年  月  日～  年  月  日） 
※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合に記入 
１ 契約の更新の有無 
 [自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他（   ）] 
２ 契約の更新は次により判断する。 
  ・契約期間満了時の業務量   ・勤務成績、態度    ・能力 
  ・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況 

・その他（                              ） 
３ 更新上限の有無（無・有（更新  回まで／通算契約期間  年まで）） 
【労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が５年を超える有期労働契約の締結の場合】 

本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約（無期労働契約）の締結の申込みをすること
により、本契約期間の末日の翌日（ 年 月 日）から、無期労働契約での雇用に転換することができ
る。この場合の本契約からの労働条件の変更の有無（ 無 ・ 有（別紙のとおり） ） 

【有期雇用特別措置法による特例の対象者の場合】 
無期転換申込権が発生しない期間： Ⅰ（高度専門）・Ⅱ（定年後の高齢者） 
Ⅰ 特定有期業務の開始から完了までの期間（   年  か月（上限10年）） 
Ⅱ 定年後引き続いて雇用されている期間 

就業の場所 （雇入れ直後）           （変更の範囲） 

従事すべき 

業務の内容 

（雇入れ直後）           （変更の範囲）  
 【有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合】 

・特定有期業務（             開始日：    完了日：    ） 

始業、終業の

時刻、休憩時

間、就業時転

換((1)～(5)
のうち該当す 

るもの一つに

○を付けるこ

と。)、所定時

間外労働の有

無に関する事

項 

１ 始業・終業の時刻等 
 (1) 始業（   時   分） 終業（   時   分） 
 【以下のような制度が労働者に適用される場合】 
 (2) 変形労働時間制等；（  ）単位の変形労働時間制・交替制として、次の勤務時間の

組み合わせによる。 
    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 
    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 
    始業（ 時 分） 終業（ 時 分） （適用日     ） 
  (3) ﾌﾚｯｸｽﾀｲﾑ制；始業及び終業の時刻は労働者の決定に委ねる。 

（ただし、ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾑ（始業） 時 分から  時 分、 
（終業） 時 分から  時 分、 

                     ｺｱﾀｲﾑ         時 分から  時 分） 
 (4) 事業場外みなし労働時間制；始業（ 時 分）終業（ 時 分） 
 (5) 裁量労働制；始業（ 時 分） 終業（ 時 分）を基本とし、労働者の決定に委ね

る。 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条、第 条～第 条 
２ 休憩時間（  ）分 
３ 所定時間外労働の有無 

（ 有 （１週  時間、１か月  時間、１年  時間），無 ） 
４ 休日労働（ 有 （１か月  日、１年  日）， 無 ） 

休   日 
及び 

勤 務 日 

・定例日；毎週  曜日、国民の祝日、その他（         ） 
・非定例日；週・月当たり  日、その他（          ） 
・１年単位の変形労働時間制の場合－年間  日 
（勤務日） 

毎週（      ）、その他（      ） 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

休   暇 １ 年次有給休暇 ６か月継続勤務した場合→     日 
         継続勤務６か月以内の年次有給休暇 （有・無） 
         → か月経過で  日 
         時間単位年休（有・無） 
２ 代替休暇（有・無） 
３ その他の休暇 有給（          ） 無給（          ） 
○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

（次頁に続く） 
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賃   金 １ 基本賃金 イ 月給（     円）、ロ 日給（     円） 

       ハ 時間給（    円）、 

       ニ 出来高給（基本単価    円、保障給    円） 

       ホ その他（     円） 

       ヘ 就業規則に規定されている賃金等級等 

 
２ 諸手当の額又は計算方法 

  イ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ロ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

    ハ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ニ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

    イ 所定時間外、法定超 月６０時間以内（   ）％ 

              月６０時間超 （   ）％ 

          所定超 （   ）％ 

  ロ 休日 法定休日（   ）％、法定外休日（   ）％ 

  ハ 深夜（   ）％ 

４ 賃金締切日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

５ 賃金支払日（   ）－毎月 日、（   ）－毎月 日 

６ 賃金の支払方法（            ） 

 ７ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（   ）） 

８ 昇給（ 有（時期、金額等        ） ， 無 ） 

９ 賞与（ 有（時期、金額等        ） ， 無  ） 

10 退職金（ 有（時期、金額等      ） ， 無 ） 

 

 
退職に関す 

る事項 

１ 定年制 （ 有 （  歳） ， 無 ） 

２ 継続雇用制度（ 有（  歳まで） ， 無 ） 
３ 創業支援等措置（ 有（  歳まで業務委託・社会貢献事業） ， 無 ） 
４ 自己都合退職の手続（退職する  日以上前に届け出ること） 

５ 解雇の事由及び手続 

 

○詳細は、就業規則第 条～第 条、第 条～第 条 

そ の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 その他（    ）） 
・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ） 
・中小企業退職金共済制度（加入している ， 加入していない）（※中小企業の場合） 
・企業年金制度（ 有（制度名           ） ， 無 ） 
・雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口 
  部署名       担当者職氏名        （連絡先         ） 
・その他（                                  ） 
・具体的に適用される就業規則名（         ） 

※以下は、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合についての説明です。 
 労働契約法第18条の規定により、有期労働契約（平成25年4月1日以降に開始するもの
）の契約期間が通算５年を超える場合には、労働契約の期間の末日までに労働者から申
込みをすることにより、当該労働契約の期間の末日の翌日から期間の定めのない労働契
約に転換されます。ただし、有期雇用特別措置法による特例の対象となる場合は、無期
転換申込権の発生については、特例的に本通知書の「契約期間」の「有期雇用特別措置
法による特例の対象者の場合」欄に明示したとおりとなります。 

以上のほかは、当社就業規則による。就業規則を確認できる場所や方法（             ） 
※ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第３４条第１項により、労働者

派遣をしようとするときは、派遣労働者に対して就業条件等を明示する必要があること。また、登録型派遣

労働者に対し、本通知書と就業条件明示書を同時に交付する場合、両者の記載事項のうち一致事項について、

一方を省略して差し支えないこと。 

※ 本通知書の交付は、労働基準法第１５条に基づく労働条件の明示及び短時間労働者及び有期雇用労働者の

雇用管理の改善等に関する法律（パートタイム・有期雇用労働法）第６条に基づく文書の交付を兼ねるもの

であること。 

※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。 
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【記載要領】 

１．労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成し、本人に

交付すること。 
交付の方法については、書面による交付のほか、労働者が希望する場合には、ファクシミ

リを利用する送信の方法、電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達す

るために用いられる電気通信の送信の方法（出力して書面を作成できるものに限る）によっ

ても明示することができる。 

２．各欄において複数項目の一つを選択する場合には、該当項目に○をつけること。 

３．下線部、破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付等の方法（上記１参照）に

より明示することが労働基準法により義務付けられている事項であること。また、退職金に

関する事項、臨時に支払われる賃金等に関する事項、労働者に負担させるべきものに関する

事項、安全及び衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助

に関する事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項については、当該事項を制度

として設けている場合には口頭又は書面等により明示する義務があること。 

網掛けの事項は、短時間労働者及び有期雇用労働者に対して書面の交付等により明示する

ことがパートタイム・有期雇用労働法により義務付けられている事項であること。 

４．労働契約期間については、労働基準法に定める範囲内とすること。 
また、「契約期間」について「期間の定めあり」とした場合には、契約の更新の有無及び

更新する場合又はしない場合の判断の基準（複数可）並びに更新上限の有無を明示すること。  
労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が５年を超える有期労働契約の

締結の場合には、無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件を明示すること。無期転換後

の労働条件を明示するに当たっては、本契約からの労働条件の変更の有無（変更がある場合

はその内容を含む。）を明示するか、本契約からの変更の有無にかかわらず明示すべき事項

ごとにその内容を明示すること。  
（参考） 労働契約法第１８条第１項の規定により、期間の定めがある労働契約の契約期間

が通算５年を超えるときは、労働者が申込みをすることにより、期間の定めのない

労働契約に転換されるものであること。この申込みの権利は契約期間の満了日ま

で行使できること。  
５．「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、雇入れ直後のもの及び将

来の就業場所や従事させる業務の変更の範囲を明示すること。 
  また、有期雇用特別措置法による特例の対象者（高度専門）の場合は、同法に基づき認定

を受けた第一種計画に記載している特定有期業務（専門的知識等を必要とし、５年を超える

一定の期間内に完了することが予定されている業務）の内容並びに開始日及び完了日も併

せて記載すること。なお、特定有期業務の開始日及び完了日は、「契約期間」の欄に記載す

る有期労働契約の開始日及び終了日とは必ずしも一致しないものであること。 

６．「始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換、所定時間外労働の有無に関する事項」の欄

については、当該労働者に適用される具体的な条件を明示すること。また、変形労働時間制、

フレックスタイム制、裁量労働制等の適用がある場合には、次に留意して記載すること。 

・変形労働時間制：適用する変形労働時間制の種類（１年単位、１か月単位等）を記載する

こと。その際、交替制でない場合、「・交替制」を＝で抹消しておくこと。 

・ フレックスタイム制：コアタイム又はフレキシブルタイムがある場合はその時間帯の開

始及び終了の時刻を記載すること。コアタイム及びフレキシブルタイムがない場合、

かっこ書きを＝で抹消しておくこと。 

・事業場外みなし労働時間制：所定の始業及び終業の時刻を記載すること。 
・裁量労働制：基本とする始業・終業時刻がない場合、「始業··········を基本とし、」の部

分を＝で抹消しておくこと。 

・交替制：シフト毎の始業・終業の時刻を記載すること。また、変形労働時間制でない場合、

「（  ）単位の変形労働時間制・」を＝で抹消しておくこと。 

７．「休日」の欄については、所定休日について曜日又は日を特定して記載すること。 
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８．「休暇」の欄については、年次有給休暇は６か月間継続勤務し、その間の出勤率が８割以

上であるときに与えるものであり、その付与日数を記載すること。時間単位年休は、労使協

定を締結し、時間単位の年次有給休暇を付与するものであり、その制度の有無を記載するこ

と。代替休暇は、労使協定を締結し、法定超えとなる所定時間外労働が１箇月６０時間を超

える場合に、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払に代えて有給の休暇を与えるも

のであり、その制度の有無を記載すること。 

また、その他の休暇については、制度がある場合に有給、無給別に休暇の種類、日数（期

間等）を記載すること。 

９．前記６、７及び８については、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、

所定時間外労働の有無以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻、休日

等に関する考え方を示した上、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的

に示すことで足りるものであること。 

10．「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。ただし、就業規

則に規定されている賃金等級等により賃金額を確定し得る場合、当該等級等を明確に示す

ことで足りるものであること。 

・ 法定超えとなる所定時間外労働については２割５分、法定超えとなる所定時間 外労

働が１箇月６０時間を超える場合については５割、法定休日労働については３割５分、深

夜労働については２割５分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる場合につ

いては５割、法定超えとなる所定時間外労働が１箇月６０時間を超え、かつ、深夜労働と

なる場合については７割５分、法定休日労働が深夜労働となる場合については６割以上

の割増率とすること。 

・ 破線内の事項は、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。ただし、

網掛けの事項は短時間労働者及び有期雇用労働者に関しては上記３のとおりであること。 
11．「退職に関する事項」の欄については、退職の事由及び手続、解雇の事由等を具体的に記

載すること。この場合、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合においては、当該労

働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるものであること。 

（参考） なお、定年制を設ける場合は、６０歳を下回ってはならないこと。 
また、６５歳未満の定年の定めをしている場合は、高年齢者の６５歳までの安定

した雇用を確保するため、次の①から③のいずれかの措置（高年齢者雇用確保措

置）を講じる必要があること。加えて、高年齢者の６５歳から７０歳までの安定し

た就業を確保するため、次の①から⑤のいずれかの措置（高年齢者就業確保措置）

を講じるよう努める必要があること。 

①定年の引上げ  ②継続雇用制度の導入  ③定年の定めの廃止 

④業務委託契約を締結する制度の導入 ⑤社会貢献事業に従事できる制度の導入 

12．「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険の加入状況及び雇用保険の適

用の有無のほか、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に関する事項、

職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰及び制裁に関す

る事項、休職に関する事項等を制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。 
中小企業退職金共済制度、企業年金制度（企業型確定拠出年金制度・確定給付企業年金制

度）により退職金制度を設けている場合には、労働条件として口頭又は書面等により明示す

る義務があること。 
「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」は、事業主が短時間労働者及び有期雇

用労働者からの苦情を含めた相談を受け付ける際の受付先を記入すること。 
13．各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で就業規則を

交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要しないこと。 

14．就業規則については、労働基準法により労働者への周知が義務付けられているものであり、

就業規則を備え付けている場所等を本通知書に記載する等して必要なときに容易に確認で

きる状態にする必要があるものであること。 

＊ この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様式どおりと

する必要はないこと。 様式-57



（派遣労働者用；日雇型） 

労働条件通知書 

                                                                年  月  日 

          殿 

事業場名称・所在地 

使 用 者 職 氏 名 

就 労 日 年   月   日 

就業の場所  

従事すべき 

業務の内容 

 

始業、終業の

時刻、休憩時

間、所定時間

外労働の有無

に関する事項 

１ 始業（   時   分） 終業（   時   分） 

２ 休憩時間（  ）分 

３ 所定時間外労働の有無（ 有 （  時間）、 無 ） 

 

賃   金 １ 基本賃金 イ 時間給（    円）、ロ 日給（     円） 

       ハ 出来高給（基本単価    円、保障給    円） 

       ニ その他（     円） 

２ 諸手当の額又は計算方法 

  イ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

  ロ（  手当    円 ／計算方法：           ） 

３ 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 

  イ 所定時間外、法定超（  ）％、所定超（  ）％、 

  ロ 深夜（  ）％   
４ 賃金支払日（   ）－（就業当日・その他（      ）） 

      （   ）－（就業当日・その他（      ）） 

５ 賃金の支払方法（            ） 

 ６ 労使協定に基づく賃金支払時の控除（無 ，有（   ））  

 

そ の 他 ・社会保険の加入状況（ 厚生年金 健康保険 その他（    ）） 

・雇用保険の適用（ 有 ， 無 ）・具体的に適用される就業規則名（         

）  

・その他 
 

 

以上のほかは、当社就業規則による。就業規則を確認できる場所や方法（             ） 
※ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第３４条第１項により、労働

者派遣をしようとするときは、派遣労働者に対して就業条件等を明示する必要があること。また、登録型

派遣労働者に対し、本通知書と就業条件明示書を同時に交付する場合、両者の記載事項のうち一致事項に

ついて、一方を省略して差し支えないこと。 

※ 労働条件通知書については、労使間の紛争の未然防止のため、保存しておくことをお勧めします。 
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【記載要領】 

１．労働条件通知書は、当該労働者の労働条件の決定について権限をもつ者が作成

し、本人に交付すること。 
交付の方法については、書面による交付のほか、労働者が希望する場合には、フ

ァクシミリを利用する送信の方法、電子メールその他のその受信をする者を特定

して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信の方法（出力して書面を作

成できるものに限る）によっても明示することができる。 

２．各欄において複数項目の一つを選択する場合には、該当項目に○をつけること。 

３．下線部、破線内及び二重線内の事項以外の事項は、書面の交付等の方法（上記１

参照）により明示することが労働基準法により義務付けられている事項であるこ

と。また、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び衛生に関する事

項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項、表彰及び制裁に関する事項に

ついては、当該事項を制度として設けている場合には口頭又は書面等により明示

する義務があること。 

  また、日雇の労働契約についても、労働契約の更新をする場合があるものは、

「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準」を書面等により明示するこ

とが労働基準法により義務付けられていること。 

４．「就業の場所」及び「従事すべき業務の内容」の欄については、具体的かつ詳細

に記載すること。 

５．「賃金」の欄については、基本給等について具体的な額を明記すること。 
・ 法定超えとなる所定時間外労働については２割５分、深夜労働については２

割５分、法定超えとなる所定時間外労働が深夜労働となる場合については５割

以上の割増率とすること。 
・ 破線内の事項は、制度として設けている場合に記入することが望ましいこと。 

６．「その他」の欄については、当該労働者についての社会保険の加入状況及び雇用

保険の適用の有無のほか、労働者に負担させるべきものに関する事項、安全及び

衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償及び業務外の傷病扶助に関

する事項、表彰及び制裁に関する事項、休職に関する事項等を制度として設けて

いる場合に記入することが望ましいこと。 
また、労働契約を更新する場合があるものについては、「期間の定めのある労

働契約を更新する場合の基準」を記入すること。 
（参考） 労働契約法第１８条第１項の規定により、期間の定めがある労働契約

の契約期間が通算５年を超えるときは、労働者が申込みをすることに

より、期間の定めのない労働契約に転換されるものであること。この申

込みの権利は契約期間の満了日まで行使できること。  
７．各事項について、就業規則を示し当該労働者に適用する部分を明確にした上で就

業規則を交付する方法によることとした場合、具体的に記入することを要しない

こと。 

８．就業規則については、労働基準法により労働者への周知が義務付けられているも

のであり、就業規則を備え付けている場所等を本通知書に記載する等して必要な

ときに容易に確認できる状態にする必要があるものであること。 

 ＊ この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様

式どおりとする必要はないこと。 
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　　　年　　　月　　　日

殿

事業所　名  称

所在地

使用者　職氏名 印

次の条件で労働者派遣を行います。

業務内容及び責任の
程度

事業所、部署名

所在地 （電話番号　　 　　　）

指揮命令者 職名 氏名

就業日

就業時間　　　時　　　分から　　　時　　　分まで

（うち休憩時間　　　時　　　分から　　　時　　　分まで）

安全及び衛生

時間外労働（無/有）→（１日　　　時間/週　　　時間/月　　　時間）

休日労働　（無/有）→（１月　　　回）

派遣元責任者 職名 氏名 （電話番号　　　　 　）

派遣先責任者 職名 氏名 （電話番号　　　 　　）

福利厚生施設の利用
等

申出先　派遣元：職名　　　 　　氏名　　　　　 　（電話番号　　 　　　）

　　　　派遣先：職名　　　 　　氏名　　　　　 　（電話番号　　　 　　）

派遣契約解除の場合
の措置

派遣先が派遣労働者
を雇用する場合の紛
争防止措置

備　考

苦情の処理・申出先

就業日及び就業時間

時間外労働及び休日
労働

モデル就業条件明示書

事業所の名称及び所
在地その他派遣就業
の場所

組織単位

派遣期間

　　　年　　　月　　　日から　　　年　　　月　　　日まで

 なお、派遣先の事業所における派遣可能期間の延長について、当該手続を適正に行っていない場合や派遣労働者
個人単位の期間制限の抵触日を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合は、派遣先は労働契約申込みみなし制
度の対象となる。

（派遣先の事業所における期間制限に抵触する日）令和 年 月 日

（組織単位における期間制限に抵触する日） 令和 年 月 日
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１　各欄において複数項目の一を選択する場合には該当項目に○印を付すこと。

２　「業務内容及び責任の程度」欄には、派遣先において従事する業務の内容、その業務に必

　要とされる能力、責任の程度等を具体的に記載すること。

３　「事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所」欄には、主な就業場所を記載するもの

　とし、それ以外に出張等により就業の場所が異なることがある場合には、備考欄に記載する

　こと。

４　「組織単位」欄には、課、グループ等の業務としての類似性や関連性がある組織であり、

　かつ、その組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有している組織を記載す

　ること。

５　派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所等の業務について、派遣先が派遣

可能期間の制限に抵触することとなる最初の日を「派遣期間」欄の　　 内に記載すること。

（派遣先の事業所単位の期間制限の抵触日）

　  また、派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所におけ

　る組織単位の業務について派遣元事業主が期間の制限に抵触することとなる最初の日を組

　織単位欄の　　　内に記載すること。（個人単位の期間制限の抵触日）

なお、組織単位における期間制限の抵触日は延長されることはないこと。

６　「就業日」は、具体的な曜日又は日を記載すること。
７　「安全及び衛生」欄には、次の事項のうち、派遣労働者が派遣先において業務を遂行する

に当たって、当該派遣労働者の安全、衛生を確保するために必要な事項に関し、就業条件を
記載すること。

・　危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項（例えば、危険有害業務に従事さ

　せる場合には、当該危険有害業務の内容、当該業務による危険又は健康障害を防止する措

　置の内容等）

・　健康診断の実施等健康管理に関する事項（例えば、有害業務従事者に対する特別な健康

　診断が必要な業務に就かせる場合には、当該健康診断の実施に関する事項等）

・　換気、採光、照明等作業環境管理に関する事項

・　安全衛生教育に関する事項（例えば、派遣元及び派遣先で実施する安全衛生教育の内容

　等）

・　免許の取得、技能講習の終了の有無等就業制限に関する事項（例えば、就業制限業務を

　行わせる場合には、当該業務を行うための免許や技能講習の種類等）

・　安全衛生管理体制に関する事項

・　その他派遣労働者の安全及び衛生を確保するために必要な事項

８　「時間外・休日労働」については、６の派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせるこ

　とができ、又は派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨

　の定めを労働者派遣契約において行った場合には、当該派遣就業をさせることができる日又

　は延長することができる時間数を記載すること。

    なお、労働者派遣契約においてこの定めをする場合には、当該定めの内容が派遣元事業主

　と派遣労働者との間の労働契約又は派遣元事業場における36協定により定められている内容

　の範囲内であることが必要である。

９　「派遣先責任者」は、派遣先責任者の選任を要しない場合であっても、派遣先責任者が選

任されている場合には記載すること。

10　「福利厚生施設の利用等」欄には、派遣先が派遣労働者に対し、診療所、給食施設等の施

　設であって現に派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、レクリエーショ

　ン等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の派遣労働者の福祉の増進のための便

　宜を提供する旨の定めを労働者派遣契約において行った場合には、その定めを記載すること。

11　「苦情の処理・申出先」欄には、派遣労働者から苦情の申出を受けた場合の苦情の処理に

　ついて、労働者派遣契約に定めた苦情の申出先、苦情の処理方法、派遣元事業主と派遣先の

　連携体制等を具体的に記載すること。

12　「派遣契約解除の場合の措置」欄には、派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由による

　労働者派遣契約の解除が行われた場合には派遣先と連携して新たな就業機会の確保を図るこ

　と、労働者派遣契約の解除に伴う解雇を行った場合には労働基準法等に基づく責任を果たす

モデル就業条件明示書記載要領　　　
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こと等派遣労働者の雇用の安定を図るための措置を具体的に記載すること。

13　「派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置」欄には労働者派遣の役務の提供を

　受ける者が、労働者派遣の終了後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する場合に、

　その雇用意思を事前に労働者派遣をする者に対し示すこと、当該者が職業紹介を行うことが

　可能な場合は職業紹介により紹介手数料を支払うことその他の労働者派遣の終了後に労働者

　派遣契約の当事者間の紛争を防止するために講ずる措置を記載すること。

14　「備考」欄

①　政令第４条第1項各号で定める業務について労働者派遣を行う場合は、政令の号番号を

②　派遣可能期間の制限を受けない業務に係る労働者派遣を行う場合は、それぞれ必要事項を

　「備考」欄に記載すること。

　・　事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務について労働者派遣を行う場合

　　は、その旨を記載すること。

　・　その業務が１か月間に行われる日数が当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の

　　労働者の１か月間の所定労働日数に比し相当程度少なくかつ月10日以下である業務につ

　　いて労働者派遣を行う場合は、(i)その旨、(ii)当該派遣先においてその業務が１か月間に

　　行われる日数、(iii)当該派遣先の通常の労働者の１か月間の所定労働日数を記載すること

　・　産前産後休業、育児休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行う場合は、

　　派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日

　　を記載すること。

　・　介護休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行う場合は、派遣先におい

　　て休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日を記載する

　　こと

③　紹介予定派遣に係る労働者派遣である場合には、(i)紹介予定派遣である旨、(ii)紹介予定

　派遣を得て派遣先が雇用する場合に予定される雇用契約の期間の定めの有無等の労働者派

　遣契約において定めた紹介予定派遣に関する事項、(iii)紹介予定派遣を受けた派遣先が、職

　業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受ける者を雇用しなかった場合

　には、それぞれのその理由を、派遣労働者の求めに応じ、書面、ファクシミリ又は電子メ

　ール（ファクシミリ又は電子メールによる場合にあっては、当該派遣労働者が希望した場

　合に限る。）により、派遣労働者に対して明示する旨、(iv)紹介予定派遣を経て派遣先が雇

　用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、労働者派遣の期間を勤務期間

　に含めて算入する場合はその旨を「備考」欄に記載すること。

④　労働者派遣に関する料金の額を記載する場合は、次のいずれかを日額、月額等わかるよ

　うにした上で「備考」欄に記載すること。

　・　当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額

　・　当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における労働者派遣に関する料金の額の

　　平均額

⑤　該当する各法令に基づき、健康保険被保険者資格取得届、厚生年金保険被保険者資格取得

　届、雇用保険被保険者資格取得届の書類が行政機関に提出されていない場合は、その理由

　を記載すること。

15　個々の派遣労働者に明示される就業条件は、労働者派遣契約の定めた就業条件の範囲内で

　なければならないこと。

　　のいずれかであり、かつその旨を「備考」欄に記載すること。

  合は、この限りではない。

  記載すること。ただし、日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場

　・ 「日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合」とは、

　　(i)　無期雇用労働者(a)の労働者派遣に限る場合

    (ⅱ) 契約期間が31日以上の有期雇用労働者(b)の労働者派遣に限る場合

　  (ⅲ) (a)又は(b)の労働者派遣に限る場合
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 （派遣労働者名）殿

（派遣元事業主の事業所の名称）　（派遣元事業主の事業所の所在地）

　電話　（電話番号）

次の条件で労働者派遣を行います。

業務内容及び責任の程度 　（業務内容・責任の程度）

事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所　（就業場所の名称）（就業場所の所在地）

組織単位

指揮命令者　（指揮命令者の職名）　（指揮命令者の氏名）

派遣期間　（派遣期間の開始日）から（派遣期間の終了日）まで

派遣先の事業所における期間制限抵触日

組織単位の期間制限抵触日

※派遣先の事業所における派遣可能期間の延長について、当該手続を適正に行っていない場
合や派遣労働者個人単位の期間制限の抵触日以降労働者派遣の役務の提供を受けた場合
は、派遣先は労働契約申込みみなし制度の対象となる。

就業日　（就業日）

就業時間　（就業開始時間）から（就業終了時間）まで

休憩時間　（休憩開始時間）から（休憩終了時間）まで

安全及び衛生　（安全及び衛生に関すること）

時間外労働　（有又は無）　（１日、１週又は１月当たりの時間数）

休日労働　（有又は無）

派遣元責任者　（派遣元責任者の職名）　（派遣元責任者の氏名）

派遣先責任者　（派遣先責任者の職名）　（派遣先責任者の氏名）

福利厚生施設の利用等　（福利厚生施設の利用等に関すること）

苦情の処理・申出先　派遣元　（処理・申出先の職名）　（処理・申出先の氏名）

　　　　　（処理・申出先の電話番号）　

　派遣先　（処理・申出先の職名）　（処理・申出先の氏名）

 （処理・申出先の電話番号）

派遣契約解除の場合の措置　（派遣契約解除の場合の措置に関すること）

派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置

備考

モデル就業条件明示書（日雇派遣・携帯メール用）

様式-63



              モデル就業条件明示書（日雇派遣・携帯メール用）記載要領

１　派遣労働者の使用する携帯電話において受信することのできる最大の文字数を考慮し、最
　大の文字数を超える場合においては、分割して送信すること。
２　携帯電話の画面においては、１行に表示できる文字数が少ないことから、派遣労働者が就
　業条件を確認しやすくするため、項目ごとに改行するとともに、項目間においては１行空け
　ること。
３　カッコが付されているものについては、カッコをはずしてカッコ内の事項を具体的にメー
　ル本文に記載すること。また、カッコが付されていないものについては、そのままメール本
　文に記載すること。
４　「業務内容及び責任の程度」欄には、派遣先において従事する業務の内容、その業務に必
　　要とされる能力、責任の程度等を具体的に記載すること。
５　「事業所の名称及び所在地その他派遣就業の場所」欄には、主な就業場所を記載するもの
　とし、それ以外に出張等により就業の場所が異なることがある場合には、備考欄に記載する
　こと。
６　「組織単位」欄には、課、グループ等の業務としての類似性や関連性がある組織であり、
　かつ、その組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有している組織を記載す
　ること。
７　派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所等の業務について、派遣先が派遣可
　能期間の制限に抵触することとなる最初の日を「派遣先の事業所における期間制限抵触日」
　欄に記載すること。
８　派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織
　単位の業務について派遣元事業主が期間の制限に抵触することとなる最初の日を「組織単位
　の期間制限抵触日」欄に記載すること。
９　「就業日」は、具体的な曜日又は日を記載すること。
10　「安全及び衛生」欄には、次の事項のうち、派遣労働者が派遣先において業務を遂行する
　に当たって、当該派遣労働者の安全、衛生を確保するために必要な事項に関し、就業条件を
　記載すること。
  ・　危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項（例えば、危険有害業務に従事さ
　　せる場合には、当該危険有害業務の内容、当該業務による危険又は健康障害を防止する措
　　置の内容等）
  ・　健康診断の実施等健康管理に関する事項（例えば、有害業務従事者に対する特別な健康
　　診断が必要な業務に就かせる場合には、当該健康診断の実施に関する事項等）
  ・　換気、採光、照明等作業環境管理に関する事項
  ・　安全衛生教育に関する事項（例えば、派遣元及び派遣先で実施する安全衛生教育の内容
　　等）
  ・　免許の取得、技能講習の終了の有無等就業制限に関する事項（例えば、就業制限業務を
　　行わせる場合には、当該業務を行うための免許や技能講習の種類等）
  ・　安全衛生管理体制に関する事項
  ・　その他派遣労働者の安全及び衛生を確保するために必要な事項
11　「時間外・休日労働」については、その有無を記載すること。また、９の派遣就業をする
　日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は派遣就業の開始の時刻から終了の時刻まで
　の時間を延長することができる旨の定めを労働者派遣契約において行った場合には、当該派
　遣就業をさせることができる日又は延長することができる１日当たり、１週当たり又は１月
　当たりの時間数を記載すること。
    なお、労働者派遣契約においてこの定めをする場合には、当該定めの内容が派遣元事業主
　と派遣労働者との間の労働契約又は派遣元事業場における36協定により定められている内容
　の範囲内であることが必要である。
12　「派遣先責任者」は、派遣先責任者の選任を要しない場合であっても、派遣先責任者が選
　任されている場合には記載すること。
13　「福利厚生施設の利用等」欄には、派遣先が派遣労働者に対し、診療所、給食施設等の施
　設であって現に派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、レクリエーショ
　ン等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与その他の派遣労働者の福祉の増進のための便
　宜を提供する旨の定めを労働者派遣契約において行った場合には、その定めを記載すること。
14　「苦情の処理・申出先」欄には、派遣労働者から苦情の申出を受けた場合の苦情の処理に
　ついて、労働者派遣契約に定めた苦情の申出先、苦情の処理方法、派遣元事業主と派遣先の
　連携体制等を具体的に記載すること。
15　「派遣契約解除の場合の措置」欄には、派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由による
　労働者派遣契約の解除が行われた場合には派遣先と連携して新たな就業機会の確保を図るこ
　と、労働者派遣契約の解除に伴う解雇を行った場合には労働基準法等に基づく責任を果たす
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こと等派遣労働者の雇用の安定を図るための措置を具体的に記載すること。
16　「派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置」欄には労働者派遣の役務の提供を
   受ける者が、労働者派遣の終了後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する場合に、
　その雇用意思を事前に労働者派遣をする者に対し示すこと、当該者が職業紹介を行うことが
　可能な場合は職業紹介により紹介手数料を支払うことその他の労働者派遣の終了後
  に労働者派遣契約の当事者間の紛争を防止するために講ずる措置を記載すること
17　「備考」欄
　①　政令第４条第1項各号で定める業務について労働者派遣を行う場合は、政令の号番号を

　　(i)　無期雇用労働者(a)の労働者派遣に限る場合

    (ⅱ) 契約期間が31日以上の有期雇用労働者(b)の労働者派遣に限る場合

　  (ⅲ) (a)又は(b)の労働者派遣に限る場合

　②　派遣可能期間の制限を受けない業務に係る労働者派遣を行う場合は、それぞれ必要事項
　　を「備考」欄に記載すること。
    ・　事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務について労働者派遣を行う場合
　　　は、その旨を記載すること。
    ・　その業務が１か月間に行われる日数が当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の
　　　労働者の１か月間の所定労働日数に比し相当程度少なくかつ月10日以下である業務につ
　　　いて労働者派遣を行う場合は、(ⅰ)その旨、(ⅱ)当該派遣先においてその業務が１か月
　　　間に行われる日数、(ⅲ)当該派遣先の通常の労働者の１か月間の所定労働日数を記載す
　　　ること。
    ・　産前産後休業、育児休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行う場合は、
　　　派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日
　　　を記載すること。
    ・　介護休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行う場合は、派遣先におい
　　　て休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日を記載するこ
　　　と
  ③　紹介予定派遣に係る労働者派遣である場合には、(ⅰ)紹介予定派遣である旨、(ⅱ)紹介
　　予定派遣を得て派遣先が雇用する場合に予定される雇用契約の期間の定めの有無等の労働
　　者派遣契約において定めた紹介予定派遣に関する事項、(ⅲ)紹介予定派遣を受けた派遣先
　　が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受ける者を雇用しなかっ
　　た場合には、それぞれのその理由を、派遣労働者の求めに応じ、書面、ファクシミリ又は
　　電子メール（ファクシミリ又は電子メールによる場合にあっては、当該派遣労働者が希望
　　した場合に限る。）により、派遣労働者に対して明示する旨、(ⅳ)紹介予定派遣を経て派
　　遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、労働者派遣の期間を
　　勤務期間に含めて算入する場合はその旨を「備考」欄に記載すること。
　④　労働者派遣に関する料金の額を記載する場合は、次のいずれかを日額、月額等わかるよ
　　うにした上で「備考」欄に記載すること。
　　・　当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額
　　・　当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における労働者派遣に関する料金の額の
　　　平均額
　⑤　該当する各法令に基づき、健康保険被保険者資格取得届、厚生年金保険被保険者資格
　　取得届、雇用保険被保険者資格取得届の書類が行政機関に提出されていない場合は、
　　その理由を記載すること。
18　個々の派遣労働者に明示される就業条件は、労働者派遣契約の定めた就業条件の範囲内で
　なければならないこと。

  記載すること。ただし、日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかで

ある場合は、この限りではない。
　・ 「日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合」とは、

　　のいずれかであり、かつその旨を「備考」欄に記載すること。
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  診 断 書  
１ 氏名                                         男・女 

        年   月   日生（    歳） 

  住所 

２ 医学的診断 

  診断名（※判断能力に影響するものを記載してください。） 
 
 
 
  所見（現病歴，現在症，重症度，現在の精神状態と関連する既往症・合併症など） 
 
 
 
 
 
 

各種検査 
長谷川式認知症スケール     （□    点（     年  月  日実施） □ 実施不可） 

ＭＭＳＥ            （□    点（     年  月  日実施） □ 実施不可） 

脳の萎縮または損傷の有無 
□ あり ⇒（□ 部分的にみられる  □ 全体的にみられる  □ 著しい  □ 未実施） 
□ なし  

知能検査 
 
その他 

 
短期間内に回復する可能性 

  □ 回復する可能性は高い   □ 回復する可能性は低い   □ 分からない 
（特記事項） 

   

  

３ 認知（外界を認識すること）、判断（物事の是非善悪を考え定めること）、意思疎通（自らの考えを的確に
相手に伝えること）に係る能力についての意見 

 □ 自ら認知、判断及び意思疎通を行うことができる。  

 □ 支援を受けなければ，自ら認知、判断及び意思疎通を行うことが難しい場合がある。 

 □ 支援を受けなければ，自ら認知、判断及び意思疎通を行うことができない。 

 □ 支援を受けても，自ら認知、判断及び意思疎通を行うことができない。 

（意見）※ 慎重な検討を要する事情等があれば，記載してください。 

 

 

 

 
 

 
裏面に続く 

（表 面） 
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判定の根拠 
(1) 見当識の障害の有無 

□ あり ⇒（□ まれに障害がみられる □ 障害がみられるときが多い □ 障害が高度） 
□ なし 

  
  

(2) 他人との意思疎通の障害の有無 
□ あり ⇒（□ 意思疎通ができないときもある □ 意思疎通ができないときが多い 

□ 意思疎通ができない） 
□ なし 

  
  

(3) 理解力・判断力の障害の有無 
□ あり ⇒（□ 問題はあるが程度は軽い □ 問題があり程度は重い □ 問題が顕著） 
□ なし 

  
  

(4) 記憶力の障害の有無 
□ あり ⇒（□ 問題はあるが程度は軽い □ 問題があり程度は重い □ 問題が顕著） 
□ なし 

  
  

(5) その他（※上記以外にも判断能力に関して判定の根拠となる事項等があれば記載してください。） 
     
     
     
参考となる事項（本人の心身の状態，日常的・社会的な生活状況等） 

  
  

以上のとおり診断します。                      年   月   日 

 病院又は診療所の名称・所在地 

担当診療科名 

 担当医師氏名                                                        印 

 

（裏 面） 
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（日本産業規格Ａ列４）

厚生労働省発職派　　号

年 　月 　日

                      殿

厚　生  労　働　大　臣　　印　　

○　○　労　働　局　長　　印　　

　　　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第49条の２

　　第１項の規定に基づき、下記の理由により　　年　　月　　日　　　　　　　

　　の事業所において、下記の事項を実施するよう勧告する。

　　　なお、この勧告に従わない場合には、その旨を公表することがあることを申し添える。

労働者派遣受入適正実施勧告書

記
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（日本産業規格Ａ列４）

厚生労働省発職派　　号

年 　月 　日

                      殿

厚　生  労　働　大　臣　　印　　

○　○　労　働　局　長　　印　　

　　　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第48条

　　第２項の規定に基づき、　年　　月　　日　　　　　　　
許　　可、
届出受理、

　　　　　　　の事業所において、下記の事項を実施するよう勧告する。

労　働　者　派　遣　事　業　勧　告　書

記

許 可 番 号
届出受理番号
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（日本産業規格Ａ列４）

厚生労働省発職派　　号

年 　月 　日

                      殿

厚　生  労　働　大　臣　　印　　

○　○　労　働　局　長　　印　　

　　　労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第48条

　　第３項の規定に基づき、　　年　　月　　日　　　　　　　　の事業主において、　　

　　下記の事項を実施するよう指示する。

　　　なお、この指示に従わない場合には、 ことがあることを申し

　　添える。

労　働　者　派　遣　事　業　指　示　書

記

許可を取り消す
事業廃止を命じる
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No.　　　　　　　

　下記の者は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保

護等に関する法律第53条第１項により厚生労働大臣の委嘱した労働者

派遣事業適正運営協力員であることを証明する。

氏 名 　　　　　　　　（　年　月　日生）

任 期 　　　　年　月　日まで

発 行 日 　　　　年　月　日

所 在 地 　○○○○○

発 行 者 　○○労働局長

・この証明書の記載事項の訂正したものは無効とする。

・この証明書の有効期間は表面の任期の終了日までとする。

・この証明書は他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

・この証明書を紛失したときは、直ちに発行者に届け出なければならない。

・この証明書は、新たな証明書の交付を受けたとき、任期を終了したとき、

　又は退任したときには直ちに返納しなければならない。

・労働者派遣事業適正運営協力員は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及

　び派遣労働者の保護等に関する施策に協力して、労働者派遣をする事業主、

　労働者派遣の役務の提供を受ける者、労働者等の相談に応じ、及びこれら

　の者に対する専門的な助言を行う。

・労働者派遣事業適正運営協力員は、正当な理由がある場合でなければ、そ

　の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。労働者派遣事業

　適正運営協力員でなくなった後においても、同様とする。

　　　身分証明証

（注意事項）

（労働者派遣事業適正運営協力員について）
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 年 月 日 
 
（派遣元） 

 御中   
 

（派遣先）           
 
 

比較対象労働者の待遇等に関する情報提供 
 
 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 26 条第７
項に基づき、比較対象労働者の待遇等に関する情報を下記のとおり情報提供いたします。 

 
 
１．比較対象労働者の職務の内容（業務の内容及び責任の程度）、当該職務の内容及び配置

の変更の範囲並びに雇用形態 
 
（１）業務の内容 

① 職種： 
② 中核的業務： 
③ その他の業務： 
  

（２）責任の程度 
① 権限の範囲    ：  
② トラブル・緊急対応：  
③ 成果への期待・役割：  
④ 所定外労働    ：  

（⑤ その他      ：        ） 
 
（３）職務の内容及び配置の変更の範囲 

① 職務の内容の変更の範囲：  
② 配置の変更の範囲：  

 
（４）雇用形態 

例１：正社員（年間所定労働時間○時間） 
例２：有期雇用労働者（年間所定労働時間○時間、通算雇用期間○年） 
例３：仮想の通常の労働者（年間所定労働時間○時間） 
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２．比較対象労働者を選定した理由 
 比較対象労働者：  

 
（理由） 

 
 
 
 
 
＜参考：チェックリスト＞  
 

比較対象労働者（次の①～⑥の優先順位により選出） 対象者の有無 
（○or×） 

① 職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範
囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者 

 

② 職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通
常の労働者 

 

③ 業務の内容又は責任の程度のいずれかが派遣労働者と
同一である見込まれる通常の労働者 

 

④ 職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一
であると見込まれる通常の労働者 

 

⑤ ①から④までに相当する短時間・有期雇用労働者 
※ 派遣先の通常の労働者との間で短時間・有期雇用労

働法等に基づく均衡が確保されている者に限る。 

 

⑥ 派遣労働者と同一の職務の内容で業務に従事させるた
めに新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合に
おける当該通常の労働者（仮想の通常の労働者） 
※ 派遣先の通常の労働者との間で適切な待遇が確保さ

れている者に限る。 
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３．待遇の内容等 
（１）比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容（昇給、賞与その他の主な待遇がない場合に

はその旨） 
（２）比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び待遇を行う目的 
（３）待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項 
 

（待遇の種類） 
（ 待 遇 の

内容） 
（待遇の性質・目的） （待遇決定に当たって考慮した事項） 

 
 

① 基本給 
   

 
② 賞与 
   

 
③ 役職手当：制度○ 
   

 
④ 特殊作業手当：制度○ 
   

 
⑤ 特殊勤務手当：制度○ 
   

 
⑥ 精皆勤手当：制度○ 
   

 
⑦ 時間外労働手当（法定割増率以上）：制度○ 
   

 
⑧ 深夜及び休日労働手当（法定割増率以上）：制度○ 
   

 
⑨ 通勤手当：制度○ 
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⑩ 出張旅費：制度○ 
   

 
⑪ 食事手当：制度○ 
   

 
⑫ 単身赴任手当：制度○ 
   

 
⑬ 地域手当：制度○ 
   

 
⑭ 食堂：施設○ 
   

 
⑮ 休憩室：施設○ 
   

 
⑯ 更衣室：施設○ 
   

 
⑰ 転勤者用社宅：制度○ 
   

 
⑱ 慶弔休暇：制度○ 
   

 
⑲ 健康診断に伴う勤務免除及び有給：制度○ 
   

 
⑳ 病気休職：制度○ 
   

 
㉑ 法定外の休暇（慶弔休暇を除く）：制度○ 
   

 
㉒ 教育訓練：制度○ 
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㉓ 安全管理に関する措置及び給付：制度○ 
   

 
㉔ 退職手当：制度○ 
   

 
㉕ 住宅手当：制度○ 
   

 
㉖ 家族手当：制度○ 
   

 
㉗ ○○○：制度○ 
   

 
※ 個々の待遇に係る制度がある場合には、（１）～（３）の事項を情報提供することが必

要であり、当該制度がない場合には、制度がない旨を情報提供することが必要。 
制度がない場合には、表形式ではなく、制度がない個々の待遇をまとめて記載するこ

とでも差し支えない。 
＜制度がない旨の記載例＞ 

○○手当、○○手当、○○手当、○○休暇については、制度がないため、支給等し
ていない。 

 
※ 提供すべき情報が形式的に不足していた場合、虚偽の情報を提供した場合、比較対象

労働者の選定が不適切であった場合等については、労働者派遣法第 26 条第７項違反と
して、派遣先（労働者派遣の役務の提供を受ける者）の勧告及び公表の対象となる場合
があるため、正確に情報提供すること。 

 
※ 派遣元は、派遣先から提供された比較対象労働者の待遇等に関する情報のうち個人情

報に該当するものの保管及び使用について、派遣労働者の待遇の確保等の目的の範囲に
限ること。個人情報に該当しない待遇情報の保管及び使用等についても、派遣労働者の
待遇の確保等の目的の範囲に限定する等適切な対応が必要となること。 
 また、比較対象労働者の待遇等に関する情報は労働者派遣法第二十四条の四の秘密を
守る義務の対象となるため、派遣元は、正当な理由なく、当該情報を他に漏らしてはな
らないこと。 

これらに違反する派遣元は、指導等の対象となることに留意すること。 
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 （記入例：比較対象労働者が１人の場合） ※ 点線囲みは留意点 

 
 

令和△年△月△日 
 
（派遣元） 
○○○株式会社 御中 
 

（派遣先）           
□□□株式会社        

役職 ・・・ 氏名 ・・・ 
 
 

比較対象労働者の待遇等に関する情報提供 
 
 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 26 条第７
項に基づき、比較対象労働者の待遇等に関する情報を下記のとおり情報提供いたします。 

 
 
１．比較対象労働者の職務の内容（業務の内容及び責任の程度）、当該職務の内容及び配置

の変更の範囲並びに雇用形態【則第 24 条の４第１号イ関係】 
 
（１）業務の内容 

① 職種：衣料品販売店員 ＜厚生労働省編職業細分類 045-07＞ 
※ 例えば、厚生労働省編職業細分類により記載。 
※ 例として細分類を記載しているのは、業務の内容が同一であるかどうかの判断を細

分類を目安として行うこととしていることによる。 
② 中核的業務：品出し、レジ、接客 
③ その他の業務：クレーム対応 

※ 中核的業務以外の比較対象労働者が従事する業務を記載。 
 
（２）責任の程度 

① 権限の範囲    ：副リーダー（◇等級中◇等級） 
（仕入れにおける契約権限なし、部下２名） 

② トラブル・緊急対応：リーダー不在である間の週１回程度対応 
③ 成果への期待・役割：個人単位で月の売上げ目標 30 万円 
④ 所定外労働    ：週２回、計５時間程度（品出しのため） 

（⑤ その他      ：        ） 
※「その他」については、責任の程度を指すものがあれば記載 
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 （記入例：比較対象労働者が１人の場合） ※ 点線囲みは留意点 

 
 

（３）職務の内容及び配置の変更の範囲 
① 職務の内容の変更の範囲：他の服飾品の販売に従事する可能性あり 

               リーダー又は店長まで昇進する可能性あり 
② 配置の変更の範囲：２～３年に１回程度、転居を伴わない範囲で人事異動あり 

 
（４）雇用形態 

例１：正社員（年間所定労働時間◇時間） 
例２：有期雇用労働者（年間所定労働時間◇時間、通算雇用期間◇年） 
例３：仮想の通常の労働者（年間所定労働時間◇時間） 

 
 
２．比較対象労働者を選定した理由【則第 24 条の４第１号ロ関係】 
 比較対象労働者：業務の内容が同一である通常の労働者（該当する 10 名中の１名） 

【以下の参考の※の③】 
（理由） 

受け入れようとする派遣労働者と職務の内容及び配置の変更の範囲又は職務の内容
が同一である通常の労働者はいないが、業務の内容が同一である通常の労働者がいるた
め。 

 
＜参考：チェックリスト＞  
 

比較対象労働者（次の①～⑥の優先順位により選出） 対象者の有無 
（○or×） 

① 職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範
囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者 

× 

② 職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通
常の労働者 

× 

③ 業務の内容又は責任の程度のいずれかが派遣労働者と
同一である見込まれる通常の労働者 

○ 

④ 職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一
であると見込まれる通常の労働者 

― 

⑤ ①から④までに相当する短時間・有期雇用労働者 ― 
⑥ 派遣労働者と同一の職務の内容で業務に従事させるた

めに新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合に
おける当該通常の労働者（仮想の通常の労働者） 

― 
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 （記入例：比較対象労働者が１人の場合） ※ 点線囲みは留意点 

 
 

３．待遇の内容等 
（１）比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容（昇給、賞与その他の主な待遇がない場合に

はその旨）【則第 24 条の４第１号ハ関係】 
（２）比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び待遇を行う目的【則第 24 条の４第１号

ニ関係】 
（３）待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項【則第 24 条の４第１号ホ関係】 
 

（待遇の種類） 
（ 待 遇 の

内容） 
（待遇の性質・目的） （待遇決定に当たって考慮した事項） 

 
 

① 基本給 
20 万円 
／月 

・労働に対する基本的な対
償として支払われるもの 

・労働者の能力の向上のた
めの努力を促進する目的 

・長期勤続を奨励する目的 

能力・経験、勤続年数を考慮。 
能力・経験：定型的な販売業務の処理、ク

レーム対応が可能 
勤続年数：１年目（入社後４か月） 

 
② 賞与 
40 万円 
／年 

・会社の利益を分配するこ
とによって、社員の士気を
高める目的 

基本給額、支給月数により算定 
個人業績に係る評価を考慮 
個人業績：Ｂ評価（「特に優秀」、「優秀」、

「普通」の三段階評価の中評価） 
 

③ 役職手当：制度有 
２万円 
／月 

・一般社員にはない特別な
責任と役割に応じて支給
されるもの 

・一定の責任と役割の履行
を促進する目的 

責任の程度を考慮 
役職：副リーダー 

 
④ 特殊作業手当：制度無 
― ― ― 

 
⑤ 特殊勤務手当：制度無 
― ― ― 
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 （記入例：比較対象労働者が１人の場合） ※ 点線囲みは留意点 

 
 

⑥ 精皆勤手当 
０円 ・一定数の業務を行う人数

を確保するための皆勤を
奨励する目的 

責任の程度と出勤状況を考慮し、部下が
いない場合であり、かつ無欠勤の場合に
一律１万円を支給 
責任の程度：部下２名 
欠勤の有無：無欠勤 

 
⑦ 時間外労働手当（法定割増率以上）：制度無 
― ― ― 

 
⑧ 深夜及び休日労働手当（法定割増率以上）：制度無 
― ― ― 

 
⑨ 通勤手当：制度有 
２万円 
（実費） 
／月 

・通勤に要する交通費を補
填する目的 

通勤距離を考慮 
（上限５万円／月） 
 

 
⑩ 出張旅費：制度有 
０円 ・出張に要する交通費を補

填する目的 
出張距離を考慮 
出張なし 

 
⑪ 食事手当：制度無 
― ― ― 

 
⑫ 単身赴任手当：制度無 
― ― ― 

 
⑬ 地域手当：制度無 
― ― ― 

 
⑭ 食堂：施設有 
食堂無 ・業務の円滑な遂行に資す

る目的 
就業する事業所に食堂があるか否かを考
慮し、食堂がある場合には利用の機会を
付与 
就業する事業所：Ａ支店（食堂無） 
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 （記入例：比較対象労働者が１人の場合） ※ 点線囲みは留意点 

 
 

⑮ 休憩室：施設無 
― ― ― 

 
⑯ 更衣室：施設有 
利用可 ・業務の円滑な遂行に資す

る目的 
就業する事業所に更衣室があるか否かを
考慮し、更衣室がある場合には利用の機
会を付与 
就業する事業所：Ａ支店（更衣室有） 

 
⑰ 転勤者用社宅：制度有 
利用無 ・住居を確保し、転勤に伴う

負担を軽減する目的 
職務の内容及び人材活用の範囲を考慮
し、転勤がある場合に提供 
職務の内容及び人材活用の範囲：転勤を
伴う人事異動なし 

 
⑱ 慶弔休暇：制度有 
10 日／年 ・慶弔行事に参加するため

に仕事から離れる機会を
与える目的 

勤続年数を考慮 
勤続１年以上の者に有給の休暇を一律 10
日／年付与 

 
⑲ 健康診断に伴う勤務免除及び有給：制度無 
― ― ― 

 
⑳ 病気休職：制度無 
― ― ― 

 
㉑ 法定外の休暇（慶弔休暇を除く）：制度無 
― ― ― 

 
㉒ 教育訓練：制度有 
接 客 に 関
す る 教 育
訓練 

・職務の遂行に必要な技能
又は知識を習得する目的 

業務の内容を考慮 
接客に従事する場合には、６か月に１回、
希望者に限り、接客に関する基礎を習得
するための教育訓練を実施 

 
㉓ 安全管理に関する措置及び給付：制度無 
― ― ― 
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 （記入例：比較対象労働者が１人の場合） ※ 点線囲みは留意点 

 
 

㉔ 退職手当：制度有 
０円 ・長期勤続を奨励する目的 

・退職後の生活を保障する
目的 

基本給額、勤続年数、離職理由により算定 
勤続３年であって、会社都合により退職
した場合は、基本給額１か月分の退職手
当を支給 
勤続年数：２年目（入社後１年３か月） 

 
㉕ 住宅手当：制度無 
― ― ― 

 
㉖ 家族手当：制度有 
１万円 
／月 

・労働者の家族を扶養する
ための生活費を補助する
目的 

扶養家族の人数を考慮し、扶養家族１人
につき１万円を支給（上限３万円） 
扶養家族：１人 

 
㉗ ◇◇◇：制度◇ 
― ― ― 

 
※ 個々の待遇に係る制度がある場合には、（１）～（３）の事項を情報提供することが

必要であり、当該制度がない場合には、制度がない旨を情報提供することが必要。 
制度がない場合には、表形式ではなく、制度がない個々の待遇をまとめて記載するこ

とでも差し支えない。 
＜制度がない旨の記載例＞ 

◇◇手当、◇◇手当、◇◇手当、◇◇休暇については、制度がないため、支給等し
ていない。 

 
※ 提供すべき情報が形式的に不足していた場合、虚偽の情報を提供した場合、比較対象

労働者の選定が不適切であった場合等については、労働者派遣法第 26 条第７項違反と
して、派遣先（労働者派遣の役務の提供を受ける者）の勧告及び公表の対象となる場合
があるため、正確に情報提供すること。 
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（記入例：比較対象労働者が複数の場合） ※ 点線囲みは留意点 

 
 

令和△年△月△日 
 
（派遣元） 
○○○株式会社 御中 
 

（派遣先）           
□□□株式会社        

役職 ・・・ 氏名 ・・・ 
 
 

比較対象労働者の待遇等に関する情報提供 
 
 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 26 条第７
項に基づき、比較対象労働者の待遇等に関する情報を下記のとおり情報提供いたします。 

 
 
１．比較対象労働者の職務の内容（業務の内容及び責任の程度）、当該職務の内容及び配置

の変更の範囲並びに雇用形態【則第 24 条の４第１号イ関係】 
 
（１）業務の内容 

① 職種：衣料品販売店員 ＜厚生労働省編職業細分類 045-07＞ 
※ 例えば、厚生労働省編職業細分類により記載。 
※ 例として細分類を記載しているのは、業務の内容が同一であるかどうかの判断を細

分類を目安として行うこととしていることによる。 
② 中核的業務：品出し、レジ、接客 
③ その他の業務：クレーム対応 

※ 中核的業務以外の比較対象労働者が従事する業務を記載。 
 
（２）責任の程度 

① 権限の範囲    ：副リーダー（◇等級中◇等級） 
（仕入れにおける契約権限なし、部下１～３名） 

② トラブル・緊急対応：リーダー不在である間の週１～２回程度対応 
③ 成果への期待・役割：個人単位で月の売上げ目標 20～50 万円 
④ 所定外労働    ：週０～３回、計０～６時間程度（品出しのため） 

（⑤ その他      ：        ） 
※「その他」については、責任の程度を指すものがあれば記載 
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（記入例：比較対象労働者が複数の場合） ※ 点線囲みは留意点 

 
 

（３）職務の内容及び配置の変更の範囲 
① 職務の内容の変更の範囲：他の服飾品の販売に従事する可能性あり 

               リーダー又は店長まで昇進する可能性あり 
② 配置の変更の範囲：２～３年に１回程度、転居を伴わない範囲で人事異動あり 

 
（４）雇用形態 

例１：正社員（年間所定労働時間◇時間） 
例２：有期雇用労働者（年間所定労働時間◇時間、通算雇用期間◇年） 
例３：仮想の通常の労働者（年間所定労働時間◇時間） 

 
 
２．比較対象労働者を選定した理由【則第 24 条の４第１号ロ関係】 
 比較対象労働者：業務の内容が同一である通常の労働者（該当する６名） 

【以下の参考の※の③】 
（理由） 

受け入れようとする派遣労働者と職務の内容及び配置の変更の範囲又は職務の内容
が同一である通常の労働者はいないが、業務の内容が同一である通常の労働者がいるた
め。 

 
＜参考：チェックリスト＞  
 

比較対象労働者（次の①～⑥の優先順位により選出） 対象者の有無 
（○or×） 

① 職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範
囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者 

× 

② 職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通
常の労働者 

× 

③ 業務の内容又は責任の程度のいずれかが派遣労働者と
同一である見込まれる通常の労働者 

○ 

④ 職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一
であると見込まれる通常の労働者 

― 

⑤ ①から④までに相当する短時間・有期雇用労働者 ― 
⑥ 派遣労働者と同一の職務の内容で業務に従事させるた

めに新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合に
おける当該通常の労働者（仮想の通常の労働者） 

― 
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（記入例：比較対象労働者が複数の場合） ※ 点線囲みは留意点 

 
 

３．待遇の内容等 
（１）比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容（昇給、賞与その他の主な待遇がない場合に

はその旨）【則第 24 条の４第１号ハ関係】 
（２）比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び待遇を行う目的【則第 24 条の４第１号

ニ関係】 
（３）待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項【則第 24 条の４第１号ホ関係】 
 

（待遇の種類） 
（ 待 遇 の

内容） 
（待遇の性質・目的） （待遇決定に当たって考慮した事項） 

 
 

① 基本給 
平均 21 万 
円／月 
又は 
20～22 万 
円／月 

・労働に対する基本的な対
償として支払われるもの 

・労働者の能力の向上のた
めの努力を促進する目的 

・長期勤続を奨励する目的 

能力・経験、勤続年数を考慮。 
能力・経験：定型的な販売業務の処理、ク

レーム対応が可能 
勤続年数：２年目（入社後１年３か月） 

 
② 賞与 
平均 42 万 
円／年 
又は 
32～62 万

円／年 

・会社の利益を分配するこ
とによって、社員の士気を
高める目的 

基本給額、支給月数により算定 
個人業績に係る評価を考慮 
個人業績：Ａ～Ｃ評価（「特に優秀」、「優

秀」、「普通」の三段階評価） 

 
③ 役職手当：制度有 
２万円 
／月 

・一般社員にはない特別な
責任と役割に応じて支給
されるもの 

・一定の責任と役割の履行
を促進する目的 

責任の程度を考慮 
役職：副リーダー 

 
④ 特殊作業手当：制度無 
― ― ― 
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（記入例：比較対象労働者が複数の場合） ※ 点線囲みは留意点 

 
 

⑤ 特殊勤務手当：制度無 
― ― ― 

 
⑥ 精皆勤手当 
０円 ・一定数の業務を行う人数

を確保するための皆勤を
奨励する目的 

責任の程度と出勤状況を考慮し、部下が
いない場合であり、かつ無欠勤の場合に
一律１万円を支給 
責任の程度：部下２名 
欠勤の有無：無欠勤 

 
⑦ 時間外労働手当（法定割増率以上）：制度無 
― ― ― 

 
⑧ 深夜及び休日労働手当（法定割増率以上）：制度無 
― ― ― 

 
⑨ 通勤手当：制度有 
２～３ 
万円 
（実費） 
／月 

・通勤に要する交通費を補
填する目的 

通勤距離を考慮 
（上限５万円／月） 
 

 
⑩ 出張旅費：制度有 
０円 ・出張に要する交通費を補

填する目的 
出張距離を考慮 
出張なし 

 
⑪ 食事手当：制度無 
― ― ― 

 
⑫ 単身赴任手当：制度無 
― ― ― 

 
⑬ 地域手当：制度無 
― ― ― 
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（記入例：比較対象労働者が複数の場合） ※ 点線囲みは留意点 

 
 

⑭ 食堂：施設有 
食堂有 
又は 
食堂無 

・業務の円滑な遂行に資す
る目的 

就業する事業所に食堂があるか否かを考
慮し、食堂がある場合には利用の機会を
付与 
就業する事業所：Ａ支店（食堂無）、Ｂ支
店（食堂有：利用時間 12 時～13 時） 

 
⑮ 休憩室：施設無 
― ― ― 

 
⑯ 更衣室：施設有 
利用可 ・業務の円滑な遂行に資す

る目的 
就業する事業所に更衣室があるか否かを
考慮し、更衣室がある場合には利用の機
会を付与 
就業する事業所：Ａ支店・Ｂ支店（更衣室
有） 

 
⑰ 転勤者用社宅：制度有 
利用無 ・住居を確保し、転勤に伴う

負担を軽減する目的 
職務の内容及び人材活用の範囲を考慮
し、転勤がある場合に提供 
職務の内容及び人材活用の範囲：転勤を
伴う人事異動なし 

 
⑱ 慶弔休暇：制度有 
０～10 日
／年 

・慶弔行事に参加するため
に仕事から離れる機会を
与える目的 

勤続年数を考慮 
勤続１年以上の者に有給の休暇を一律 10
日／年付与 

 
⑲ 健康診断に伴う勤務免除及び有給：制度無 
― ― ― 

 
⑳ 病気休職：制度無 
― ― ― 

 
㉑ 法定外の休暇（慶弔休暇を除く）：制度無 
― ― ― 
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（記入例：比較対象労働者が複数の場合） ※ 点線囲みは留意点 

 
 

㉒ 教育訓練：制度有 
接 客 に 関
す る 教 育
訓 練 を 実
施 又 は 実
施せず 

・職務の遂行に必要な技能
又は知識を習得する目的 

業務の内容を考慮 
接客に従事する場合には、６か月に１回、
希望者に限り、接客に関する基礎を習得
するための教育訓練を実施 

 
㉓ 安全管理に関する措置及び給付：制度無 
― ― ― 

 
㉔ 退職手当：制度有 
０円 ・長期勤続を奨励する目的 

・退職後の生活を保障する
目的 

基本給額、勤続年数、離職理由により算定 
勤続３年であって、会社都合により退職
した場合は、基本給額１か月分の退職手
当を支給 
勤続年数：２年目（入社後１年３か月） 

 
㉕ 住宅手当：制度無 
― ― ― 

 
㉖ 家族手当：制度有 
平均 0.5 万 
円／月 
又は 
０～１万 
円／月 

・労働者の家族を扶養する
ための生活費を補助する
目的 

扶養家族の人数を考慮し、扶養家族１人
につき１万円を支給（上限３万円） 
扶養家族：０～１人 

 
㉗ ◇◇◇：制度◇ 
― ― ― 

 
※ 個々の待遇に係る制度がある場合には、（１）～（３）の事項を情報提供することが

必要であり、当該制度がない場合には、制度がない旨を情報提供することが必要。 
制度がない場合には、表形式ではなく、制度がない個々の待遇をまとめて記載するこ

とでも差し支えない。 
＜制度がない旨の記載例＞ 

◇◇手当、◇◇手当、◇◇手当、◇◇休暇については、制度がないため、支給等し
ていない。 
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（記入例：比較対象労働者が複数の場合） ※ 点線囲みは留意点 

 
 

※ 提供すべき情報が形式的に不足していた場合、虚偽の情報を提供した場合、比較対象
労働者の選定が不適切であった場合等については、労働者派遣法第 26 条第７項違反と
して、派遣先（労働者派遣の役務の提供を受ける者）の勧告及び公表の対象となる場合
があるため、正確に情報提供すること。 
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（記入例：比較対象労働者が標準的なモデルの場合） ※ 点線囲みは留意点 

 
 

令和△年△月△日 
 
（派遣元） 
○○○株式会社 御中 
 

（派遣先）           
◇◇◇株式会社        

役職 ・・・ 氏名 ・・・ 
 
 

比較対象労働者の待遇等に関する情報提供 
 
 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 26 条第７
項に基づき、比較対象労働者の待遇等に関する情報を下記のとおり情報提供いたします。 

 
 
１．比較対象労働者の職務の内容（業務の内容及び責任の程度）、当該職務の内容及び配置

の変更の範囲並びに雇用形態【則第 24 条の４第１号イ関係】 
 
（１）業務の内容 

① 職種：衣料品販売店員 ＜厚生労働省編職業細分類 045-07＞ 
※ 例えば、厚生労働省編職業細分類により記載。 
※ 例として細分類を記載しているのは、業務の内容が同一であるかどうかの判断を細

分類を目安として行うこととしていることによる。 
② 中核的業務：品出し、レジ、接客 
③ その他の業務：クレーム対応 

※ 中核的業務以外の比較対象労働者が従事する業務を記載。 
 
（２）責任の程度 

① 権限の範囲    ：副リーダー（◇等級中◇等級） 
（仕入れにおける契約権限なし、部下１～３名） 

② トラブル・緊急対応：リーダー不在である間の週１～２回程度対応 
③ 成果への期待・役割：個人単位で月の売上げ目標 20～50 万円 
④ 所定外労働    ：週０～３回、計０～６時間程度（品出しのため） 

（⑤ その他      ：        ） 
※「その他」については、責任の程度を指すものがあれば記載 
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（記入例：比較対象労働者が標準的なモデルの場合） ※ 点線囲みは留意点 

 
 

（３）職務の内容及び配置の変更の範囲 
① 職務の内容の変更の範囲：他の服飾品の販売に従事する可能性あり 

               リーダー又は店長まで昇進する可能性あり 
② 配置の変更の範囲：２～３年に１回程度、転居を伴わない範囲で人事異動あり 

 
（４）雇用形態 

例１：正社員（年間所定労働時間◇時間） 
例２：有期雇用労働者（年間所定労働時間◇時間、通算雇用期間◇年） 
例３：仮想の通常の労働者（年間所定労働時間◇時間） 

 
 
２．比較対象労働者を選定した理由【則第 24 条の４第１号ロ関係】 
 比較対象労働者：業務の内容が同一である通常の労働者（標準的なモデル） 

【以下の参考の※の③】 
（理由） 

受け入れようとする派遣労働者と職務の内容及び配置の変更の範囲又は職務の内容
が同一である通常の労働者はいないが、業務の内容が同一である通常の労働者がいるた
め。 

 
＜参考：チェックリスト＞  
 

比較対象労働者（次の①～⑥の優先順位により選出） 対象者の有無 
（○or×） 

① 職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範
囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者 

× 

② 職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通
常の労働者 

× 

③ 業務の内容又は責任の程度のいずれかが派遣労働者と
同一である見込まれる通常の労働者 

○ 

④ 職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一
であると見込まれる通常の労働者 

― 

⑤ ①から④までに相当する短時間・有期雇用労働者 ― 
⑥ 派遣労働者と同一の職務の内容で業務に従事させるた

めに新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合に
おける当該通常の労働者（仮想の通常の労働者） 

― 
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（記入例：比較対象労働者が標準的なモデルの場合） ※ 点線囲みは留意点 

 
 

３．待遇の内容等 
（１）比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容（昇給、賞与その他の主な待遇がない場合に

はその旨）【則第 24 条の４第１号ハ関係】 
（２）比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び待遇を行う目的【則第 24 条の４第１号

ニ関係】 
（３）待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項【則第 24 条の４第１号ホ関係】 
 

（待遇の種類） 
（待遇の内容） 
（待遇の性質・目的） （待遇決定に当たって考慮した事項） 

 
 

① 基本給 
・正社員賃金規程「別表第１」の賃金表のうち、「１級１号俸」から「１級 10 号俸」

までを適用。 
・級及び号俸は、正社員賃金規程別表第２の職能等級表により決定。 
・半期ごとに評価を行い、その結果により、職能等級の上昇の有無・程度を決定。 
・勤続１年につき、0.25 万円の加算。 

＜別途、別表第１及び別表第２を提供＞ 
・労働に対する基本的な対償として支払

われるもの 
・労働者の能力の向上のための努力を促

進する目的 
・長期勤続を奨励する目的 

能力・経験、勤続年数を考慮。 
能力・経験：定型的な販売業務の処理、ク

レーム対応が可能 
勤続年数：２年目（入社後１年３か月） 

 
② 賞与 
・基本給２か月分に、個人業績に係る評価係数（※）を乗じた額を支給 
※評価係数は、Ａ評価（特に優秀）：1.2、Ｂ評価（優秀）：1.0、Ｃ評価（普通）：0.8 
・会社の利益を分配することによって、社

員の士気を高める目的 
基本給額、支給月数により算定 
個人業績に係る評価を考慮 
個人業績：Ａ～Ｃ評価（「特に優秀」、「優

秀」、「普通」の三段階評価） 
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（記入例：比較対象労働者が標準的なモデルの場合） ※ 点線囲みは留意点 

 
 

③ 役職手当：制度有 
リーダー５万円／月、副リーダーに３万円／月を支給 
・一般社員にはない特別な責任と役割に

応じて支給されるもの 
・一定の責任と役割の履行を促進する目

的 

責任の程度を考慮 
役職：副リーダー 

 
④ 特殊作業手当：制度無 
― 
― ― 

 
⑤ 特殊勤務手当：制度無 
― 
― ― 

 
⑥ 精皆勤手当 
部下がおらず、かつ無欠勤の場合に一律１万円／月を支給 
・一定数の業務を行う人数を確保するた

めの皆勤を奨励する目的 
責任の程度：部下１～３名 
欠勤の有無：無欠勤 

 
⑦ 時間外労働手当（法定割増率以上）：制度無 
― 
― ― 

 
⑧ 深夜及び休日労働手当（法定割増率以上）：制度無 
― 
― ― 

 
⑨ 通勤手当：制度有 
・実費を支給（上限５万円／月） 
・通勤に要する交通費を補填する目的 通勤距離を考慮 

 
 

⑩ 出張旅費：制度有 
・出張に要する交通費を全額支給 
・出張に要する交通費を補填する目的 出張距離を考慮 

出張なし 
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（記入例：比較対象労働者が標準的なモデルの場合） ※ 点線囲みは留意点 

 
 

 
⑪ 食事手当：制度無 
― 
― ― 

 
⑫ 単身赴任手当：制度無 
― 
― ― 

 
⑬ 地域手当：制度無 
― 
― ― 

 
⑭ 食堂：施設有 
就業する事業所に食堂がある場合には、利用の機会を付与 
・業務の円滑な遂行に資する目的 就業する事業所に食堂があるか否かを考

慮 
就業する事業所：Ａ支店（食堂無）、Ｂ支
店（食堂有：利用時間 12 時～13 時） 

 
⑮ 休憩室：施設無 
― 
― ― 

 
⑯ 更衣室：施設有 
就業する事業所に更衣室がある場合には、利用の機会を付与 
・業務の円滑な遂行に資する目的 就業する事業所に更衣室があるか否かを

考慮 
就業する事業所：Ａ支店・Ｂ支店（更衣室
有） 

 
⑰ 転勤者用社宅：制度有 
転勤があり、かつ就業する事業所が転勤者用社宅を保有している場合に提供 
・住居を確保し、転勤に伴う負担を軽減す

る目的 
職務の内容及び人材活用の範囲 
職務の内容及び人材活用の範囲：転勤を
伴う人事異動なし 
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（記入例：比較対象労働者が標準的なモデルの場合） ※ 点線囲みは留意点 

 
 

⑱ 慶弔休暇：制度有 
勤続１年以上の者に有給の休暇を一律 10 日／年付与 
・慶弔行事に参加するために仕事から離

れる機会を与える目的 
勤続年数を考慮 
勤続年数：２年目（入社後１年３か月） 

 
⑲ 健康診断に伴う勤務免除及び有給：制度無 
― 
― ― 

 
⑳ 病気休職：制度無 
― 
― ― 

 
㉑ 法定外の休暇（慶弔休暇を除く）：制度無 
― 
― ― 

 
㉒ 教育訓練：制度有 
接客に従事する場合には、６か月に１回、希望者に限り、接客に関する基礎を習得す
るための教育訓練を実施 
・職務の遂行に必要な技能又は知識を習

得する目的 
業務の内容を考慮 
業務の内容：品出し、レジ、接客 

 
㉓ 安全管理に関する措置及び給付：制度無 
― 
― ― 

 
㉔ 退職手当：制度有 
勤続３年以上の場合で、会社都合により退職した場合は、基本給額１ヶ月分を支給 
・長期勤続を奨励する目的 
・退職後の生活を保障する目的 

基本給額、勤続年数、離職理由により算定 
勤続年数：２年目（入社後１年３か月） 

 
㉕ 住宅手当：制度無 
― 
― ― 
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（記入例：比較対象労働者が標準的なモデルの場合） ※ 点線囲みは留意点 

 
 

㉖ 家族手当：制度有 
扶養家族１人につき１万円を支給（上限３万円） 
・労働者の家族を扶養するための生活費

を補助する目的 
扶養家族の人数を考慮。 
扶養家族：０～１人 

 
㉗ ◇◇◇：制度◇ 
― ― ― 

 
※ 個々の待遇に係る制度がある場合には、（１）～（３）の事項を情報提供することが

必要であり、当該制度がない場合には、制度がない旨を情報提供することが必要。 
制度がない場合には、表形式ではなく、制度がない個々の待遇をまとめて記載するこ

とでも差し支えない。 
＜制度がない旨の記載例＞ 

◇◇手当、◇◇手当、◇◇手当、◇◇休暇については、制度がないため、支給等し
ていない。 

 
※ 提供すべき情報が形式的に不足していた場合、虚偽の情報を提供した場合、比較対象

労働者の選定が不適切であった場合等については、労働者派遣法第 26 条第７項違反と
して、派遣先（労働者派遣の役務の提供を受ける者）の勧告及び公表の対象となる場合
があるため、正確に情報提供すること。 
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（記入例：労使協定方式の場合の記載例）  

△年△月△日 
 
（派遣元） 
○○○株式会社 御中 
 

（派遣先）           
□□□株式会社        

役職 ・・・ 氏名 ・・・ 
 
 

待遇に関する情報提供 
 
 

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第 26 条第７
項に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施
行規則第 24 条の４第二号に定める待遇等に関する情報を下記のとおり情報提供いたしま
す。 

 
 

１．待遇のそれぞれの内容 
（待遇の種類） 
（待遇の内容） 
 

 
① 食堂：施設有 
利用可 
利用時間：12 時～13 時（全従業員共通） 

 
② 休憩室：施設有 
利用可 
利用時間：12 時～13 時（全従業員共通） 

 
③ 更衣室：施設有 
就業する事業所に更衣室がある場合には、利用可 

 
④ 教育訓練：制度有 
接客に従事する場合には、６か月に１回、希望者に対し、接客に関する基礎を習得す
るための教育訓練を実施 
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（記入例：労使協定方式の場合の記載例）  

 
※ 個々の待遇に係る制度がない場合には、制度がない旨を情報提供することが必要（「施

設なし」など）。 
制度がない場合には、表形式ではなく、制度がない個々の待遇をまとめて記載するこ

とでも差し支えない。 
＜制度がない旨の記載例＞ 

○○及び○○については、制度がないため、支給等していない。 
 

※ 提供すべき情報が形式的に不足していた場合、虚偽の情報を提供した場合等について
は、労働者派遣法第 26 条第７項違反として、派遣先（労働者派遣の役務の提供を受け
る者）の勧告及び公表の対象となる場合があるため、正確に情報提供すること。 

 
※ 派遣先均等・均衡方式の記載例は、「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュ

アル（労働者派遣業界編）」に掲載している。 
  https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501269.pdf 
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 （イメージ） 

労働者派遣法第 30 条の４第１項の規定に基づく労使協定 

 

○○人材サービス株式会社（以下「甲」という。）と労働者の過半数で組織する労働組合

○○人材サービス労働組合（以下「乙」という。）は、労働者派遣法第 30 条の４第１項の

規定に関し、次のとおり協定する。 

【労働者過半数代表者と締結する場合の記載例】 

 ○○人材サービス株式会社（以下「甲」という。）と○○人材サービス株式会社の労働者の過半数を代表する者（以

下「乙」という。）は、労働者派遣法第 30 条の４第１項の規定に関し、次のとおり協定する。 

 

【支店ごとに労働者過半数代表者と締結する場合の記載例】 

 ○○人材サービス株式会社○○支店（以下「甲」という。）と○○人材サービス株式会社○○支店の労働者の過半

数を代表する者（以下「乙」という。）は、労働者派遣法第 30 条の４第１項の規定に関し、次のとおり協定する。 

※ 労働者の過半数で組織する労働組合（過半数組合）の要件は、各事業所に雇用されるすべての労働者の過半数

で組織する組合であり、雇用形態にかかわらず事業所で雇用するすべての労働者（直接雇用の派遣労働者も含

む）の過半数で組織する労働組合でなければならない。 

※ 過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者（過半数代表者）と締結することとなり、労働者の過半

数を代表する者は下記の①から③のいずれにも該当する者でなければならない。 

① 雇用形態にかかわらず事業所で雇用するすべての労働者（直接雇用の派遣労働者も含む）の過半数を代

表していること。 

② 労使協定を締結する者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の民主的な方法による手続

きにより選出された者であって、派遣元事業主の意向に基づき選出された者でないこと。 

③ 労働基準法第 41 条第２項に規定する管理監督者でないこと。 

※ 労働者に対してメールで通知を行い、そのメールに対する返信のない人を信任（賛成）したものとみなす方法

は、一般的には、労働者の過半数が選任を支持していることが必ずしも明確にならないものと考えられる。 

 

（対象となる派遣労働者の範囲） 

第１条 本協定は、派遣先でソフトウェア作成の業務に従事する従業員（以下「対象従業

員」という。）に適用する。←法第 30 条の４第１項第１号「適用される派遣労働者の範囲」 
２ 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリ

ア形成を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。 

３ 甲は、対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限り、

本協定の適用を除外しないものとする。←法第 30 条の４第１項第６号「その他」 
 

【労働契約期間によって対象を限定する場合の記載例】 

第１条 本協定は、期間を定めないで雇用される派遣労働者（以下「対象従業員」という。）に適用する。 

 
  ※ 一の労使協定に、複数の職種を記載することも可能。ただし、協定対象派遣労働者の賃金の額が各職種において、 

法第 30 条の４第１項第２号イに定める派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的 

な賃金（以下、「一般賃金」という。）の額と同等以上であることを確認できることが必要。 

 

令和８年度適用版（令和８年１月公表） 
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（賃金の構成） 

第２条 対象従業員の賃金は、基本給、賞与、時間外労働手当、深夜・休日労働手当、通

勤手当、退職手当及び○○手当とする。 

 

（賃金の決定方法）←法第 30 条の４第１項第２号イ「賃金の決定方法」 

第３条 対象従業員の基本給、賞与及び○○手当の比較対象となる「同種の業務に従事す

る一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表１

の「２」のとおりとする。 

※ 一般賃金の額が下がったことに伴い待遇を引き下げる場合は、労働条件の不利益変更となり得るものであり、労働条

件の不利益変更には、労働契約法上、原則として労使双方の合意が必要であることに留意が必要。  

 
【職種が複数あり、かつ派遣先の事業所所在地が複数地域となる可能性のある場合の記載例】 

第３条 対象従業員の基本給、賞与及び○○手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的

な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たす別表１に、対象従業員が勤務する派遣先の事業所所在地に

対応する別表２の地域指数を乗じたものとする。 
   

※ P15【職種が複数あり、かつ派遣先の事業所所在地が複数地域となる可能性のある場合の記載例】も参照。 

 

（一）比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、令和７年８月 25 日付

職発 0825 第１号「令和８年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働

者の保護等に関する法律第 30 条の４第１項第２号イに定める「同種の業務に従事す

る一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について」（以下「通達」という。）別添１

「賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金（時給換算）」に定める「1104 ソフ

トウェア作成者」とする。 
 

※ 次の①～③の場合には、その理由を労使協定に記載することが必要。 

① 職種ごとに通達別添１「賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金（時給換算）」と別添２「職業安定業

務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額（時給換算）」を使い分ける場合 

② 通達別添２を用いる場合であって、次のように職業分類を使い分ける場合 

・「大分類」と「当該大分類内の中分類又は小分類」 

・「中分類」と「当該中分類内の小分類」 

③ 通達で示したデータ以外の独自統計等（通達第５）を用いる場合 

※ 職種については、通達別添１又は別添２のうち、協定対象派遣労働者が従事する業務と最も近いと考えられる

ものを労使協議により決定すること。 
 

【① 職種ごとに通達別添１と別添２を使い分ける場合の記載例】 

（一）比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、次のとおりとする。 

イ 「ソフトウェア作成者」における比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、令和７年

８月 25 日付職発 0825 第１号「令和８年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護

等に関する法律第 30 条の４第１項第２号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金

の額」」等について」（以下「通達」という。）別添１「賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金（時給

換算）」（以下「別添１」という。）に定める「1104 ソフトウェア作成者」とする。 

ロ 「事務販売員」における比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、通達別添２「職業

安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額（時給換算）」（以下「別添２」という。）

に定める「07 販売・営業の職業」とする。 
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ハ イについては、実際に支払われていた賃金額である通達別添１を使用し、ロについては、派遣先が総合ス

ーパーなどの大規模の店舗だけでなく、コンビニエンスストア及び衣料品販売店等への派遣に加え、店長

または販売員としての派遣も想定していることから、業務の実態を踏まえ最も適合する職種がある通達別

添２を使用するものとする。 

【② 通達別添２を用いる場合であって、職業分類を使い分ける場合の記載例】 

（一）比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、次のとおりとする。 

イ 「医薬品営業」における比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、令和７年８月 25

日付職発 0825 第１号「令和８年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す

る法律第 30 条の４第１項第２号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」

等について」（以下「通達」という。）別添２「職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞

与等の額（時給換算）」（以下「別添２」という。）に定める「04803 医薬品営業員」とする。 

ロ 「イ以外の営業」における比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、通達別添２に定

める「048 営業の職業」とする。 

ハ イについては、業務の実態を踏まえ最も適合する職種がある小分類を使用し、ロについては、業務の実態

から複数の業務に従事する可能性があることから中分類を使用するものとする。 

【③ 通達で示したデータ以外の独自統計等（通達第５）を用いる場合の記載例】 

（一）「○○事務」における比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、通達別添○の「○○」

の職種と対象従業員が実際に行う業務との間に乖離があることから、令和○年○月○日に○○が実施した「○

○調査」を使用するものとする。 

   ※ 独自統計等によっては、通達第５のとおり一定の要件を満たした上で、厚生労働省職業安定局需給調整事業課  

    に対して事前協議が必要な場合があることに留意すること。 

 

（二）地域調整については、派遣先の事業所所在地が北海道内に限られることから、通達 

別添３に定める「北海道」の指数を用いるものとする。 
 
   ※ 一つの労使協定において、都道府県別の指数及びハローワーク別の指数を使い分ける場合には、その理由を労 

使協定に記載すること。 

 

【地域指数を使い分ける場合の記載例】 

（二）地域調整については、埼玉県、千葉県、東京都の派遣先で派遣就業を行うことから、通達別添３「職業安定

業務統計による地域指数」に定める埼玉、千葉、東京の指数を使用するものとする。ただし、東京都、千葉県

は複数の市区町村の派遣先において就業を行うことから、都道府県別の指数を使用し、埼玉県は主に○○市内

の派遣先において就業を行うことから、ハローワーク○○の指数を使用するものとする。 
 
 

【複数の地域指数のうち、最も高い指数を使って比較する場合の記載例】 

（二）地域調整については、派遣先が埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県の各市町村内が想定さ

れることから、通達別添３「職業安定業務統計による地域指数」に定める埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、

新潟県、富山県の各都道府県内のハローワーク別の指数のうち、最も高い指数となる○○県のハローワーク○

○の指数を使用するものとする。 

第４条  

（○） 別表２の対象従業員の基本給、賞与及び○○手当については、全ての対象従業員に適用されるものとする。 

ただし、別表２の対象従業員の基本給、賞与及び○○手当に加え、派遣先の就業場所に応じて、別途勤務地

手当を支給するものとする。 
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（三）時間外労働手当、深夜・休日労働手当については、基本給、賞与及び○○手当とは

分離し、社員就業規則第○条に準じて、法律の定めに従って支給する。 

 

（四）通勤手当については、基本給、賞与及び○○手当とは分離し、対象従業員の通勤手

当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、

通勤に要する実費に相当する額とする。 
 

【通勤手当の支給要件に「徒歩圏」を設けている場合の記載例】 

（四）通勤手当については、基本給、賞与及び○○手当とは分離し、対象従業員の通勤手当の比較対象となる「同

種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、通勤に要する実費に相当する額とする。ただし、

交通機関等を利用しなければ通勤することが困難である従業員以外の従業員であって、交通機関等を利用しな

いで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離（一般に利用しうる最短の経路の長さによる。）が片道○

㎞未満であるものを除く。 

    

【通勤手当に上限額がある場合の記載例】 

（四）通勤手当については、基本給、賞与及び○○手当とは分離し、対象従業員の通勤手当の比較対象となる「同

種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、月額○円（時給換算額○円）までの範囲内におい

て、通勤に要する実費に相当する額とする。 

 
※ 通勤手当に上限額がある場合には、その額を労使協定に定めることが必要。 

 
【「一般の労働者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する場合」の方法をとることにしている場合の記

載例】 

（四）通勤手当については、基本給、賞与及び○○手当とは分離し、「一般の労働者の通勤手当に相当する額」と

「同等以上」を確保するものとして、当該額を 79 円（時給換算額）とする。 

※ 通勤手当が一般通勤手当(79 円)未満となる場合、当該差額は合算による方法となるため、P13【「一般の労働 

者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する場合」の方法をとることにしているが、一般通勤手当 79 

円とならない（60 円）場合の記載例】を参照。 

※ P13【通勤手当を合算する場合（一般の労働者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する場合を含む） 

の記載例】も参照。 

 

 

 

【通勤手当を合算する場合の記載例】 

第３条 対象従業員の基本給、賞与、○○手当及び通勤手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働

者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表１の「３」のとおりとする。 

（一）～（三） （略） 

（四）通勤手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」については、通達の

第３の４に定める合算により比較する方法とし、当該額を 79 円（時給換算額）とする。 

（五） （略） 
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（五）退職手当については、基本給、賞与及び○○手当とは分離し、対象従業員の退職手

当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、

次に掲げる条件を満たした別表３のとおりとする。 

① 退職手当の受給に必要な最低勤続年数： 

通達別添４に定める「令和６年中小企業の賃金・退職金事情」（東京都）の「退

職一時金受給のための最低勤続年数」において、最も回答割合の高かったもの（自

己都合退職及び会社都合退職のいずれも３年） 

② 退職時の勤続年数ごと（３年、５年、10年、15 年、20 年、25 年、30 年、33 年、 

定年）の支給月数： 

「令和６年中小企業の賃金・退職金事情」（東京都）の大学卒の場合の支給率（月

数）に、同調査において退職手当制度があると回答した企業の割合を乗じた数値 

【退職金前払いの方法をとる場合の記載例】 

（五）① 退職手当については、基本給、賞与及び○○手当とは分離し、前払い退職金とする。 

② 対象従業員の退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、 

別表１の「２」に定める額に５％を乗じた額（１円未満の端数切り上げ）とする。 

 
   ※ 就業規則等で前払い退職金として支給することが明確になっていない場合は、合算による方法となるため、 

    P14【退職手当を合算する場合（退職金前払いの方法を含む）の記載例】を参照。 

 

【中小企業退職金共済制度等への加入の方法をとる場合の記載例】 

（五）① 退職手当については、基本給、賞与及び○○手当とは分離し、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中

小企業退職金共済事業本部との間に退職金共済契約を締結する。 

② 対象従業員の退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は 

別表１の「２」に定める額に５％を乗じた額（１円未満の端数切り上げ）の額とする。 

 

   ※ 退職手当が一般基本給・賞与等の額の５％未満となる場合、当該差額は合算による方法となるため、P15【中 

小企業退職金共済制度等への加入の方法をとることにしているが、一般基本給・賞与等の額の５％の額に満たな 

い場合（４％の場合）の記載例】を参照。 

 
【退職金の支払いの方法を労働者の区分ごとで使い分ける場合の記載例】 

（五）①～○ （略） 

○ ①及び○に規定する退職金制度については、○○の従業員に対して適用し、○に規定する別表１の「２」 

 に定める額の５％の額による支払いについては、△△の従業員に対して適用する。 

    
【退職手当を合算する場合の記載例】 

第３条 対象従業員の基本給、賞与、○○手当及び退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働

者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表１の「３」のとおりとする。 

（一）～（四） （略） 

（五）退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」については、通達の

第３の４に定める合算により比較する方法とし、当該額を別表１の「２」に定める額に５％を乗じた額（１円

未満の端数切り上げ）とする。 

※ P14【退職手当を合算する場合（退職金前払いの方法を含む）の記載例】も参照。 
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【通勤手当及び退職手当を合算する場合の記載例】 

第３条 対象従業員の基本給、賞与、○○手当、通勤手当及び退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する

一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表１の「４」のとおりとする。 

（一）～（三） （略） 

（四）通勤手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」については、通達の

第３の４に定める合算により比較する方法とし、当該額を 79 円（時給換算額）とする。 

（五）退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」については、通達の

第３の４に定める合算により比較する方法とし、当該額を別表１の「２」に定める額に５％を乗じた額（１円

未満の端数切り上げ）とする。 
 

※ 合算する場合は、P14【退職手当及び通勤手当を合算する場合（退職金前払い及び一般の労働者の通勤手当に 

相当する額と「同等以上」を確保する場合の方法を含む）の記載例】も参照。 

 

第４条 対象従業員の基本給、賞与及び○○手当は、次の各号に掲げる条件を満たした別

表２のとおりとする。 

（一）別表１の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同額以上であ

ること 

（二）別表２の各等級の職務と別表１の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な

賃金の額との対応関係は次のとおりとすること 

Ａランク：10 年 

Ｂランク：３年 

Ｃランク：０年 
 

   ※ 協定対象派遣労働者の各等級の職務の内容が別表１の何年目の能力・経験調整指数に相当するか記載し、一般

基本給・賞与等の額との対応関係を客観的に明らかにすることが必要。 

         例えば、「一般基本給・賞与等の額と同等以上にする」のみ記載することや別表として局長通達の別添１又は 

    別添２をそのまま添付することなどは対応関係が明らかでなく、指導対象となり得る。 
 

【派遣先の事業所所在地が複数地域となる可能性があるが、各地域で共通する賃金表を使いつつ、地域指数を用い

て協定対象派遣労働者の賃金を調整する場合の記載例】 

第４条 対象従業員の基本給、賞与及び○○手当は、次の各号に掲げる条件を満たしたものとする。 

 （一）（二） （略） 

 （三）対象従業員の基本給、賞与及び○○手当については、別表○の賃金表に、対象従業員が勤務する派遣先事

業所の所在地に対応する別表○の地域指数を乗じたものとする。 

    ※ P17【派遣先の事業所所在地が複数地域となる可能性があるが、各地域で共通する賃金表を使いつつ、 

地域指数を用いて協定対象派遣労働者の賃金を調整する場合の記載例】も参照。 

 

（三）通勤手当については、別途定める○○人材サービス株式会社賃金規程第○条に従っ

て、通勤に要する実費に相当する額を支給する。  
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（四）退職手当については、次に掲げる条件を満たした別表４のとおりとする。 

ただし、退職手当制度を開始した○○年以前の勤続年数の取扱いについては、労使で 

協議して別途定める。 

① 別表３に示したものと比べて、退職手当の受給に必要な最低勤続年数が同年数以 

下であること 

② 別表３に示したものと比べて、退職時の勤続年数ごとの退職手当の支給月数が同 

月数以上であること 

  ※ 協定対象派遣労働者の退職手当の額が客観的に明らかとなるよう記載することが必要。例えば、「対象従業員の 

    退職手当は、別途定める○○人材サービス株式会社退職金規程による」のみの記載であると、対象従業員の退職 

手当の額が客観的に明らかにならないと考えられる。 

 
【退職金前払いの方法をとる場合の記載例】 

（四）退職手当については、別表１の「２」に定める額の５％の額と同等以上の額とし、その支給方法については

別途定める○○人材サービス株式会社賃金規程第○条に従って支給する。 

 

 

【通勤手当の支給要件に「徒歩圏」を設けている場合の記載例】 

（三）通勤手当については、別途定める○○人材サービス株式会社賃金規程第○条に従って、通勤に要する実費に

相当する額を支給する。ただし、交通機関等を利用しなければ通勤することが困難である従業員以外の従業員

であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離（一般に利用しうる最短

の経路の長さによる。）が片道○㎞未満であるものには支給しない。 

【通勤手当に上限額がある場合の記載例】 

（三）通勤手当については、別途定める○○人材サービス株式会社賃金規程第○条に従って、月額○円（時給換算

額○円）までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。 

【「一般の労働者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する場合」の方法をとることにしている場合の記

載例】 

（三）通勤手当については、別途定める○○人材サービス株式会社賃金規程第○条に従って、１時間当たり 79 円

を通勤に要する実費に相当する額として支給する。 

【「一般の労働者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する場合」の方法をとることにしているが、一般

通勤手当 79 円とならない場合（60 円）の記載例】 

（三）通勤手当については、別途定める○○人材サービス株式会社賃金規程第○条に従って、１時間当たり 60 円

を通勤に要する実費に相当する額として支給する。なお、第３条（四）に定める「同種の業務に従事する一般

の労働者の平均的な賃金の額」（時給換算額 79 円）との差額については、通達の第３の４に基づく合算による

比較方法により対応するものとする。 
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【退職金前払いの方法をとる場合の記載例】 

※ 過年度適用の退職金の率を引き続き適用する場合（令和８年度適用より過年度適用の退職金の率が高い場

合に限る。） 

（四）退職手当については、別表１の「２」に定める額の５％の額と同等以上の額とし、その支給方法については

別途定める○○人材サービス株式会社賃金規程第○条に従って支給する。なお、令和○年度以前より在籍して

いる協定対象派遣労働者については、引き続き従前の額と同等以上の退職金を支給する。 

  ※ 就業規則等で前払い退職金として支給することが明確になっていない場合は、合算による方法となるため、P５ 

【退職手当を合算する場合の記載例】及び P14【退職手当を合算する場合（退職金前払いの方法を含む）の記 

載例】を参照。 

 

【中小企業退職金共済制度等への加入の方法をとる場合の記載例】 

（四）退職手当については、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部との間に退職金共 

済契約を締結するものとする。 

   なお、掛金月額は別表１の「２」に定める額の５％の額と同等以上の額の掛金拠出とし、支給方法などを含 

む詳細は、○○人材サービス株式会社退職金規程第○条の定めによるものとする。 

 

【中小企業退職金共済制度等への加入の方法をとることにしているが、一般基本給・賞与等の額の５％の額となら

ない場合の記載例】 

（四）退職手当については、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部との間に退職金共 

済契約を締結するものとする。 

なお、掛金月額は別表１の「２」に定める額の４％の額の掛金拠出とし、第３条（五）②に定める「同種の 

  業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」（別表１の２に定める額の５％の額）と掛金の額（４％） 

  との差額については、退職金前払いの方法により対応するものとし、別表２のとおりとする。 

また、支給方法などを含む詳細は○○人材サービス株式会社退職金規程第○条の定めによるものとする。 

 

   ※ P15【中小企業退職金共済制度等への加入の方法をとることにしているが、一般基本給・賞与等の額の 

５％の額に満たない場合（４％の場合）の記載例】を参照。 

 

【退職金の支払いの方法を労働者の区分ごとで使い分ける場合の記載例】 

（四）退職手当については、○○の従業員に対しては、第○条及び第○条に規定する退職金制度に従って支給し、

○○の従業員に対しては、第○条に規定する前払い退職金を支給する。 
 

２ 甲は、第５条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容であったと

しても、その経験の蓄積及び能力の向上があると認められた場合には、基本給額の○～ 

○％の範囲で追加の○○手当を支払うこととする。←法第 30 条の４第１項第２号ロ「賃金の改善」 

また、より高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場合には、その能力に

応じた派遣就業の機会を提示するものとする。←法第 30 条の４第１項第２号ロ「賃金の改善」 
 
      ※ 法第 30 条の４第１項第２号ロ「職務内容等の向上があった場合の賃金の改善」の内容は、上記の他にも様々 

な方法が考えられる。 
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【各等級の職務と能力・経験調整指数を対応することに加え、号俸（昇給レンジ）により第２号ロ「職務内容等の 

向上があった場合の賃金の改善」に対応する場合の記載例】 

２ 甲は、第５条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容であったとしても、その経験の蓄積 

及び能力の向上があると認められた場合には、昇給は勤務成績等に応じて○号俸から○号俸までの範囲内で決定 

するものとする。 
 

【「職務内容等の向上があった場合により高度な業務に係る派遣就業機会を提供」の場合の記載例】 

２ 甲は、第５条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、より高い等級の職務を遂行する能力があると認めら

れた場合には、その能力に応じた派遣就業機会を提示するものとする。ただし、これに相当する機会を提示でき

ないときは、同勤務評価の結果に応じて、基本給額の○～○％の範囲で追加の○○手当を支払うこととする。 

 

（賃金の決定に当たっての評価） ←第３号「賃金の決定に当たっての評価」 

第５条 基本給の決定は、○○（「○か月」「○半期」等の期間）ごとに行う勤務評価を活

用する。勤務評価は公正に評価することとし、その方法は○○人材サービス株式会

社社員就業規則第○条に定める方法を準用し、その評価結果に基づき、第４条第２

項の追加の○○手当の範囲を決定する。 

２ 賞与の決定は、○○（「○か月」「○半期」等の期間）ごとに行う勤務評価を活用する。

勤務評価は公正に評価することとし、その方法は○○人材サービス株式会社社員就業規

則第○条に定める方法を準用し、その評価結果に基づき、別表２の備考１のとおり、賞

与額を決定する。 

３ ○○手当の決定は、○○（「○か月」「○半期」等の期間）ごとに行う勤務評価を活用

する。勤務評価は公正に評価することとし、その方法は○○人材サービス株式会社社員

就業規則第○条に定める方法を準用し、その評価結果に基づき、別に定める「○○手当

支給規程」により支給を決定する。 
 

【職務の内容に密接に関連して支払われるもののうち、一定の要件の下で必ず支払われることとして就業規則等

に定められている手当の場合の記載例】 

３ ○○手当は、○○人材サービス株式会社社員就業規則○条に基づき支給するものとする。 
 
  ※ 法第 30 条の４第１項第３号については、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、能力、経験等の向上を公正に 

評価しその結果を勘案した賃金を決定することを労使協定で定めることが要件であるため、一般的に職務の内容、 

職務の成果、能力、経験等に応じて支給されると考えられる職務の内容に密接に関連して支払われるものは全て労 

使協定に規定する必要があることに留意すること。また、第５条の記載のとおり、自社の就業規則等を準用する 

ことでも差し支えないが、当該就業規則等には法第 30 条の４第１項第３号における、派遣労働者の職務の内容、 

職務の成果、能力、経験等の向上を公正に評価することが具体的に定められていることが必要となる。 

※ 「賃金の決定に当たっての評価」の内容は、上記の他にも様々な方法が考えられる。 

 

（賃金以外の待遇） ←第４号「賃金以外の待遇」 

第６条 教育訓練（次条に定めるものを除く。）、福利厚生その他の賃金以外の待遇につい

ては正社員と同一とし、○○人材サービス株式会社社員就業規則第○条から第○条

までの規定を準用する。 
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【正社員と別規程を使用している場合の記載例】 

第６条 教育訓練（次条に定めるものを除く。）、福利厚生その他の賃金以外の待遇については、正社員に適用され

る○○人材サービス株式会社〇〇就業規則第〇条から〇条までの規定と不合理な待遇差が生じることとな

らないものとして、○○人材サービス株式会社〇〇就業規則第○条から第○条までの規定を適用する。 

 

（教育訓練） ←第５号「教育訓練」 

第７条 労働者派遣法第 30 条の２に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づき 

別途定める「○○人材サービス株式会社教育訓練実施計画」に従って、着実に実施

する。 

 

（その他） 

第８条 本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。 

 

（有効期間） ←法第 30 条の４第１項第６号「その他」 

第９条 本協定の有効期間は、○○年○月○日から○○年○月○日までの○年間とする。 

２ 本有効期間終了後に締結する労使協定についても、労使は、労使協定に定める対象従

業員の賃金の額を基礎として、対象従業員の公正な待遇の確保について誠実に協議する

ものとする。 

※ 有効期間の長さについては、その対象となる派遣労働者の待遇の安定性や予見可能性、実務上の対応を考慮すれ

ば長くすることが考えられる一方で、労働者の意思を適正に反映することを考慮すれば短くすることが考えられる

ため、画一的な基準を設けることとはしていないが、目安として２年以内とすることが望ましい。  

  ※ 労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、有効期間中であっても、労使協定に定める派遣労 

働者の賃金の額が一般賃金の額と同等以上の額であるか否か確認することが必要。 

    その結果、派遣労働者の賃金の額が次年度の一般賃金の額と同等以上の額でない場合には、労使協定に定める賃 

金の決定方法を変更するために労使協定を締結し直さなければならない。 

    一方、派遣労働者の賃金の額が次年度の一般賃金の額と同等以上の額である場合には、派遣元事業主が、同等以 

   上の額であることを確認した旨の書面を労使協定に添付することで差し支えない。 

  ※ 労使協定方式については、派遣労働者の段階的・体系的なキャリアアップ支援など、派遣労働者の長期的なキャ 

リア形成に配慮した雇用管理を行うことができるようにすることを目的としたものである。このため、当該目的を 

達成する観点から、一般賃金の額が下がった場合であっても、見直し前の労使協定に定める協定対象派遣労働者の 

賃金の額を基礎として、協定対象派遣労働者の公正な待遇の確保について労使で十分に議論することが望まれる 

ものである。 

 

 

○○年○月○日  

甲 ○○人材サービス株式会社 代表取締役  ○○○○ 印  

乙 ○○人材サービス労働組合 執行委員長  ○○○○ 印 
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【労働者過半数代表者と締結する場合の記載例】 

○○年○月○日  

甲 ○○人材サービス株式会社 代表取締役    ○○○○ 印  

乙 ○○人材サービス株式会社 過半数労働者代表 ○○○○ 印 

 

※ 令和３年４月以降、行政への届出文書は押印不要であるが、協定書については労使双方で合意・締結されたことを明

らかにするため、労働者代表および使用者の署名または記名押印することが望ましい。なお、労使双方において署名ま

たは押印不要と規定した場合にはこの限りではない。
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別表１ 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額 

（基本給及び賞与等の関係） 

 

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

100.0 113.8 121.8 124.8 133.6 142.7 177.4

1
1104
ソフトウェア
作成者

通達に定
める賃金
構造基本
統計調査

1,670 1,900 2,034 2,084 2,231 2,383 2,963

北海道

94.8

地域調整

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,584 1,802 1,929 1,976 2,115 2,260 2,809

 

 

【計算の結果、最低賃金額を下回った場合の記載例】 

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

100.0 113.8 121.8 124.8 133.6 142.7 177.4

1
1385
クリーニング
職、洗張職

通達に定
める賃金
構造基本
統計調査

1,022 1,163 1,245 1,275 1,365 1,458 1,813

北海道 969

94.8 (※）
地域調整

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,103 1,181 1,209 1,295 1,383 1,719

1,342 1,437 1,535 1,9083
基準値（０年）を

地域別最低賃額とした額 1,075 1,224 1,310

 

※ 地域調整した結果、北海道の地域別最低賃金額 1,075 円（令和７年 10 月４日発効）を下回っているため、表「３」

のとおり、地域別最低賃金額を基準値（０年）の額とした上で、当該額に能力・経験調整指数を乗じることにより、一

般基本給・賞与等の額を算出（１円未満の端数切り上げ）。 

 

記入上の注意 

※１【職種】賃金構造基本統計調査又は職業安定業務統計の対応する職種について、基準値及び基準値に能力・経験調整指数

を乗じた値別の数値を記載 

※２【地域調整】「派遣先の事業所その他派遣就業の場所」に応じて、通達に定める地域指数を乗じた数値を記載 

※３ 例えば、１年、３年、５年の能力・経験調整指数のみ使う場合は、それ以外の能力・経験調整指数を乗じた値を記載す

ることは必ずしも要しない。ただし、計算方法の明確化の観点で、基準値（０年）は記載することが望ましい。 

※４ 通達別添１又は別添２に示される数値に通達別添３の地域指数を乗じ、一般基本給・賞与等を算出した結果、１円未満

の端数が生じた場合には、当該端数は切り上げをすることが必要。 
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【通勤手当を合算する場合（一般の労働者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する場合を含

む）の記載例】 

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

100.0 113.8 121.8 124.8 133.6 142.7 177.4

1
1104
ソフトウェア
作成者

通達に定
める賃金
構造基本
統計調査

1,670 1,900 2,034 2,084 2,231 2,383 2,963

北海道

94.8

通勤手当 通勤手当

上乗せ後 79円
2,194 2,339 2,8883 1,663 1,881 2,008 2,055

地域調整

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,584 1,802 1,929 1,976 2,115 2,260 2,809

 

 

 

 

 

 

【「一般の労働者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する場合」の方法をとることにしてい

るが、一般通勤手当 79 円とならない（60 円）場合の記載例】 

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

100.0 113.8 121.8 124.8 133.6 142.7 177.4

1
1104
ソフトウェア
作成者

通達に定
める賃金
構造基本
統計調査

1,670 1,900 2,034 2,084 2,231 2,383 2,963

北海道

94.8

通勤手当 通勤手当

上乗せ後 19円
2,134 2,279 2,8283 1,603 1,821 1,948 1,995

地域調整

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,584 1,802 1,929 1,976 2,115 2,260 2,809
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【退職手当を合算する場合（退職金前払いの方法を含む）の記載例】 

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

100.0 113.8 121.8 124.8 133.6 142.7 177.4

1
1104
ソフトウェア
作成者

通達に定
める賃金
構造基本
統計調査

1,670 1,900 2,034 2,084 2,231 2,383 2,963

北海道

94.8

退職手当 退職手当

上乗せ後 5%

地域調整

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,584 1,802 1,929 1,976 2,115 2,260 2,809

2,221 2,373 2,9503 1,664 1,893 2,026 2,075

 

※ 一般基本給・賞与等（表「１」×表「２」）を算出した結果、１円未満の端数が生じた場合、その時点で、当該端数

を切り上げることが必要。また、一般基本給・賞与等に退職手当として退職割合５％を乗じ（表「２」×1.05）、１円

未満の端数が生じた際も当該端数の切り上げが必要。 

（例：０年目の場合） 1,670 円×（地域指数）0.948＝1,584 円（1,583.16） 

           1,584 円×（退職割合）1.05＝1,664 円（1,663.20） 

 
【退職手当及び通勤手当を合算する場合（退職金前払い及び一般の労働者の通勤手当に相当する額と

「同等以上」を確保する場合の方法を含む）の記載例】 

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

100.0 113.8 121.8 124.8 133.6 142.7 177.4

1
1104
ソフトウェア
作成者

通達に定
める賃金
構造基本
統計調査

1,670 1,900 2,034 2,084 2,231 2,383 2,963

北海道

94.8

退職手当 退職手当

上乗せ後 5%

通勤手当 通勤手当

上乗せ後 79円
2,300 2,452 3,0294 1,743 1,972 2,105 2,154

地域調整

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,584 1,802 1,929 1,976 2,115 2,260 2,809

2,221 2,373 2,9503 1,664 1,893 2,026 2,075

 

※ 一般基本給・賞与等（表「１」×表「２」）を算出した結果、１円未満の端数が生じた場合、その時点で、当該端数

を切り上げることが必要。また、一般基本給・賞与等に退職手当として退職割合５％を乗じ（表「２」×1.05）、１円

未満の端数が生じた際も当該端数の切り上げが必要。 

（例：０年目の場合） 1,670 円×（地域指数）0.948＝1,584 円（1,583.16） 

          1,584 円×（退職割合）1.05＝1,664 円（1,663.20） 

1,664 円＋79 円＝1,743 円 
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【職種が複数あり、かつ派遣先の事業所所在地が複数地域となる可能性のある場合の記載例】 

【別表１】「基準値（０年）×能力・経験調整指数」（令和８年度適用通達に定める賃金構造基本統計調査） 

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

100.0 113.8 121.8 124.8 133.6 142.7 177.4

1

1101
システムコン
サルタント・
設計者

通達に定
める賃金
構造基本
統計調査

2,167 2,466 2,639 2,704 2,895 3,092 3,844

2
1104
ソフトウェア
作成者

通達に定
める賃金
構造基本
統計調査

1,670 1,900 2,034 2,084 2,231 2,383 2,963

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

 

【別表２】地域指数（令和８年度適用通達に定める職業安定業務統計による地域指数） 

 

 

 

 

 

 

 

【中小企業退職金共済制度等への加入の方法をとることにしているが、一般基本給・賞与等の額の５％

の額に満たない場合（４％の場合）の記載例】 

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

100.0 113.8 121.8 124.8 133.6 142.7 177.4

1
1104
ソフトウェア
作成者

通達に定
める賃金
構造基本
統計調査

1,670 1,900 2,034 2,084 2,231 2,383 2,963

北海道

94.8

退職手当 退職手当

上乗せ後 1%
2,137 2,283 2,8383 1,600 1,821 1,949 1,996

地域調整

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,584 1,802 1,929 1,976 2,115 2,260 2,809

 

※ 一般基本給・賞与等（表「１」×表「２」）を算出した結果、１円未満の端数が生じた場合、その時点で、当該端数

を切り上げることが必要。また、一般基本給・賞与等に退職手当として退職割合５％に満たない差分の１％を乗じ（表

「２」×1.01）、１円未満の端数が生じた際も当該端数の切り上げが必要。 

（例：０年目の場合） 

 1,670 円×（地域指数）0.948＝1,584 円（1,583.16） 

 1,584 円×（退職割合）1.01 ＝1,600 円（1,599.84） 

北海道 94.8 

青森  85.4 

 （中略） 

鹿児島 89.5 

沖縄  89.5 
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別表２ 対象従業員の基本給、賞与及び手当の額 

【３ランク（０年、３年、10 年）の場合の記載例】 

等級
職務

の内容
基本
給額

賞与額 手当額 合計額

対応する
一般の労働
者の平均的
な賃金の額

対応する
一般の労働
者の能力・

経験

Ａ
ラン
ク

上級ソフトウェア開発

（AI関係等高度なプロ
グラム言語を用いた開

発）

1,900～ 950 150 3,000～ 2,260 １０年

Ｂ
ラン
ク

中級ソフトウェア開発

（Webアプリ作成等の中

程度の難易度の開発）

1,600～ 800 130 2,530～ ≧ 1,976 ３年

Ｃ
ラン
ク

初級ソフトウェア開発
（Excelのマクロ等、簡

易なプログラム言語を

用いた開発）

1,400～ 700 120 2,220～ 1,584 ０年

 
（備考） 

 １ 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と比較するに当たっては、

月給を月の所定労働時間数で除して時給換算した額により比較するものとする。 

２ 賞与については、○○（「○か月」「○半期」等の期間）ごとの勤務評価の結果によ

り、Ａ評価（標準より優秀）であれば基本給額の○％相当、Ｂ評価（標準）であれば基

本給額の○％相当、Ｃ評価（標準より物足りない）であれば基本給額の○％相当を支給

する。同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と比較するに当たって

は、賞与額は標準的な評価であるＢ評価の場合の額により比較するものとする。 

 なお、未だ勤務評価を実施していない対象従業員については、○評価とみなして支

給する。 

※ 上記表は、Ｂ評価（標準）を基本給額の 50％相当と仮定した賞与額を記載。 

 ３ 手当額には、○○手当、○○手当、○○手当及び○○手当が含まれ、直近の事業年 

  度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額により算出するものとする。 

 

【その他の賞与額の計算方法の場合の記載例】 

・４ 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と比較するに当たっては、令和

７年度に対象従業員に対して支給された賞与額の合計額を、当該事業年度の当該従業員の

年間所定労働時間の合計時間数で除した額により比較するものとする。 

・４ 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と比較するに当たっては、令和

８年度に支給される賞与額の合計額の見込みを、想定される協定対象派遣労働者の年間所

定労働時間の合計時間数で除した額により比較するものとする。 

様式-114



- 17 - 
 

 【派遣先の事業所所在地が複数地域となる可能性があるが、各地域で共通する賃金表を使いつつ、地域

指数を用いて協定対象派遣労働者の賃金を調整する場合の記載例】 

（別表○ 地域指数）

等級
職務

の内容
基本
給額

賞与額 手当額 合計額

Ａ
ランク

上級ソフトウェア開

発（AI関係等高度な

プログラム言語を用

いた開発）

1,900～ 950 150 3,000～

Ｂ
ランク

中級ソフトウェア開

発（Webアプリ作成等

の中程度の難易度の

開発）

1,600～ 800 130 2,530～ ×

Ｃ
ランク

初級ソフトウェア開

発（Excelのマクロ

等、簡易なプログラ

ム言語を用いた開

発）

1,400～ 700 120 2,220～

（別表○　対象従業員の賃金表（共通））

○○県　００．０

○○県　００．０

○○県　００．０

・
・
・
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 【通勤手当を一般の労働者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する場合の方法をとる場合の

記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等級
対応する

一般の労働者の
平均的な賃金の額

通勤手当
対応する一般の

労働者の能力・経
験

Ａランク 2,260 79 １０年

Ｂランク 1,976 79 ３年

Ｃランク 1,584 79 ０年

（別表○　協定対象従業員の賃金表（共通））

等級
職務

の内容
基本
給額

賞与額 手当額 合計額
通勤
手当

Ａ
ランク

上級ソフトウェア開発

（AI関係等高度なプロ

グラム言語を用いた開

発）

1,900～ 950 150 3,000～ 100

Ｂ
ランク

中級ソフトウェア開発

（Webアプリ作成等の

中程度の難易度の開

発）

1,600～ 800 130 2,530～ 100 ≧

Ｃ
ランク

初級ソフトウェア開発

（Excelのマクロ等、

簡易なプログラム言語

を用いた開発）

1,400～ 700 120 2,220～ 100
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【退職金前払いの方法をとる場合の記載例】 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（別表○　協定対象従業員の賃金表（共通））

等級
職務

の内容
基本
給額

賞与額 手当額 合計額
退職
手当

Ａ
ランク

上級ソフトウェア開発

（AI関係等高度なプロ
グラム言語を用いた開

発）

1,900～ 950 150 3,000～ 130

Ｂ
ランク

中級ソフトウェア開発
（Webアプリ作成等の

中程度の難易度の開

発）

1,600～ 800 130 2,530～ 110 ≧

Ｃ
ランク

初級ソフトウェア開発

（Excelのマクロ等、

簡易なプログラム言語

を用いた開発）

1,400～ 700 120 2,220～ 90

等級
対応する

一般の労働者の
平均的な賃金の額

退職手当
(５％）

対応する一般の
労働者の能力・経験

Ａランク 2,260 113 １０年

Ｂランク 1,976 99 ３年

Ｃランク 1,584 80 ０年

様式-117



- 20 - 
 

【通勤手当を合算する場合の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別表○　協定対象従業員の賃金表（共通））

等級
職務

の内容
基本
給額

賞与額 手当額 合計額

Ａ
ランク

上級ソフトウェア開発
（AI関係等高度なプロ

グラム言語を用いた開
発）

1,900～ 950 150 3,000～

Ｂ
ランク

中級ソフトウェア開発
（Webアプリ作成等の中

程度の難易度の開発）

1,600～ 800 130 2,530～ ≧

Ｃ
ランク

初級ソフトウェア開発

（Excelのマクロ等、簡

易なプログラム言語を
用いた開発）

1,400～ 700 120 2,220～

等級
対応する

一般の労働者の
平均的な賃金の額

通勤手当 合計額
対応する一般の

労働者の能力・経験

Ａランク 2,260 79 2,339 １０年

Ｂランク 1,976 79 2,055 ３年

Ｃランク 1,584 79 1,663 ０年
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【退職手当を合算する場合（退職金前払いの方法を含む）の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等級
対応する

一般の労働者の
平均的な賃金の額

退職手当
上乗せ後
（５％）

対応する一般の
労働者の能力・

経験

Ａランク 2,260 2,373 １０年

Ｂランク 1,976 2,075 ３年

Ｃランク 1,584 1,664 ０年

（別表○　協定対象従業員の賃金表（共通））

等級
職務

の内容
基本
給額

賞与額 手当額 合計額

Ａ
ランク

上級ソフトウェア開発
（AI関係等高度なプロ

グラム言語を用いた開

発）

1,900～ 950 150 3,000～

Ｂ
ランク

中級ソフトウェア開発
（Webアプリ作成等の中

程度の難易度の開発）

1,600～ 800 130 2,530～ ≧

Ｃ
ランク

初級ソフトウェア開発

（Excelのマクロ等、簡
易なプログラム言語を

用いた開発）

1,400～ 700 120 2,220～
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【通勤手当及び退職手当を合算する場合の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別表○　協定対象従業員の賃金表（共通））

等級
職務

の内容
基本
給額

賞与額 手当額 合計額

Ａ
ランク

上級ソフトウェア開発

（AI関係等高度なプロ

グラム言語を用いた開

発）

1,900～ 950 150 3,000～

Ｂ
ランク

中級ソフトウェア開発

（Webアプリ作成等の

中程度の難易度の開

発）

1,600～ 800 130 2,530～ ≧

Ｃ
ランク

初級ソフトウェア開発
（Excelのマクロ等、

簡易なプログラム言語

を用いた開発）

1,400～ 700 120 2,220～

等級
対応する

一般の労働者の
平均的な賃金の額

通勤手当
退職手当
（５％）

合計額

Ａランク 2,260 79 113 2,452

Ｂランク 1,976 79 99 2,154

Ｃランク 1,584 79 80 1,743
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記入上の注意 

※１【基本給額】個々の協定対象派遣労働者に実際に支給される基本給額を時給換算したものを記

載。    

※２【賞与額】賞与額は半期ごと等の支給であったとしても時給換算したものを記載。 

※３【手当額】協定対象派遣労働者の各種手当（賞与、超過勤務手当、通勤手当及び退職手当を除

く（※通勤手当及び退職手当を合算して比較する場合は、「手当」に含めることもある））の合

計を時給換算したものを記載。勤務評価の結果、その経験の蓄積及び能力の向上があると認め

られた場合に別途手当を加算する場合は、その旨を記載。 

また、実際の時間外労働等に相当する割増賃金部分を超えて支払われた固定残業代の額を含

める場合は、労使で合意した時間分の固定残業代の額を記載。 

（注）固定残業代の取扱は、「労使協定方式に関する Q＆A（集約版）問２－１７」を参照。 

※４【合計額】基本給額、賞与額及び手当額の合計額を記載。この合計額が対応する同種の業務に

従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同額以上になっていることを確認。 

※５【対応する一般の労働者の平均的な賃金の額】それぞれの等級の職務の内容が何年目の能力・

経験に相当するかの対応関係を労使で定め、それに応じた同種の業務に従事する一般の労働者

の平均的な賃金の額を記載。 

通達第３の４に基づく合算による比較方法により対応する場合は、Ｐ13【通勤手当を合算す

る場合（一般の労働者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する場合を含む）の記載

例】やＰ14【退職手当を合算する場合（退職金前払いの方法を含む）の記載例】の表「３」に

記載する合算後の額等を記載。 
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別表３ 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（退職手当の関係） 

 

３年 ５年 10年 15年 20年 25年 30年 33年 定年

自己
都合
退職

0.6 1.1 2.5 4.2 6.3 8.3 11.4 11.6 ―

会社
都合
退職

0.8 1.5 3.2 5.2 7.4 10.1 11.8 13.0 16.0

勤続年数

支給率
（月数）

 

（資料出所）「令和６年中小企業の賃金・退職金事情」（東京都）における退職金の支給率

（モデル退職金・大学卒）に、同調査において退職手当制度があると回答した企業の割

合（64.2％）を乗じた数値 

 

別表４ 対象従業員の退職手当の額 

３年以上
５年未満

５年以上
10年未満

10年以上
15年未満

定年

自己
都合
退職

2.0 3.0 7.0 ―

会社
都合
退職

3.0 5.0 9.0 32.0

別表３（再掲）

３年 ５年 10年 15年 20年 25年 30年 33年 定年

自己
都合
退職

0.6 1.1 2.5 4.2 6.3 8.3 11.4 11.6 ―

会社
都合
退職

0.8 1.5 3.2 5.2 7.4 10.1 11.8 13.0 16.0

支給率
（月数）

勤続年数

≧

15年以上
25年未満

25年以上

21.0

26.0

15.0

19.0

勤続年数

支給率
（月数）

 

（備考） 

１ 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と比較するに当たっては、退

職手当額は、支給総額を所定内賃金で除して算出することとする。 

２ 退職手当の受給に必要な最低勤続年数は３年とし、退職時の勤続年数が３年未満の場

合は支給しない。 
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令和  年  月  日 

 
 

協定対象派遣労働者の賃金の額に関する確認書 

 
 
 

◆◆人材サービス株式会社は、令和○年○月○日付けで◆◆人材サービス労働組合

（過半数代表者■■■■）と締結した「労働者派遣法第 30 条の４第１項の規定に基づく

労使協定」(労使協定の有効期間：令和○年○月○日から令和○年○月○日)（以下「協

定」という。）について、別紙のとおり、当該協定に定める協定対象派遣労働者の賃金の

額が、職発○○○○第〇号「令和〇年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派

遣労働者の保護等に関する法律第 30 条の４第１項第２号イに定める「同種の業務に従

事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について」（以下「通達」という。）の第２

に定める「一般賃金」の額と同等以上であることを確認しました。 

 
 

 

事業主名： 

 

 

（注）協定に定める協定対象派遣労働者の賃金の額が、適用年度ごとの一般賃金の額

と同等以上であることの確認にあたっては、能力・経験調整指数や地域指数、一

般通勤手当の更新等に伴う確認漏れを防ぐ観点から、別紙のように具体的な額等

を記載して比較することが望ましいこと。 

   なお、協定の記載における表現は様々であることから、表形式により比較する

ことは必ずしも必要なものではないが、一般賃金の額と同等以上であることを適

切に確認すること。 

   確認書があったとしても、協定対象派遣労働者の賃金が、一般賃金の額と同等

以上となっていない場合には、指導等の対象となること。 

 

  

確認書のイメージ 

様式-123



 

別紙：協定対象派遣労働者の賃金額と適用年度ごとの一般賃金の額の比較 

 

１．一般基本給・賞与等 

 以下のとおり、協定に定める協定対象派遣労働者の基本給・賞与等が、通達第２の１

に定める一般基本給・賞与等と同等以上を確保していることを確認しました。 

等級 職務の内容 

協定に定め

る協定対象

派遣労働者

の賃金の額 

 令和●年

度適用の

対応する

一般賃金

の額 

(△■県 

：0.988) 

令和○年度

適用の対応

する一般賃

金の額 

（△■県 

：0.992） 

対応する

一般の労

働者の能

力・経験 

 

Ａ 

ランク 

上級ソフトウェア

開発（AI関係等

高度なプログラム

言語を用いた開

発） 

3,000～  2,200 2,220 20 年 

Ｂ 

ランク 

中級ソフトウェア

開発（Web アプリ

作成等の中程度の

難易度の開発） 

2,220～ 

 

1,800 1,815 10 年 

Ｃ 

ランク 

初級ソフトウェア

開発（Excel のマ

クロ等、簡易なプ

ログラム言語を用

いた開発） 

1,800～  1,720 1,722 ０年 

 

２．一般通勤手当  

協定に定める協定対象派遣労働者の通勤手当が、通達の第２の２（１）「実費支給に

より「同等以上」を確保する場合」により、一般通勤手当と同等以上を確保している

ことを確認しました。 

 

３．一般退職金 

以下のとおり、協定に定める協定対象派遣労働者の一般退職金が、通達の別添４に

定める「令和◎年中小企業の賃金・退職金事情（東京都）」の統計調査の数値と同等以

上を確保していることを確認しました。 

 

 

≧ 
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○協定対象派遣労働者の退職手当 

勤続年数 

３年 

以上 

５年 

未満 

５年 

以上 

10 年

未満 

10 年

以上

15 年

未満 

15 年以上 

25 年未満 

25 年以上 

35 年未満 

支給月数 

自己都合

退職 
2.0 3.0 9.0 13.0 16.0 

会社都合

退職 
2.0 5.0 11.0 14.5 18.0 

 

 

○一般労働者の平均的な退職手当(令和◎年中小企業の賃金・退職金事情（●●県）) 

勤続年数 ３年 ５年 10 年 15 年 20 年 25 年 30 年 33 年 

支給月数 

自己都合

退職 
0.7 1.2 2.8 4.8 6.9 9.2 12.0 13.3 

会社都合

退職 
1.3 2.1 4.0 6.1 8.9 10.8 13.9 15.1 

（※）一般労働者の平均的な退職手当の支給月数は「令和◎年中小企業の賃金・退職金

事情」（●●県）における退職金の支給率（モデル退職金・大学卒）に、同調査におい

て退職手当制度があると回答した企業の割合（○○.○％）をかけた数値である。 

 

≧
 

様式-125



 

派遣労働者として雇い入れようとするときの明示（例） 
（労働者派遣法第 31 条の２第２項） 

 
 

                                                                令和 年 月 日 

          殿       

 

（事業所名）  
（許可番号）  

 

 
協定対象派遣 
労働者である

か否か 

 
□ 協定対象派遣労働者である （当該協定の有効期間の終了日：  年 月 日） 
 
□ 協定対象派遣労働者ではない 
 
 

 
昇給・賞与・

退職手当の有

無 

 
・昇  給（ 有 （時期、金額等          ） ， 無 ） 
 

・賞  与（ 有 （時期、金額等          ） ， 無  ） 
 

・退職手当（ 有 （時期、金額等          ） ， 無 ） 
 

 
派遣労働者か

ら申出を受け

た苦情の処理

に関する事項 

 
(1)苦情の申し出先・処理方法・連携体制 
派遣先（部署）      （役職）    （氏名）      （電話） 
派遣元（部署）      （役職）    （氏名）      （電話）  

(2)苦情処理方法 
①派遣先における(1)記載の者が苦情の申し出を受けた時は、直ちに派遣先責任者へ連絡し当該派遣先責任者が中心とな

り誠意を持って遅滞なく当該苦情処理の適切かつ迅速な処理を図り、その結果について必ず派遣労働者に通知します。 

②派遣元における(1)の記載の者が苦情の申し出を受けた時は、直ちに派遣元責任者へ連絡し当該派遣元責任者が中心と

なり誠意をもって遅滞なく当該苦情の適切かつ迅速な処理を図り、その結果について必ず派遣労働者に通知します。 

③派遣先及び派遣元は、自らでその解決が容易であり即日に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、

密接に連絡調整を行いつつ、その解決をはかることとする。 
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（派遣労働者として雇い入れようとするときの明示 記載要領） 

 

１ 「昇給」とは、一つの労働契約の中での賃金の増額をいう。したがって、有期労働契

約の契約更新時の賃金改定は、「昇給」に当たらない。 

「昇給」が業績等に基づき実施されない可能性がある場合には、制度としては「有」

と明示しつつ、あわせて「昇給」が業績等に基づき実施されない可能性がある旨を明示

することが必要である。また、「賃金改定（増額）：有」等の「昇給」の有無が明らか

である表示をしている場合には義務の履行といえるが、「賃金改定：有」と表示し、

「賃金改定」が「昇給」のみであるか明らかでない場合等の「昇給」の有無が明らかで

ない表示をしている場合には義務の履行とはいえない。 

 

２ 「退職手当」とは、労使間において、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確

になっており、退職により支給されるものであればよく、その支給形態が退職一時金で

あるか、退職年金であるかを問わない。「退職手当」が勤続年数等に基づき支給されな

い可能性がある場合には、制度としては「有」と明示しつつ、あわせて「退職手当」が

勤続年数等に基づき支給されない可能性がある旨について明示することが必要である。 

 

３ 「賞与」とは、定期又は臨時に支給されるものであって、その支給額が予め確定されて

いないものをいう。「賞与」が業績等に基づき支給されない可能性がある場合には、制度

としては「有」と明示しつつ、あわせて「賞与」が業績等に基づき支給されない可能性が

ある旨を明示することが必要である。 

 

４  協定対象派遣労働者であるか否かについて、協定対象派遣労働者である場合には、当

該協定の有効期間の終期を記載すること。 

 

５ 「派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項」とは、派遣労働者の苦情の申

出を受ける者、派遣元事業主及び派遣先において苦情処理をする方法、派遣元事業主と派

遣先との連携のための体制等をいう。 
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※派遣先均等・均衡方式の例 契約No.

(事業所名)

(許可番号)

 協定対象派遣労働者であるか否か

□ 協定対象派遣労働者ではない □ 協定対象派遣労働者である　（当該協定の有効期間の終了日：　　 年　　　月　　　日）

 休暇に関する事項

　年　月　日

■■　■■   様

次の条件で労働者派遣を行います

 

１　年次有給休暇　６か月継続勤務した場合→　　日   継続勤務６か月以内の年次有給休暇　（有・無）→　ヶ月経過で　日
　　               時間単位年休（有・無）

２　代替休暇（有・無）

３　その他の休暇　有給（　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　無給（　　　　　　　　　　）

○詳細は、就業規則第　条～第　条、第　条～第　条

 賃金（退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く。）の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの
時期に関する事項

 昇給・賞与・退職手当の有無

・　昇　　給  （　有　（時期、金額等　　　　　　　　　　　　）　，　無　）

・　賞　　与  （　有　（時期、金額等　　　　　　　　　　　　）　，　無  ）

・　退職手当  （　有　（時期、金額等　　　　　　　　　　　　）　，　無　）

１　基本賃金　イ　月給（　　　　円）、ロ　日給（　　　　円）   ４　賃金締切日（　　）－毎月　日、（　　）－毎月　日
　　　　　　　ハ　時間給（　　　　円）、
　　　　　　　ニ　出来高給（基本単価　　 円、保障給 　　円）   ５　賃金支払日（　　）－毎月　日、（　　）－毎月　日
　　　　　　　ホ　その他（　　　　　円）
　　　　　　　ヘ　就業規則に規定されている賃金等級等           ６　賃金の支払方法（　　　　　　　　　　　　）

２　諸手当の額又は計算方法
　　イ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　）
　　ロ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　）
    ハ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　）
　　ニ（　　手当　　　　円　／計算方法：　　　　　　　　　　）

３　所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
    イ　所定時間外、法定超　月６０時間以内（　　　）％
　　　　　　　　　　　　　　月６０時間超　（　　　）％
　　　　　　　　　　所定超　（　　　）％
　　ロ　休日　法定休日（　　　）％、法定外休日（　　　）％
　　ハ　深夜（　　　）％

労働者派遣をしようとするときの明示（法第31条の２第３項）（例）

様式-128



※労使協定方式の例 契約No.

(事業所名)

(許可番号)

 協定対象派遣労働者であるか否か

協定対象派遣労働者である　（当該協定の有効期間の終了日：　　 年　　　月　　　日）

　年　月　日

■■　■■   様

次の条件で労働者派遣を行います

 

労働者派遣をしようとするときの明示（法第31条の２第３項）（例）

様式-129




